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学校の現況 

 

(1) 学校名及び設置者(学校法人名・代表者名） 

 

学校名    ：  日本電子専門学校 

設置者    ：  学校法人電子学園 理事長 多 忠貴 

校  長    ：  杉浦 敦司 

 

(2) 所在地及び認可年月日（所轄庁名） 

 

所在地     ：  東京都新宿区百人町 1 丁目 25 番 4 号 

設立認可 ：  昭和 26 年 12 月 21 日 

学校法人認可 ：  昭和 38 年 12 月 17 日 

専修学校認可 ：  昭和 51 年 9 月 10 日 

 

(3) 沿 革 

 

日本電子専門学校（以下、「本校」と言う。）は、戦後間もなくの、物資の不足、教

育についての国家的展望もないという混乱期にあって、いち早く日本が取るべき道を

「科学技術の振興」にもとめ、｢電子技術を核とした創造性豊かな技術者の育成を通し

て世界に貢献する。｣という建学の精神によって、昭和 26 年 12 月 21 日に社団法人日

本ラジオ技術協会、日本ラジオ技術学校として創立した。 

その後、昭和 28 年 2 月から開始されたテレビ正式放送により本格的なテレビ時代

を迎えたことから、日本高等テレビ技術学校に改称し、テレビ技術者の育成を始めた。 

創立 10 周年である昭和 36 年には、エレクトロニクス産業の急速な発展と電子計算

機（コンピュータ）の実用化に伴い、その教育に着手すべく校名を現在の日本電子専

門学校と改称し、昭和 40 年代にかけて郵政省や通産省（当時）から資格の認定を受

け、電子工学科、放送技術科、電子計算機科、電気工学科、電気工事士科など多くの

学科を開設した。また、その間昭和 38 年に学校法人電子学園（以下、「本学園」と言

う。）として学校法人の認可を受けた。 

昭和 50 年代は、コンピュータプログラマやレコーディング技術者、テレビ・映画制

作技術者などソフトウェア技術者の需要が高まり、本校においても本格的にソフトウ

ェア教育に着手し、情報処理科、音響芸術科、放送芸術制作科などの学科を開設した。

中でもコンピュータとメディアを融合したコンピュータグラフィックスについては、

昭和 50 年代半ばよりいち早く教育に取組み、昭和 58 年にコンピュータグラフィック

ス科を開設した。また、昭和 51 年に専修学校認可（工業専門課程）、昭和 52 年に工業

一般課程の認可を受けた。 

平成に入って、ゲームやインターネットの普及によりゲームクリエイターやネット

ワークエンジニアなどの新分野の人材育成に着手し、ゲーム制作科やネットワークセ



2 

 

キュリティ科を開設した。 

平成 7 年からは、文部省（当時）の定めた専門士に対応し、全ての学科で認定を受

けている。 

平成 10 年代は、ビジネス分野でのコンピュータ利用が必要不可欠となったことに

より、平成 14 年に商業実務専門課程の認可を受け、OA 技術者の育成を始めた。また、

同時に文化・教養専門課程の認可を受け、音響芸術科など一部の学科の課程を変更し

た。 

平成 25 年 8 月に職業実践専門課程が創設され、平成 26 年に昼間部 5 学科が認定を

受けた。また、同年に厚生労働省主管の専門実践教育訓練給付制度有効指定講座に 3

学科が指定された。 

平成 28 年には、本学園の長期ビジョン「学校法人電子学園 NEXT10」（以下、「NEXT10」

と言う。）が策定された。 

平成 29 年には、NEXT10 プロジェクトにおいて、建学の精神、経営理念、経営ビジ

ョンに基づき「学校法人電子学園行動規範」および「日本電子専門学校教員の行動指

針」を策定した。また、これらの理念体系を記載したネームカードを全教職員がカー

ドフォルダに挿入して携行している。 

平成 30 年には、近年 AI を活用できるエンジニアの社会的ニーズが高まってきたこ

とから、AI システム科（2 年制）を新設した。 

令和元年には、文部科学省による「高等教育の修学支援新制度」の対象機関として

確認された。 

令和 2 年には、同法人内に情報経営イノベーション専門職大学（以下、「iU」と言

う。）が墨田区に開学し、職業教育の複線化を実現した。また、コロナ禍に伴いオンラ

イン授業を開始した。同年現在で、専門実践教育訓練給付制度有効指定講座に 7 学科

が指定された。 

令和 3 年 3 月には、文部科学大臣認定の職業実践専門課程に AI システム科が認定

され、すべての昼間部学科が職業実践専門課程となった。また、創立 70 周年を記念し

て、「感謝。そして挑戦」オンライン式典・展示会を開催した。 

コロナワクチン接種に関する地域の負担を軽減し、接種の加速化を図るため政府の

要請に応じて学内におけるコロナワクチンの職域接種（1・2 回目）を実施した（7・

8・9 月）。 

令和 4 年には、コロナワクチン職域接種 3 回目を在校生および教職員は 4 月、新入

生は東京都のワクチンバス制度を利用し 7 月に実施した。 

令和 5 年には、工業一般課程、文化・教養専門課程を廃止した。また、近年 DX が注

目され、デジタル技術とビジネス知識で企業の DX を推進するデジタル人材の養成を

目的とした、DX スペシャリスト科（2 年制）を新設した。 

令和 6 年には、DX スペシャリスト科を商業実務専門課程から工業専門課程へ変更

した。また、ケータイ・アプリケーション科をモバイルアプリケーション開発科へ名

称変更した。 
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Ⅰ 学校の教育目標 

本校の建学の精神は、「電子技術を核とした創造性豊かな技術者の育成を通して世

界に貢献する」であり、その達成を教育目標としている。 

専門性を養う「職業教育」と汎用性を養う「キャリア教育」を教育の柱として、職

業実践専門課程の要件を踏まえた産学連携などを含めた教育システムを構築している。

各学科の一連の教育活動と、それを取巻く学園生活全般をとおして、専門性と汎用性

の両面を養うことを教育の基本方針としている。 

 

 

Ⅱ 本年度に定めた重点的に取組むことが必要な目標・計画 

 

0. 教育重点項目 

 

令和 6 年度に重点的に取組む項目について、2 つの大項目を立て、表 0-1 のように

構成した。 

 

表 0-1 令和 6 年度教育重点項目一覧表 

【0-1】 NEXT10（日本電子専門学校の更なる伸張）の確実な実施 

1) 「建学の精神」の実現に向けた「教育の質の保証・向上」 

2) 学生主導で社会人基礎力を養うキャリア教育の充実 

3) 新設学科開発フレームを活用した調査・検討 

4) 遠隔授業の標準化・質保証と先端テクノロジーの利活用 

【0-2】 教育全般の重点項目 

5) ドロップアウト対策 

6) ゲーム分野再編 

7) 学校教育法改正への対応（主に単位制への移行） 

 

【0-1】 NEXT10（日本電子専門学校の更なる伸張）の確実な実施 

 

0-1-1 「建学の精神」の実現に向けた「教育の質の保証・向上」 

 

 本分科会では、以下の 2 つのプロジェクトを設定して取組むこととした。 

・ 「学修成果（ラーニングアウトカム）の再設定」 

・ 産業界のニーズに基づいた基礎的・汎用的能力の養成 

 

0-1-1-1 「学修成果（ラーニングアウトカム）の再設定」 

 

学修成果の位置付けを明確にし、ディプロマポリシーに基づいた学修成果を可視化
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することを目的として NEXT10 分科会を継続して実施している。分科会では、各学科の

専門分野の知識・技術・技能の学修成果を可視化するためのディプロマサプリメント

（仮称）の作成に取り組んでいる。令和 6 年度の取組みは、学習成果を可視化する際

の算出方法において、科目の重み付けを変更することや、可視化に使用するグラフの

種類を変更する方向で検討が進んでいる。現状では、選択科目の増加にも対応できる

見通しができており、詳細を詰めて具体化する段階まできている。しかしながら、こ

れまで作成した「ディプロマサプリメント」は、多くの科目が必修であることを前提

にしたものであるため、今般の単位制への移行による選択科目の増加に対して、ディ

プロマサプリメントの方向性を見直す必要が生じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 0-1 ディプロマサプリメント個人票（例） 
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0-1-1-2 産業界のニーズに基づいた基礎的・汎用的能力の養成 

 

 基礎的・汎用的能力の養成に資する教育課程の状況を調査し、組織的な養成方法の

方向性を検討し具体化する。評価方法として「PROG」またはルーブリックの活用を想

定し、達成度合の可視化を行う。 

令和 6 年度には、昼間部の全 1 年生に対して、4 月に基礎的・汎用的能力の測定を

行った。 

・測定概要：PROG（リアセックを活用し、1,387 名が受験。） 

・学校全体の集計・分析結果に基づいて、教職員に対する報告会を実施した。 

・PROG の受験結果に基づいた解説動画を提供し、クラスごとにホームルームを利用

して解説会を実施した。 

今後の予定として、キャリアセンターが行っていた社会人基礎力の自己診断は、 

「PROG」に集約し 、実施の主管部署をキャリアセンターに移管する 。令和 7 年度は、 

2 年制課程の卒業年次が 2 回目の受験をし、1 回目の結果との比較から成長度を確認

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 0-2 PROG により測定される基礎力 

 

0-1-2 学生主導で社会人基礎力を養うキャリア教育の充実 

 

 本分科会においては、以下の 3 つのテーマについて検討し、運用した。 

  ・学生自治会の適正運用 

・学生主体の学校行事の在り方の検討 

・クラス内組織の検討 

 

0-1-2-1 学生自治会の適正運用 

 

学生自治会幹部（会長・副会長）とキャリアセンター担当者で定例会を実施し、学
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生自治会の適正運用について検討を重ねた。学生自治会は「学生による、学生のため

の自治会」という理念を再確認し、自主的かつ主体的な運営を行った。毎月 1 回の定

例会を欠かさず実施し、各種活動の企画・実行に取り組んだことにより、組織として

の安定的な運用が図られた。 日専祭（学園祭）の全在学生に向けた満足度アンケート

実施や地域住民とのボランティア活動についての打ち合わせなど主体的な活動が行わ

れた。 

 

学生自治会の主な活動実績 

・入学式における新入生のサポート 

  ・新入生オリエンテーション時における、学校生活紹介 

  ・新入留学生歓迎会開催 

  ・クラブ同好会紹介イベントの開催 

・スポーツフェスティバル（体育祭）、日専祭（学園祭）における実行委員活動 

・学生リーダー研修の実施 

・学生自治会新聞の発行 

・クラス委員交流会の継続運用 

・学校関係者評価委員会への出席 

・日専祭（学園祭）終了後の全在校生に向けたアンケート調査と分析 

・地域ボランティア推進のため、商店街の方との打ち合わせ 

・地域の清掃活動および夏祭りへの参加 

・ボランティア活動（新宿区社会福祉協議会への団体登録の検討） 

・西新宿シニア活動館のボランティア活動  

・JEC Career Navi 制作支援 

・クラス委員交流会および成果発表会の実施 

 

これら一連の活動は、前年度の方針を単に踏襲するのではなく、学生が主体的に考

え、必要に応じて内容を見直しながら新たな挑戦に取り組んだ 1 年間であった。年度

末には次期役員の選挙準備や新入生歓迎イベントの企画にも早期に着手しており、自

治会の継続性と発展性が感じられる運営となった。 

 

0-1-2-2 学生主体の学校行事の在り方の検討 

 

令和 6 年度は、学校行事への主体的な取組みを実践した。特にスポーツフェスティ

バルでは、30 年の歴史の中で、初めて学生が企画した種目を 2 つ実施（eSports ゲー

ム・借り物競争）できたことは大きな成果であった。スポーツフェスティバル（体育

祭）全体の企画運用会議にも学生自治会の学生が参加することから始めた。教職員に

は違和感があったと思われるが、「学生主体の運用」に切り替える大きなきっかけにな

ったと感じる。スポーツフェスティバル（体育祭）終了後は、学生自治会・クラス委

員からの提案で、在校生全員に「満足度アンケート」を実施した。既存の学校行事に、

学生の提案を聞き入れ主体的に取り組ませることができたのは大きな一歩といえる。  
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 また、学生自治会を中心に、留学生の主体的な参加が増えている。その一例として、

新入留学生歓迎会は留学生が中心的役割を担って計画・実施されるとともに、新入生

オリエンテーションでの学校紹介の司会も留学生が担当した。 

 年間を通じて、学校行事の枠組み自体を見直す動きも見られた。従来のイベントに

留まらず、新たな試みとして「eSports ゲーム大会」を学生自身の企画・運営で成功

させたことが自信になり、学生の関心や現代のニーズを踏まえた行事の形が模索され

るようになった 。  

 

0-1-2-3 クラス内組織の検討 

 

 令和 6 年度は、前期より「クラス委員交流会」を実施した。クラス内でのクラス委

員の役割を明確にすることが重要と捉え、選出されたクラス委員と定期的な打ち合わ

せを通じてクラス内の役割を具体化した。一例として、今年度実施したスポーツフェ

スティバル（体育祭）の満足度調査は、クラス委員が実施した。また、学生自治会新

聞の発行・配布についても、クラス委員がその役割を果たした。 

また、学生同士の横断的な繋がりと、クラス内におけるリーダーシップ機能の強化

を図った。クラス委員の活動は、単なる代表としての役割に留まらず、学生同士をつ

なぐ架け橋としての役割を果たしている点で大きな意義がある。活動の中で得られた

成果や学びを記録・共有する仕組みを構築し、新たな役割の必要性などについて議論

するなど、継続性と発展性を持たせたクラス委員制度の確立を目指す。 

 

0-1-3 新設学科開発フレームを活用した調査・検討 

 

 本分科会においては、学生数動向を視野に入れた学科新設・統廃合の在り方を検討

し、以下のテーマについて検討した。 

  ・新設学科開発フレームを活用した調査・検討 

  ・学科新設スキーム、学科統廃合スキームの構築 

 

0-1-3-1 新設学科開発フレームを活用した調査・検討 

 

 令和 6 年度当初は、秋以降に新設学科・附帯教育公募実施の可能性について検討し

ていたが、全学科、単位制移行に向けたカリキュラムの見直しが必須である状況を鑑

み、今期の新設学科・附帯教育の公募実施を見送る代わりに、各学科における単位制

移行に向けた検討の中で学科新設・統廃合の可能性を探ることとした。また、学科新

設・統廃合の可能性がある場合は、分科会メンバーと学科教員による検討チームを設

置して対応することとした。 

 また、校長主導の「ゲーム CG 分野再編プロジェクト」と連携して、ゲーム CG 分野

の再編について検討を行った。ゲーム業界・卒業生・在校生などへの調査結果を踏ま

えて検討を行った結果、ゲーム分野 4 年制学科の設立が必要であるとの結論に至り、

校長より 4 年制学科の新設を提言し、令和 8 年度に「高度ゲーム制作科（4 年制）の
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新設が決定した。 

 

0-1-3-2 学科新設スキーム、学科統廃合スキームの構築 

 

学科統廃合スキームに基づく既存学科の見直しを実施した。令和 5 年度損益分岐人

数ならびに令和 6 年度新入生を含めた学生総数を参考として各科の状況を確認したと

ころ、損益分岐点比率が 100％を超えた学科が 8 学科あった。ただし、そのうち 5 学

科については前年度と比べて改善傾向にあるため、緊急対応は不要と判断した。懸案

であった電気・電子分野についても、コロナ禍が明け留学生数が回復したことで、3 学

科の新入生数が合計 26 名増加し、状況が改善した。 

また、DX スペシャリスト科のフォローアップとして、学科担当者を交えて意見交換

ならびに今後の方向性の確認を行った。結果、体験入学における学科アピール内容を

見直し、令和 6 年度後半の募集イベントから更新版での案内を開始することができた。

また、令和 8 年度入学者向け入学案内の掲載内容見直しを行った。 

 

0-1-4 遠隔授業の標準化・質保証と先端テクノロジーの利活用 

 

 本分科会においては、以下の 3 テーマについて検討し、開発・運用した。 

  ・遠隔授業ガイドラインの策定を行う 

・ナレッジベースの構築を行い、業務に関する知見を共有化する 

・教育への先端テクノロジー利活用の検討を行う 

 令和 6 年度の分科会は、以下の 2 チームにおいて活動を行った。 

  ・標準化検討チーム 

研修企画、ガイドライン策定、授業配信環境の整備・高度化など、学内横断

的な部分を取りまとめる。 

・調査研究チーム 

遠隔授業の効果を高めるため、ノウハウを集約したナレッジベースの構築・

運用を行う。先端テクノロジーの利活用についてもその方策を検討する。 

 

0-1-4-1 標準化検討チーム 

 

1) ベストプラクティス集の作成 

本テーマにおいては、遠隔授業の運用に関するベストプラクティス集の作成を

目的として、プロジェクトメンバーを中心にベストプラクティス集の原稿を作成

した。取り上げた項目は以下のとおりである。 

(ア) ハイフレックス型授業による柔軟性のある学びの実践 

(イ) CommentScreen を利用した双方向コミュニケーションを重視した授業運  

用 

(ウ) オンライン授業における各種ツールの活用法 

(エ) リモート授業内で実施する小テストの活用方法 
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(オ) リアルタイムで成果物をチェック！効率的な遠隔指導の工夫 

(カ) Google ツールを活用した効率的な授業運用と学習支援 

(キ) 効果的な学習を支える資料・ツール活用ガイド 

(ク) オンデマンド授業の運用と板書ノートの活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 0-3 遠隔授業ベストプラクティス集 

 

各項目については、どういった授業で適用したか、その授業の運用ポイントを

Tips として示し、学生からのフィードバックを含めるようにした。A4 見開き 2 ペ

ージの中で、できる限り要点をまとめて、閲覧しやすいように工夫をした。 

この対応に伴い、このプロジェクト初年度に作成した「遠隔授業運用ガイドライ

ン」は「授業運用ガイドライン」に併合した。対面での実施であっても、遠隔での

実施であっても授業運用についてのルール・方針については「授業運用ガイドライ

ン」にまとめ、その運用にまつわる工夫や、実運用方法についてはベストプラクテ

ィス集に記載することで内容の整理を行った。 

 

2) 生成 AI 利用に関するガイドライン作成 

生成 AI 利用に関するガイドライン作成について、情報システム開発科、モバイ

ルアプリケーション開発科、電子応用工学科では、学科内でガイドライン案の策定

を行い、令和 7 年 2 月に実施された教育課程編成委員会の議題として取り上げ、委

員の方々から意見をいただいた。企業の方々の意見をもとにガイドラインを更新

して学生に周知する。（この場で頂いた委員の方々の貴重な意見は、情報分野は 3

学科合同、Web モバイルも 3 学科合同、電気電子は 4 学科合同で委員会を実施し

ており、情報共有がされている） 

 

3)  オンライン授業アンケート（学生向け）の実施 

例年実施している「学生向けオンライン授業に関するアンケート」を実施し

た。昨年度の結果との比較を図示するが、傾向としては例年同様で、若干オンラ

イン授業に対する肯定的な意見が見られた。 
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図 0-4 オンライン授業アンケート（1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 0-5 オンライン授業アンケート（2） 

 

また自由意見を分析すると、「録画があると復習しやすい」といった録画＋対面

のハイブリッドを求める声が多く見られた。また、オンラインを希望する意見とし

ては、「座学はオンラインでも問題ない」「通学の負担が減る」「天候や体調不良時

に便利」といった移動コストや体力的負担を減らしたいと考えている学生が一定

数いることがわかった。 

今後の対応が必要であろうと考えられる項目として、下記の要望が挙げられて

いた。 

・オンライン授業ツールの選定（Zoom のほうが良いという声多数） 

・質問のしやすい仕組み（匿名チャット、個別対応の強化） 

・録画機能の活用（復習や欠席者向けに録画を残す） 
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また、それらの改善策として、下記の方策が考えられる 

・オンライン授業の際に 「匿名質問システム（slido など）」を導入 

・オンラインと対面のバランス調整（ハイブリッド授業の導入促進） 

・授業の録画を Moodle に保存し、いつでも復習できるようにする 

 

これらをふまえ、引き続き次年度以降もオンライン授業運用に寄与できる情報

共有・新たな対応策を提案してサポートをしていく予定である。 

 

0-1-4-2 調査研究チーム 

 

1) 先端テクノロジーを活用した授業運用ツールの導入 

 

授業運用補助ツールの導入については、前年度の検討を受けて「eduleap」と

「Track Training」の導入を行った。eduleap については上半期に情報処理科、AI 

システム科で導入済みである。下半期は Track Training で運用するためのモバイ

ルアプリケーション開発科のオリジナル課題の移行作業を行った。作業としては

単純な移行作業とはならず、問題の作り直しが多く、またシステムのトラブルもあ

り、下半期の運用開始とはならなかった。しかし、令和 6 年度中に 80 問の作問が

完了したため、次年度から実運用を行う。 

 

2) ナレッジベースの利用促進 

オンライン授業運用ツール変更によるフォローについては、概ね上半期で対応

が完了した。ナレッジベース（NotePM）の利用促進については、教員連絡会レジュ

メの NotePM への掲載を行った。 

 

 

【0-2】教育全般の重点項目 

 

0-2-1 ドロップアウト対策 

 

令和 6 年度の退学率は、令和 7 年 4 月 10 日現在で 8.77%となり、昨年度同時期の

9.32%から 0.55 ポイント改善された。特に「学習」を主な要因とする退学は 3.96%で、

昨年度の 5.05%から 1.09 ポイントの改善が見られ、一定の成果が得られた。 

新入生（1 年生）に対しては、4 月および 7 月にアンケートを実施し、得られた結果

を各科長と共有。必要に応じて対応を依頼した。また、キャリアサポーターとも情報

を共有し、個別面談などを通じて個々の学生に対する支援を行った。その結果、ホー

ムルーム（HR）での集団的なアプローチよりも、個別対応による支援の方がより効果

を上げているという実感が得られている。一方、教育部との連携による休退学予防対

策委員会は今年度未開催となったが、対応が必要とされる学科については、教育部長

との情報共有を通じて、科長やクラス担任と連携し、個人面談を実施した。また、課
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題の把握と対応策の検討を協働で行った。 

また、卒業時に実施したアンケートをもとに、学科への満足度と退学理由との関連

項目を抽出して分析し、明確な要因を抽出すべく分析を実施する。なお、年間を通じ

てキャリアサポーターによる個別面談の回数が増加していることを実感しており、学

生一人ひとりへの丁寧な対応が進んでいると感じている。ホームルームの運用につい

ても見直しを進め、現代の学生のニーズに即した支援体制の構築に努めている。 

令和 6 年度は、上記のキャリアセンターが掲げる休退学防止策に加えて、休退学防

止を目的とした教育職の指導力を向上させる取組みも行った。多様な学生が在籍して

いる現代において、教育職として求められる資質能力を身に付け、主に課題を抱える

学生への適切な接し方などを養うための夏季研修会を実施した。「中退者を出さない

基盤づくりノウハウ」をテーマに外部講師を招き、すべての教員とキャリアセンター

職員が参加し、組織的な取組みとしての休退学防止策の方向性とノウハウを共有した。 

 

0-2-2 ゲーム分野再編 

 

ゲーム分野学科を改善・再編し、学生募集に寄与する新たな学科構成を具体化する

ため、校長を中心としたプロジェクトメンバーを編成して、令和 8 年度入学者向け入

学案内書に掲載するスケジュールで検討した。本校の教育の優位性を高め、入学者の

増加につなげるとともに、業界就職率の向上にも寄与することを目的として検討した

結果、ゲーム分野に「高度ゲーム制作科（4 年制）」を新設することを決定し、令和 8

年度入学者向け入学案内書に掲載を行った。これを受けて、高度専門士称号付与につ

なげることで、「国際標準教育分類における高度専門士の位置づけ」に対応できること

となり、また、いち早く単位制移行に対応する学科となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 0-6 高度ゲーム制作科 新設 

 

0-2-3 学校教育法改正への対応（主に単位制への移行） 

 

学校教育法の一部を改正する法律（令和 6 年法律第 50 号）が令和 6 年 6 月 14 日

に公布され、令和 8 年 4 月 1 日から施行される。改正に関する概要は次のとおりであ
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る。 

1) 専修学校の専門課程の入学資格について、大学の入学資格と同様の規定とす

る。 

2) 専修学校となるために最低限必要な学習時間に関する基準を、大学・高等専門

学校と同様に「単位数」により定めることができるようにする。 

3) 一定の要件を満たす専門課程（以下「特定専門課程」という。）を置く専修学

校には、専攻科を置くことができることとする。 

4) 特定専門課程の修了者全てについて大学編入学資格を認めるとともに、当該修

了者は専門士と称することができることとする。 

5) 専門課程を置く専修学校に大学と同等の項目での自己点検評価を義務付けると

ともに、外部の識見を有する者による評価を受ける努力義務を定める。 

 

 令和 6 年度は、主に単位制への移行に向けて準備を進めてきた。既に、単位制によ

る教育を行っている他校の実施状況を調査し、職業教育に適した単位制の在り方につ

いて検討を行った。しかし、文部科学省から発出される専修学校設置基準などの省令

が令和６年度中には明らかにならなかったことから、単位制への移行に向けた具体的

な内容について確定することはできなかった。 

 本校は、令和 9 年度以降に全学科が単位制に移行する計画で、継続して準備を進め

ている。 
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Ⅲ 評価項目の達成及び取組状況 

 

基準 1. 教育理念・目的・育成人材像 

 

【1-1】理念・目的・育成人材像                    

 

○考え方・方針、現状 

 

1-1-1 理念・目的・育成人材像は、定められているか 

  

本校は、「電子技術を核とした創造性豊かな技術者の育成を通して世界に貢献する。」

という建学の精神によって、昭和 26 年 12 月 21 日に創立した。それ以来、今日に至る

まで、建学の精神が本校の教育の原則になっている。 

建学の精神に照らし、時代背景、工業技術の進展を鑑みて、現在の目的および育成

人材像を、「本校は、自らの個性を伸ばし創造し体得することを教育方針とし、実技教

育を主体として、実社会に適応する人間性豊かな電子技術者、商業実務を遂行できる

人材の育成を目的とする。」として明確化し、「学則」に定めて明示している。 

なお、令和 6 年 5 月 1 日現在、工業専門課程、商業実務専門課程の 2 課程を設置し

ているが、学科の教育内容を鑑みて、令和６年度より DX スペシャリスト科を商業実務

専門課程から工業専門課程に変更した。その結果、設置学科は昼間部 21 学科、夜間部

4 学科（いずれも工業専門課程）となった。昼間部の学科のうち、20 学科が職業実践

専門課程の認定を受けている。設置している課程、学科は、いずれも建学の精神、目

的、育成人材像、教育方針に沿って適切に設置されている。 

学科ごとに、目的、育成人材像、教育方針、学習目標を定め、「学科ガイド」に明示

している。これらの実現を目的として、教育課程を編成し、授業科目ごとに授業時数

を配当するなど、具体的な教育計画に基づいて適切に運用している。 

建学の精神、目的、育成人材像、教育方針などについて、本校の情報発信媒体であ

るオフィシャル Web サイト、『入学案内書』、『学園生活ガイド』、「学科ガイド」などに

より、学生、保護者、高等学校教員、関連業界の企業などへの周知に努めている。特

に学生に対しては、『学園生活ガイド』、「学科ガイド」を入学時に配布して明示すると

ともに、新入生ガイダンスにおいて説明を行っている。また、オフィシャル Web サイ

トで職業実践専門課程の認定要件に沿った情報公開を行っており、公表方法と公表内

容の適切性および有効性の維持に努めている。 

本校において、建学の精神は不変の原則である。一方で、目的・育成人材像は、関

連業界など社会の要請に応じて適切に見直しを図っている。創立時（昭和 26 年当時）

に、「新日本再建の一助として、近代科学、特に無線技術の向上を図り、優秀なる技術

者を養成し、日本無線界をして世界的水準に到達せしむるを以って目的とする。」とし

た「学則」の目的条文を、時代背景や工業技術の進展に合わせて、昭和 51 年、昭和 64

年、平成 14 年、令和 4 年の 4 度にわたって見直し変更を行い、現行の目的条文となっ
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ている。 

また、教育方針の位置づけとして学科別の三つのポリシー（アドミッションポリシ

ー・ カリキュラムポリシー・ディプロマポリシー）を定め、各専門分野の特性をより

明確にしてオフィシャル Web サイトで公開している。 

 

1-1-2 育成人材像は専門分野に関連する業界等のニーズに適合しているか 

 

本校は、関連業界の企業などと密接に連携して、最新の実務の知識・技術・技能を

身につけられる実践的な職業教育に取組むため、平成 26 年 4 月にスタートした職業

実践専門課程の認定を昼間部の 20 学科が受けており、認定要件に則って、学科ごとに

教育課程編成委員会を設置している。委員会を設置するにあたっては、「教育課程編成

委員会基本規程」ならびに、学科ごとの「教育課程編成委員会規程」を定め、下記の

項目を委員会の検討課題としている。年に 2 回実施する委員会においては、「学科ガイ

ド」に記載した学科の目的、育成人材像、教育方針、教育課程、科目概要などを提示

し、議論の中心に置いている。 

 

1) 卒業生の就職先企業や産業界の動向を調査・研究し、実務に必要となる実践

的な知識、技術、技能の把握について 

2) 教育課程（カリキュラム）の改善・編成について 

3) 授業科目の内容（シラバス）・方法、教材について 

4) 新たな知識・技術・技能に関する教員研修の必要性について 

5) その他について 

 

また、職業実践専門課程の認定要件に則り、関連業界の企業などと連携して、演習・

実習などの授業を実施している。企業との連携にあたっては、「職業教育協定書（業務

委任契約書）」によって協定を結び、実践的な演習・実習を実施する現役技術者など、

非常勤講師の派遣を受けている。 

 

1-1-3 理念等の達成に向け特色ある教育活動に取組んでいるか 

 

1) 職業実践専門課程への対応 

平成 26 年度に創設された職業実践専門課程にいち早く対応し、令和 6 年度時

点で、昼間部の 20 学科が認定を受けた。職業実践専門課程の認定要件である下

記項目は、すべて適切に行っている。それらを有機的に組合せ、図 1-1 のよう

な教育の質の向上を図る PDCA サイクルを機能させることで、職業教育の質の向

上に努めている。 

 

・企業などと連携して、カリキュラムを編成している 

・企業などと連携して、実習などの授業を実施している 

・企業などと連携して、最新の実務や指導力を修得するための教員研修を実施
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している 

・企業などが参画して、学校評価を行っている 

・学校のカリキュラムや教職員などについて、オフィシャル Web サイトで情報

公開している 

 

これらの取組みは、職業実践専門課程の模範的な事例として、文部科学省が

制作したパンフレットやオフィシャル Web サイトに掲載されている。特に情報

公開の在り方は、平成 28 年度の文部科学省委託事業で株式会社三菱総合研究所

がまとめた『情報公開を活かした専修学校の質保証・向上に向けて』（平成 29

年 3 月発行）のなかで、公正・正確な情報公開を行っている学校の事例として

紹介されている。また、令和元年度の同委託事業においては、『専門学校におけ

る職業教育のマネジメントに関する手引・事例集』（令和 2 年 3 月発行）でも、

職業教育マネジメントの好事例として本校の取組みが紹介されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 教育の質の向上を図る PDCA サイクル 

 

＊１．教育課程編成委員会 

各学科の専攻分野に関する企業および関係団体などの要請を十分に活かし、職業実践専門課程の

教育を施すに相応しい実践的かつ専門的な教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改

善・工夫などを含む。）について検討する委員会。各学科が目指す産業界の企業・業界団体から委員

を任命。最低年間 2 回、教育課程編成委員会を開催し、教育課程（カリキュラム）や教育の在り方

などを検討し、実践的な職業教育を行うための改善を図る。 
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＊２．学校関係者評価 

卒業生、父母（保護者）、地域住民、企業、職能団体などから評価委員を募り、自己点検が適切に

行われているか、また各学科の教育内容・環境などについて改善に向けた意見を求める機会。 

 

2) オリジナル教材の充実 

本校は技術革新の早い分野の教育を主に行っているために、市販されている

テキスト類が少なく、より実践的な職業教育を行うために豊富で充実したオリ

ジナル教材を揃えている。特にカリキュラムの約 50％を占める実習では、多く

の本校オリジナルの実習テキストを用いている。これらは、主に各科目担当教

員によって開発されたものである。 

また、文部科学省の委託事業により開発された教材もある。令和 2 年度には、

平成 30 年度から継続している「専修学校による地域産業中核的人材養成事業」

の予算により、「Society5.0 実現のための IT 技術者養成モデルカリキュラム開

発と実証事業」において教材（教育カリキュラム・テキスト）の開発を行った。 

 

3) 最低限の質保証（ミニマムスタンダード） 

各学科における専門知識・技術・技能の最低限の質保証として、学科ごとに

在籍する学生全員が取得する学外の資格を設定し、「学科ガイド」に明示してい

る。 

電気工事技術科では、第 2 種電気工事士の認定養成機関となっているため、

1 年次の課程修了時には全員がその資格を取得し最低限の質保証がなされてい

る。こうした認定養成課程以外でも、情報検定（J 検）やビジネス能力検定（B

検）などの平易な目標資格を設定し、それ以上の資格取得を全学生が果たすこ

とにより、教育の最低限の質保証を図っている。 

 

4) 学園生活全般を通した人材育成 

各学科の教育活動とそれを取巻く学園生活全般をとおして、スペシャリスト

としての人材育成（知識・技術・技能・態度）を行っている。 

各学科が提供している授業科目（講義・演習・実習・実験）のなかには、能

動的学習（アクティブラーニング）を促すグループワークやプレゼンテーショ

ンなどの要素が含まれており、「学科ガイド」の科目一覧表に明示している。職

業教育（専門知識・技能の習得）を通して、コミュニケーション能力や課題対

応能力といった各種の能力を養っている。 

また、学園生活をとおして「日専祭（学園祭）実行委員会」、「スポーツフェ

スティバル（体育祭）実行委員会」、「各種ボランティア」、「オープンキャンパ

ス＆体験入学スタッフ」などの活動の機会を多く提供しており、各学科の教育

活動と併せて、社会人としての基礎的・汎用的能力の涵養を図っている。これ

らの活動は、成績証明書の活動の記録に記載し、就職活動の一助としている。 

令和元年度には、新たに学生の自治組織が準備期間を経て正式発足し、自治

会が主催する各種活動が行われた。令和 6 年度は新たに「学生自治会新聞」を
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年 2 回刊行し、自治会の活動内容について広く学生に周知した。 

 

5) 企業連携リアルプロジェクト・ベースド・ラーニング 

企業との連携によるインターンシップの一環として、CG やアニメーション分

野の学生が、実際に劇場公開される映画やテレビドラマ、ライブステージ映像

などの制作に取組んでいる。これまでの実績としては、「バイオハザード・ダム

ネーション」、「アップルシードα」、「NINJA THE MONSTER」、「イタズラな Kiss 

THE MOVIE」、「竜とそばかすの姫」、「あのときキスしておけば」、「おじさんが私

の恋を応援しています(脳内)」、「ブラッククローバー 魔法帝の剣」、「Netflix 

名アシスト有吉」、「青山テルマ ライブステージ映像」などがある。 

 

6) 企業と連携した教育プロクラム（教育課程・教材）の開発 

ネットワークセキュリティの分野では、近年の技術革新に対応したエンジニ

アを養成するため、各技術に精通した以下の関連企業と連携して教育プログラ

ムを共同開発している。今年度は、サーバーセキュリティおよびクラウド関連

の科目において、一昨年開発した教材のブラッシュアップに取り組んだ。具体

的には、最新の技術・ツールに対応させるために全コンテンツのアップデート

を行った。また、業界の人材ニーズに基づき、AWS 対応のカリキュラムに「さ

くらのクラウド」の学習内容を追加・更新した。 

 

・ストーンビートセキュリティ株式会社 

概要：サイバー攻撃からネットワークを守るためのサーバーセキュリテ

ィ関連科目 

・テクノブレイブ株式会社 

概要：クラウド環境を構築・運用するためのクラウドデザイン関連科目 

 

7) 学外コンテスト・大会への参加奨励 

学内における授業（講義・演習・実習・実験）に加えて、学んだことを活か

した学外でのコンテスト・大会への参加を奨励している。令和 6 年度は、NetAcad 

Riders 2024 で国内 1・2・3 位、世界 2 位を獲得するなど、各学科の学習内容

に応じた国内外のコンテスト・大会で多数の入賞を果たしている。 

令和 6 年度の入賞実績は、表 1-1 のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

表 1-1 学外コンテスト・大会の実績（令和 6 年度） 

令

和 

６

年

度 

・NetAcad Riders 2024「国内 1・2・3 位」「世界 2 位」 

・第 47 回技能五輪国際大会 3D デジタルゲームアート部門「敢闘賞」 

・第 19 回若年者ものづくり競技大会 IT ネットワークシステム管理部門「金メダ

ル」、業務用 IT ソフトウェア・ソリューションズ部門「銀メダル」、ウェブデ

ザイン部門「敢闘賞」、グラフィックデザイン部門「敢闘賞」、電気工事部門 

「敢闘賞」 

・第 62 回技能五輪全国大会 ウェブデザイン部門「銀メダル」「銅メダル」 

・日本パッケージデザイン学生賞 2024「入選」 

・第 13 回全国専門学校ゲームコンペティション プレイアブル部門「準グランプ

リ」「ビジュアル賞」 

・東京国際プロジェクションマッピングアワード vol.9「審査員特別賞」 

・第 21 回 AC ジャパン広告学生賞 新聞広告部門「優秀賞」、テレビ CM 部門「奨

励賞」 

・第 43 回専門学校映像フェスティバル 90 秒動画コンテスト「準グランプリ」 

・第 11 回全国専門学校 CG 作品コンテスト 静止画 3D 部門「グランプリ」「準グ

ランプリ」「審査員特別賞」 

・第 21 回ビジネスプロデュースコンペティション「審査員奨励賞」 

・2024 年 SPRESENSETM 活用コンテスト エンタメ部門「優秀賞」「特別賞」 

・2024 年電気学会学生研究発表会 U-21 プログラム「佳作」 

・学生 CG トライアル「WHO’S NEXT？」2024 年第 2 弾 キャラクター部門「第 5

位」 

・第 28 回総合写真展「優秀賞」 

・第 7 回電気工学教材企画コンテスト「優秀賞」 

 

 

8) 学びの幅を広げるエクステンション科目制度、各種教育制度 

より深くまた幅広く学習したい学生のために、4 時限目時間帯を利用してエ

クステンション（自由選択）科目制度を設定している。具体的には、資格取得

系科目、語学系科目、就職対策系科目、課外活動系科目などの科目が設定され

ており、学生の希望に応えている。 

なお、令和 4～5 年度にかけて「オックスフォード大学 海外短期語学研修」

が実施されるなど、グローバル教育にも対応している。 

また、オープン実習、インターンシップ制度、チューター（TA）制度など、

さまざまな教育制度を設けている。これらは『学園生活ガイド』に掲載し、入

学時のガイダンスで学生に説明を行っている。 

 

9) クラス担任・キャリアサポーターによる就職指導 

教育の最終目標は、学科で習得した専門技術・知識を活かした就職であるた

め、就職指導には、各クラス担任とキャリアセンター職員（キャリアカウンセ
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ラー含む）が連携してあたっている。 

 

10) 遠隔授業による教育活動 

コロナが収束した社会においても、遠隔会議システムなどを活用した教育活

動を継続し、学生のニーズに対応した様々な学習環境を提供している。また、

遠隔授業用のコンテンツやツールの充実を図り、対面授業と同等の質の確保に

努めている。 

 

1-1-4 社会のニーズ等を踏まえた将来構想を抱いているか 

 

1-1-4-1 学校法人電子学園長期ビジョン NEXT10（2016～2025） 

 

本学園では、学園を取巻くステークホルダーのアンケート調査を踏まえて、創立 75 

周年（2026 年）における本学園の「あるべき姿」と、それを具現化するための施策を

取りまとめ、NEXT10 を展開している。 

 

創立 75 周年（2026 年）における電子学園の「あるべき姿」 

 

「我が国の課題・施策から社会や学生のニーズに至るまで、選択と集中によって教

育事業を推進し、良質かつ切要な労働力を創出する職業教育機関として、その存在価

値と信頼を不動のものとする。」 

 

「あるべき姿」を具現化するための施策 

1) 日本電子専門学校の更なる伸張 

2) 学校法人電子学園の新たな挑戦 

3) 経営資源の磐石化 

 

本校に関わる施策である「日本電子専門学校の更なる伸張」において、令和 6 年度

に取り組んだ課題は次の 4 項目である。 

 

1) 「建学の精神」の実現に向けた「教育の質の保証・向上」 

2) 学生主導で社会人基礎力を養うキャリア教育の充実 

3) 新設学科開発フレームを活用した調査・検討 

4) 遠隔授業の標準化・質保証と先端テクノロジーの利活用 

 

 NEXT10 については、計画を策定した平成 28 年度から冊子やパンフレット、あるい

はオフィシャル Web サイトを通じて教職員をはじめとした内外に広く公表し、周知を

図っている。また、年度ごとの活動成果を自己点検・評価報告書に詳述し、オフィシ

ャル Web サイトを通じて公表している。 
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1-1-4-2 学校法人電子学園中期事業計画（2021-25） 

 

電子学園として NEXT10 とは別に策定している「学校法人電子学園中期事業計画

（2021-2025）」（以下、中期事業計画という。）の中に本校の項を設け、中期的な視点

で学校の将来構想を述べている。概略すると、「学修成果（ラーニングアウトカム）の

再設定」、「産業界のニーズに基づいた基礎的・汎用的能力の養成」をはじめ、「アセス

メント開発による休退学予防」、「社会人基礎力を養うキャリア教育の充実」、「iU 情報

経営イノベーション専門職大学との連携による学生募集」などに取組み、更なる伸張

をめざすこととしている。 

 中期事業計画は、電子学園オフィシャル Web サイト「情報公開ページ」に公開して

おり、本校オフィシャル Web サイト「情報公開ページ」とのリンクにより閲覧可能に

なっている。中期事業計画は公開に先立って教職員に周知を図り、公開をもって学生・

保護者・関連業界などに周知を図っている。 

 

1-1-4-3 学校法人電子学園 Denshi Vision 2030 の策定 

 

 NEXT10 ならびに電子学園中期事業計画が令和 7 年度をもって満期を迎えることを

見越して、新中期計画の策定に向けて令和 5 年度から具体的な検討に入った。新中期

計画策定については、電子学園のスローガンである「こたえる」を次々と。にあると

おり、新中期計画策定においても、「こたえる」を全体のテーマに設定した。NEXT10

に掲げた 10 年後の電子学園のあるべき姿である、「わが国の課題・施策から社会や学

生のニーズに至るまで、選択と集中によって教育事業を推進し、良質かつ切要な労働

力を創出する職業教育機関として、その存在価値と信頼を不動のものとする。」を念

頭におきつつ、よりシンプルで分かり易く、その成果が定量的に評価できることに加

え、全教職員が達成目標や進捗状況を何時でも何処でも確認できる事業計画とする。

さらに NEXT10 から継続する項目の他に、国の情勢や政府の要請、教職員やステーク

ホルダーからの要望など、種々の情報を俯瞰したうえで発見される取組むべき新たな

課題についても調査・検討を行う。抽出された学園の課題に対しては、役員・部署長

のみならず、若手を含めた一般教職員を交えて調査・検討を行う。学園の中期人事、

財務計画をはじめ、iU については、iU2.0(中期計画)と連動させる。加えて、2031 年

の創立 80 周年記念行事について検討する。 

新たな中期計画の名称は、策定のポイントを踏まえ、「Denshi Vision 2030 ～未

来をつくる。期待にこたえる。～」と設定した。「未来をつくる。」の未来は、「世界

やわが国の課題を解決し、新しい未来をつくる人材を輩出したい。」という想いを、

「期待にこたえる。」の期待は、「学生・卒業生・保護者・高校や日本語教員の期待に

こたえる学園でありたい。」という想いを表現した。 

新中期計画の検討テーマとして、以下の 4 つを設定した。 

1) 学校法人電子学園の新たな挑戦 

2) iU の更なる伸張 

3) 日本電子専門学校の確かな歩みと新たな未来 
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4) 経営資源の磐石化 

以上を受けて、KGI を「未来をつくる。期待にこたえる。」の達成と定め、「未来を

つくる。」は、卒業生採用企業に対するアンケート調査結果を以て測定し、「期待にこ

たえる。」は、産業界で活躍する卒業生をはじめ、学生・父母・高校や日本語教員に

対するアンケート調査結果を以て測定することとした。また、KPI は 4 つの検討テー

マにおける、各課題の達成状況を以て判定することとした。 

 

 令和 6 年度は、前年度に抽出された５つの課題（①学習環境の改善、②学生サービ

スの向上、③多様性とグローバル化への対応、④「建学の精神」の実現に向けた「教

育の質の保証・向上」、⑤学生募集の強化）に対して、その解決に向けた基本戦略な

どについて検討を行った。 

 

○課題、解決の方法 

 

特になし。 

 

○特長として強調したい点 

 

 本校は、電子学園が主導して策定する中長期計画の中に本校の課題や展望を定め、

中長期的視点で学校の将来構想を定めている。現在運用している既存の計画を遂行す

るのみならず、2030 年を見越した次なる事業計画の策定に着手しており、万全を期し

ているといえる。 
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基準 2. 学校運営 

 

【2-2】運営方針 

 

○考え方・方針、現状 

 

2-2-5 理念に沿った運営方針を定めているか 

 

 本校は、学園が定めた「経営理念」、「経営ビジョン」、「行動規範」、「職員行動指針」、

に加えて「日本電子専門学校 教員の行動指針」を策定し、これらをまとめて学校の

運営方針としている（図 2-1）。これらの文言を名刺大のカードに記載してカードフォ

ルダに収納し、教職員全員がネームプレートとして常に携行している（図 2-2、図 2-

3）。教職員は常々このカードを参照して運営方針を確認し、就業中の各々の態度・行

動において示せるよう努めている。また、行動規範・指針推進プロジェクト（事務局 

総務部）が発行する「行 do 指針推進通信」を通じて行動規範・行動指針の啓蒙に努め

るとともに、年 2 回、「教員の行動指針」自己診断を行っている。 

   

 

図 2-1 理念系文書概要図 

 

本学園では、建学の精神の実現のため、創立以来多くの先人たちが築き上げた伝統

と歴史を重んじると同時に、時々の潮流を十分に意識して革新に取組むことが重要と

考えて「伝統と革新の融合」を経営コンセプトとし、平成 28 年 4 月に新たな経営理念

「私たちは“人と仕事を学びで結ぶ MUST な存在”として、顧客満足を追求します」、

ならびに「教職員及び協力団体における物心両面の豊かさこそ学園の原動力と捉え、

その実現に向け尽力します」の 2 点を定めた。 

また、これに基づいた経営ビジョン「10 年後の本学園のあるべき姿」を、「わが国

の課題・施策から社会や学生のニーズに至るまで、選択と集中によって教育事業を推

進し、良質かつ切要な労働力を創出する職業教育機関として、その存在価値と信頼を

不動のものとする。」のように定めた。 

建学の精神 

経営理念 

経営ビジョン 

職員行動指針 教員の行動指針 

行動規範 
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 これらに続いて平成 29 年 4 月、学園の経営ビジョンを実現するために、役員および

教職員が遵守する行動規範を以下の項目に則って策定した。 

 

  1) 建学の精神に基づく人材の育成 

  2) 法令等の遵守 

  3) 情報の公開と管理 

  4) 人権・人格の尊重 

  5) 健全な職場環境の構築 

  6) 自己研鑽の促進 

  7) 資産・資金の適正な管理 

 

図 2-2 電子学園ネームプレート   図 2-3 日本電子専門学校ネームプレート 

 

 本校では、本校独自の教員研修における活発な議論に全教員が参画することにより、

「日本電子専門学校 教員の行動指針」をまとめ上げた。その内容は、 
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  1) 組織で仕事をするために 

  2) 学生を成長させるために 

  3) 授業の質向上のために 

  4) 自分を成長させるために 

 

の 4 分類に、合計 28 の指針を記載した文書になっている。 

本校では、NEXT10 行動規範・指針推進プロジェクト（事務局 総務部）が発行する

「行 do 指針推進通信」（図 2-4）を通じて行動規範・行動指針の周知・啓蒙に努めて

いる。当該通信は、令和元年 5 月に第 1 号を発行し、令和 7 年 3 月までに 52 号を発

行した。そのうち、令和 6 年度には 8 号を発行した。内容は、各部署の新入職員紹介、

業務紹介、担当者インタビューなどとなっており、担当者インタビューのテーマが行

動規範や行動指針と業務の関わりになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4 行 do 指針推進通信 令和 7 年 3 月号 

 

 本校では、年 2 回、教員の行動指針自己診断（図 2-5）を行っている。28 の各項目

について、教員個々が直近半期の自らの行動を振り返り、その実践度合いを 5 段階評

価して報告する。平成 30 年から調査を始め、令和 6 年度後期の診断で 14 回目となる。

令和 6 年度は前期について 10 月初旬、後期について 3 月下旬にそれぞれ 2 週間程度

の期間を設けて診断を行った。これらを数値化し、全体の実践度合を教員にフィード

バックすることとしている。 
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                               【実施時期】 

                                1:R4 年 10 月 

                                2:R5 年 3 月 

                                                                3:R5 年 10 月 

                                                               4:R6 年 3 月 

                                                                5:R6 年 10 月 

                                                               6:R7 年 3 月 
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図 2-5 行動指針自己診断結果（経年変化） 
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○課題、解決の方法 

 

 特になし。 

 

〇特長として強調したい点 

 

明確に定めた学校の運営方針をカードに記載し、全教職員がネームプレートとして

常時携帯している。これによって周知・啓蒙・実質化を図るとともに、その実践度合

いを年 2 回定期的に自己評価している。 

 

 

【2-3】事業計画 

 

○考え方・方針、現状 

 

2-3-6 理念等を達成するための事業計画を定めているか 

 

本校は、建学の精神を達成するために、中期 5 年の事業計画を適切に定め内外に公

表し、それに基づいた年度事業計画を策定し適切に運用している。 

事業計画の策定にあたっては経営企画室を責任部署とし、担当理事を筆頭として策

定に必要な人員を配置し、計画策定、進捗管理、事業報告、情報公開といった一連の

作業を遂行している。 

本校では、本学園の中期事業計画（2021～2025）の中に本校の項を設け、中期計画

を記載して公開している。本校の内容を概略すると、「学修成果（ラーニングアウトカ

ム）の再設定」、「産業界のニーズに基づいた基礎的・汎用的能力の養成」をはじめ、

「アセスメント開発による休退学予防」、「社会人基礎力を養うキャリア教育の充実」、

「iU との連携による学生募集」などに取組み、更なる伸張をめざすこととしている。 

 また、本学園の単年度事業計画の中にも本校の項を設け、単年度計画を策定して公

開している。『学校法人電子学園 2024 年度事業計画』における本校の内容を概略する

と、「建学の精神の実現に向けた教育の質保証・向上」、「遠隔授業の標準化・質保証と

先端テクノロジーの利活用」、「学生数動向を視野に入れた学科新設・統廃合の調査・

検討」、「既存学科の改善・再編及び高度専門士学科の設置に関する検討」、「留学生の

受入れ拡大に伴う学科運営の最適化に向けた検討」、「休退学防止を目的とした教育職

の指導力向上」、「学生募集」の各項目について、「重点項目」、「具体的施策」を記載し

ている。単年度事業計画には予算計画を明示しており、予算編成方針、予算編成の主

な内容について具体的な金額を明示して公開している。 

 本学園では、経営企画室が主導して半期ごとに事業計画・事業報告の機会を設定し、

法人・教育各部門のレポートをまとめるとともに、常任の理事が内容確認、質疑、指

示、指導などを行う。 

 



29 

 

○課題、解決の方法 

 

特になし。 

 

〇特長として強調したい点 

 

iU を開学した関係で、大学レベルの中期事業計画、単年度事業計画、予算計画を策

定し、さらに公開することができている。 

 

 

【2-4】運営組織 

 

○考え方・方針、現状 

 

2-4-7 設置法人の組織運営を適切に行っているか 

 

本学園は組織運営を適切に行うために「電子学園寄附行為（以下、寄附行為と言う。）」

を定めている。寄附行為第 15 条に本学園の業務を決し、理事の職務の執行を監督する

理事会を設け、第 5 条によって 11 名の理事を置いている。また、第 18 条によって評

議員会を設け 23 名の評議員を置いている。本学園の理事会、評議員会は、その必要に

応じて寄附行為に基づき適切に開催している。 

 理事会の議事録は議長が作成し、議長および出席した理事の中から互選された 2 名

以上の理事が署名捺印し、常にこれを事務所に備え置かなければならないこととして

いる。また、評議員会の議事録は議長が作成し、議長および出席した評議員の中から

互選された 2 名の評議員が署名捺印し、常にこれを事務所に備え置かなければならな

いこととしている。 

 本学園は、iU の開学に付随して、令和元年 11 月 11 日をもって準学校法人から学校

法人に改め、文部科学大臣の認可を得た。また、私立学校法改正に準じた改正（令和

2 年 3 月 2 日）、文言の一部改正（令和 2 年 10 月 29 日）を実施するなど、寄附行為は

必要に応じて適正な手続きを経て改正しており、いずれも文部科学大臣の認可を得た。 

 なお、令和 7 年 4 月 1 日に施行される私立学校法改正に向けて寄付行為を改正し、

令和 7 年 2 月に文部科学大臣の認可を得ている。 

 

2-4-8 学校運営のための組織を整備しているか 

 

 本校の事務組織は、学園法人部門として経営企画室、総務部、人事部、財務経理部、

管理部を設置し、教育部門として学事部、キャリアセンター、広報部を設置しており、

学校運営に必要な事務を分担して担っている。教学組織は、校長、副校長の下にクリ

エイター教育 9 学科、エンジニア教育 16 学科（うち夜間部 4 学科）を設置している。

クリエイター教育およびエンジニア教育にはそれぞれ部長を配置し、各学科には科長
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ならびに必要に応じて TC（テクニカルチーフ）を配置している。 

 本校の「組織規程」は「学校法人電子学園組織規程」として整備し、令和元年 6 月

24 日に制定した。「組織規程」は、Google ドライブによって全教職員の閲覧に供して

いる。「組織規程」には、目的、理事長、常務理事、学園長、基本組織、委員会など、

部・室・センター（部署）の組織、担当職、各部署の業務分掌、規程の改廃について

全 16 条文に定めている。また、組織体系は、「組織規程」に付属する「別紙組織図」

に示しており、同時にオフィシャル Web サイトに公開している。 

本校は、「学校法人電子学園日本電子専門学校会議運用規程」を平成 26 年 4 月 1 日

に制定し、それにもとづいて諸会議を運用している。当該規程には、目的、会議、事

務局、決議、議事録、会議の設置、廃止、改廃について全 8 条文に定めている。また、

別表第一に会議の概要をまとめており、「部署長会議」、「科長会議」、「教員連絡会」、

「学科会議」、「その他の委員会・プロジェクト・分科会」について、主幹、構成員、

開催頻度、主な検討事項を明示している。 

職業実践専門課程に関連する委員会として、教育課程編成委員会、学校関係者評価

委員会を設置している。これらの運用にあたっては、「教育課程編成委員会規程（基本

規程・学科別規程」、「日本電子専門学校学校評価実施規程」を策定しており、この中

で目的、基本方針、組織、委員構成、検討課題などを定めている。 

また、法人部門が開催する委員会として、コンプライアンス委員会および、衛生委

員会が常設されており、それぞれ「コンプライアンス委員会規則」、「衛生委員会規程」

を策定し、この中で目的、組織、任務、委員構成、検討課題などを定めている。 

 本学園では、組織運営に資する諸規則・規定を、「法人関連諸規程」、「組織関連諸規

程」、「人事関連諸規程」、「在学関係・関連諸規程」、「行動規範等」、「衛生委員会諸規

程」、「その他諸規程」に分類し、全 86 の規則・規程などを整備している。これらは

Google ドライブによって全教職員と共有し、閲覧に供している。 

 本学園で定めた諸規程には、規程改廃の条文を設けているものが多く、その権限者

（例えば、理事長など）を定めている。必要に応じて規程改廃の条文に定められた者

が協議し、権限者の名で改正を行う、適正な手続きを定めている。 

 本校では、労働者安全衛生法に規定された従業員のストレスチェック制度に則り、

「ストレスチェック制度実施規程」を策定し、毎年 1 回、全教職員を対象にチェック

を実施している。この取組みから得られた情報に基づき、事務職員のメンタルヘルス

に資する対策に努めている。 

 また、本校では就業規則に教職員の職業訓練制度を設け、学内研修、外部研修、自

宅研修、その他の研修を位置づけ、学校として実施する研修、教職員が自ら申請して

受講する研修などを義務づけて奨励している。学内研修、申請・許可された外部研修

にかかる費用は、全額学園が負担する。これらによって事務職員の資質向上に取り組

んでいる。 

 

○課題、解決の方法 

 

 本項目で確認を求められた内容に不足は無く、特段の課題は無い。 
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○特長として強調したい点 

 

 令和 2 年 4 月に本学園内に iU を開学した関係で、準学校法人から学校法人となり、

大学を設置する法人に相応しい学校法人運営を遂行している。 

 

 

【2-5】人事・給与システム 

 

〇考え方・方針、現状 

 

2-5-9 人事・給与に関する制度を整備しているか 

 

学校運営に必要な人材を計画的に確保し育成する必要がある。確保した人材を育成

するためには、人事考課制度による昇給・賞与の支給や、昇進・昇格基準を明確に定

め適切な運用を行うことが重要である。また、就業規則を整備し、採用から退職まで

の基準を明確に定めるとともに、「給与規程」に基づき賃金を支払う必要がある。以上

の考え方・方針に則って、人事・給与制度を定めている。 

人事給与に関する制度は、「学校法人電子学園就業規則及び関連規程集（以下、就業

規則等という。）」（令和 5 年 4 月 1 日施行）を設けて総合的に整備し、新宿労働基準監

督署に届出を行ったうえで、Google ドライブによって教職員に周知を図っている。 

就業規則等に収めている人事・給与関連の規程類は以下のものである。 

 

1） 就業規則 

2） 給与規程 

3） 教務関係規程 

4） 退職金規程 

5） 表彰規程 

6） 慶弔見舞金規程 

7） 出張規程 

8） 継続雇用規程 

9） 育児に関する規程 

10）介護に関する規程 

11）嘱託職員就業規則 

12）パートタイム職員就業規則 

13）非常勤講師契約細則 

14）在宅勤務規程 

 

人事部では、NEXT10 の事業計画に基づき、向こう 10 年間の要員計画および採用計

画を毎年作成している。要員計画に基づいて人材の適正配置と効果的な人事異動を実
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施するとともに、人員補充の必要がある場合は、担当業務の専門性などの人材要件を

明確化し、採用計画に基づいて採用を行っている。 

採用基準、採用手続きは、「就業規則」第 6 条、第 7 条に明確に規定している。採用

にあたっては、人事部職員ならびに担当部署責任者などが、人材要件に照らして、規

程に則って選考を行う。具体的には、書類選考、適性試験、作文試験および、2 回の面

接試験を行うことによって、知識、技能、教授力および職務経験などを評価し、採否

の判断をすることとしている。 

採用広報は、職種別にハローワークおよび大学への求人、求人サイトへの掲載、人

材紹介会社などを利用して適切に行っている。 

就業規則等には、総合して労働基準法上の絶対的必要記載事項（賃金の決定、計算

および支払の方法、賃金の締切りおよび支払の時期ならびに昇給に関する事項）はも

とより、相対的必要記載事項（退職手当に関する事項、臨時の賃金（賞与）、安全衛生

に関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項、

表彰、制裁に関する事項、その他全労働者に適用される事項）についても必要に応じ

て定めている。 

人事考課制度は「給与規程」に設け、毎年夏季、冬季の 2 回、昇給、賞与の考課査

定を行っている。人事考課制度の運用においては、目標管理制度を導入し、教員・職

員別の業務計画書ならびに昇給・賞与別の考課票を用いている。毎年度当初の部門目

標に対して、各個人が業務に対する業務計画書を作成し、半年ごとの結果報告を踏ま

えて考課査定を行う。これらの人事考課に基づき年 1 回の昇給および年 2 回の賞与を

決定している。「給与規程」は必要に応じて改定し、支給方法、職級の種類、等級別俸

給表、昇給、昇格降格制度、各種手当の支払い基準を明確に定め適切に運用している。 

 

〇課題、解決の方法 

 

特になし。 

 

〇特長として強調したい点 

 

令和 4 年度より開始した「働き方改革の実現に向けた取組」について、令和 6 年度

は以下の実績となった。 

 

1) 在宅勤務の推進 

令和 2 年度より在宅勤務制度を導入し、在宅勤務率は令和 2 年度 5.3％、令和 3 年

度 12.9%、令和 4 年度 11.3%、令和 5 年度 10.6％、令和 6 年度 9.6％と平均 10％前後

（約月 2 回在宅）で推移し、部署ごとの事情に応じた在宅勤務が実施されている。 

2) 有給休暇取得の向上 

令和 6 年度有休休暇取得率は 73.4％となり、令和 5 年度 74.0％に比して若干低下

したが、厚生労働省が公開した令和 5年度の全国企業平均 65.3％を 8％上回っている。

厚生労働省では令和 10 年度までに取得率目標 70％を掲げて取り組んでいるが、学園
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では既に 70％を上回っているので、引き続き年間 5 日の有休取得義務や時間単位有給

休暇制度を管理・運用することにより、有給休暇の取得促進につなげていきたい。 

3) 時間外労働の削減 

令和 6 年度も昨年度の実績と各部署の事情を考慮した目標設定をして取り組んだ。

また、部署長に毎月の部署の実績と個人別の実績を公開して取り組んだ。その結果、

通年実績は 5 部署が目標達成し、2 部署が未達となった。学園全体としては前年度比

95.0％となり、目標管理の効果が出た。 

4) 育児・介護と仕事の両立 

令和 6 年度は、新たに女性 2 名、男性 4 名が育児休暇を取得した。女性は平均で 1

年以上取得し、男性は 3 ヶ月程度の育児休暇を取得している。 

上半期に東京都の「TOKYO パパ育業促進企業マーク」の申請を行い、ブロンズマー

ク（過去 2 年間で男性育児休業取得率 50％以上 75%未満）を取得した。今後に向けて

は、シルバーマーク（取得率 80%以上）の取得が可能な状況である。 

5) 高齢者の就業促進 

令和 6 年度より希望者が基準を満たせば 70 歳まで継続雇用する制度を導入した。 

令和 5 年度に該当年齢に達した者のうち 5 名が希望したが、全員が基準を満たし、

継続雇用に至った。 

6) 業務の効率化 

各部署の最新の業務マニュアルをフォルダにまとめた。今後は、業務マニュアルを

活用し、マニュアルの更新、必要に応じた再編集の依頼を行った。 

7) 人事考課制度の適正な運用 

令和 6 年度は、「人材の確保と定着」ならびに「教職員の生活を守る」ことを第一に

考え、 昨年から続く物価の上昇と賃上げの世間相場を考慮した昇給を実施した。特に、

若年層を中心とした給与水準の底上げを図った。 

 

 

【2-6】意思決定システム 

 

〇考え方・方針、現状 

 

2-6-10 意思決定システムを整備しているか 

 

学校運営に必要な諸事案の決定を適切に行うためには、意思決定の権限や役割分担

などを、規則・規程（以下、「規則等」という。）などで明確にした意思決定システム

として確立しなければならないものと考える。 

本校では、「電子学園組織規程」、「電子学園職務権限規程」、「日本電子専門学校職務

権限規程」、「職務権限一覧」において、管理職の職務権限を明確にし、適正に運用し

ている。また、令和元年度からは、電子承認システムを導入し、「電子学園稟議規程」

および「職務権限規程」、「職務権限一覧」に基づいた承認フローを作成し、稟議事項

の電子承認・電子決裁を行っている。 
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 令和 6 年度は、令和 7 年度からの私学法改正に向けて「内部統制システムの基本方

針」を策定し、新たに「理事会運営規則」、「理事職務権限規則」、「評議員会運営規

則」、「役員会運営規則」「監事監査規則」など意思決定に係る規則等の制定に向けて

準備を行った。 

 

〇課題、解決の方向 

 

 特になし。 

 

〇特長として強調したい点 

 

 令和元年度から導入した電子承認システムにより、現在は全ての承認・決裁が電子

化されている。 

 

 

【2-7】情報システム 

 

〇考え方・方針・現状 

 

2-7-11 情報システム化に取組み、業務の効率化を図っているか 

 

高等教育機関において、教育・施設・財務など、学校経営に関する様々な情報を

収集・分析して、学校経営の意思決定に役立てる「IR（Institutional Research）活

動」が重視されてきている。これらを踏まえて、本校では DX 化を推進し、業務効率

化のため下記の情報システムを活用してタイムリーな情報提供、意思決定を実現して

いる。 

 

１.統合基幹システム(School Leader) 

 学内主要業務を管理するシステムであり、管理部システム管理課が主管部署と

なっている。 

 

1） 教務管理システム 

成績、出席、時間割、定期試験の管理を行うシステムであり、学事部教務課

が所管部署となっている。データは教務課を中心にして入力され、常に最新の

データに更新されている。特に出席管理については、学生の出席を携帯端末

（スマートフォン）で行い、すぐにサーバーに反映させることが可能となっ

た。教員はこのシステムを利用して、クラスの出席状況を確認し、欠席者の指

導などに役立てている。 
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2） 就職管理システム 

求人、求職、企業データの管理を行うシステムであり、キャリアセンターが

所管部署となっている。本校への求人企業に関するデータをキャリアセンター

で年度ごとに登録し、最新の状態で保存している。学生は、このシステムを自

宅のパソコンからいつでもアクセスして利用することができる。また、学生の

就職活動における公欠処理において、学生自身が入力する「公欠申請システ

ム」を導入し、キャリアセンタースタッフの事務処理の軽減とペーパーレス化

につながっている。 

 

3） 学務管理システム 

出願者、在校生の基本情報を管理するシステムであり、学事部学務課が所管

部署となっている。学生情報の確認、奨学金管理、各種証明書の発行を行って

いる。また、「願書集計表」を作成するための出願者データを毎日更新してい

る。 

 

4） 学生募集システム 

入学希望者データの管理・運用を行うシステムであり、広報部が所管部署と

なっている。資料請求者・オープンキャンパス＆体験入学参加者データを入力

し、学生募集を行うために必要な情報の抽出を行っている。新業務システムに

より、学生募集に必要なデータ作成が容易になり、広報業務の効率化が図られ

た。 

 

2.経理承認システム(楽楽清算) 

 クラウド型経費精算・承認システムであり、財務経理部が主管部署となってい

る。従来の経費精算処理をオンライン化することにより、ペーパーレス、業務効

率化、意思決定の迅速化に役立てている。 

 

3.給与管理システム(LeySer Plus) 

 クラウド型給与管理システムであり、人事部が主管部署となっている。従来の

給与明細書、年末調整などをオンライン化することにより、ペーパーレス、業務

効率化に役立てている。 

 

4.勤怠管理システム(X’sion) 

 クラウド型勤怠管理システムであり、人事部が主管部署となっている。タイム

カードで行っていた勤怠管理業務をオンライン化することにより、ペーパーレ

ス、業務効率化、意思決定の迅速化に役立てている。 

 

5.電子承認システム(楽々ワークフローⅡ) 

 クラウド型電子申請・承認システムであり、管理部システム管理課が主管部署

となっている。各種申請用紙で行っていた業務をオンライン化することにより、



36 

 

ペーパーレス、業務効率化、意思決定の迅速化に役立てている。 

 

6. Google Workspace for Education 

 クラウド型オンラインアプリケーションセットであり、管理部システム管理課

が主管部署となっている。メール、ドキュメントの文書処理、ドライブのクラウ

ドストレージ、カレンダーの共有などを行っており、各部署、学生とのやり取り

が容易になり、タイムリーな情報提供、業務の効率化、学生指導に役立ててい

る。 

 

7.証明書Web発行システム(証明書発行サービスLite) 

クラウド型電子申請、承認システムであり、学事部学務課が主管部署となって

いる。在学証明書(和文)、成績証明書(和・英文)、卒業見込証明書(和・英文)、

卒業証明書(和・英文)の発行を Web 上から申請し、決済後にコンビニエンススト

アのマルチコピー機より出力したり、企業などへ直接送付したりすることができ

る。従来の各種申請用紙で行っていた業務をオンライン化することにより、ペー

パーレス、業務効率化に役立てている。 

 

8.Web 出願システム（Campus ENTRY） 

本校の Web 出願システムは、クラウド型出願システムであり、学事部学務課が

主管部署となっている。出願手続きのうち主に Web 上での情報入力による出願登

録と選考料の支払いをインターネットを使って行うサービスで、デバイス、場所

を問わずいつでも出願できる。令和 6 年度（令和 7 年 4 月入学者）の Web 出願利

用率は約 42％であり、今後も利用率向上を推進し、ペーパーレス、業務効率化を

図っていく。 

 

9.固定資産管理システム(assetforce) 

クラウド型固定資産管理システムであり、管理部調達管理課が主管部署となっ

ている。固定資産のライフサイクルを一元管理するクラウドサービスで資産に貼

り付けたQRコードまたはRFIDを読み取って資産台帳と照合し、資産の移動や除廃

却を一元管理し、学内外で利用されている資産の見える化、業務の効率化に役立

てている。 

 

10.安否確認サービス(alsok 安否確認サービス) 

クラウド型安否確認サービスであり、総務部が主管部署となっている。安否確

認メール、緊急連絡、情報配信サービス機能があり、地震発生時には安否確認シ

ステムが自動起動し、全学生・教職員へ安否確認連絡を自動配信し、災害時に学

生・教職員の安否を迅速に確認することを目的としている。 

 

 平成 28 年度からの NEXT10 において、「経営戦略に資する情報のアウトプット」、

「各部署における業務改善」、「学生サービスの向上」の観点から、更なるシステムの
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合理化に取組んでいる。業務システムのメンテナンスは、業務を専門会社に委託し

て、常にシステムの更新を行っている。また、セキュリティ体制については、校内に

ネットワーク関連専属の担当者を 4 名配置し（管理部システム管理課）、さらに専門

の業者と委託契約を締結して情報漏洩の防止に努めている。 

 

〇課題、解決の方法 

 

 特になし。 

 

〇特長として強調したい点 

 

 新たな業務システムを導入し、情報をクラウド化したことで場所、デバイスを問わ

ずアクセスできるようになったため、オンライン授業への取組み、在宅勤務の推進を

スムーズに行うことができた。 
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基準 3. 教育活動 

 

【3-8】目標の設定 

 

〇考え方・方針・現状 

 

本校の教育活動は、建学の精神に沿った教育方針に基づいて行われている。教育方

針のひとつである職業教育という観点からすれば、各学科に対応する業界の人材ニー

ズを反映した教育目標、育成人材像を掲げることが重要である。この教育目標、育成

人材像の実現に向けてカリキュラムポリシーが定められており、その教育成果として

の到達レベルを各学科で示すものとする。 

 

3-8-12 理念等に沿った教育課程の編成方針、実施方針を定めているか 

 

本校は、建学の精神に沿った教育方針に基づいて教育活動を行っている。専門学校

の目的の一つである職業教育に求められるものは、産業界で必要とされる高い専門知

識・技術に加えて、社会人としての基礎的・汎用的能力を備えた専門職業人の養成と

捉えている。ついては、各学科での教育活動と学校生活全般をとおして、職業人とし

ての高い専門スキルと社会人としての汎用的スキルを養うことを本校の教育方針とし

たうえで、その実現に向けて三つのポリシー、「ディプロマポリシー」、「カリキュラム

ポリシー」、「アドミッションポリシー」を定めている。三つのポリシーは『学園生活

ガイド』、「学科ガイド」、オフィシャル Web サイトに明示するとともに、新入生オリエ

ンテーションをはじめさまざまな機会で学生に説明している。 

また、各学科で掲げる教育目標、育成人材像は、学校の教育方針に基づくものであ

ると同時に、その学科に対応する業界の人材ニーズを反映したものでなければならな

い。その実現に向けて、各学科で独自のカリキュラムポリシー、ディプロマポリシー

を定め、その方針に従って各学科の特色と目標に合わせた体系的な教育課程を編成し

ている。 

各学科の教育方針、育成人材像などについては「学科ガイド」で明確に示している。 

 

3-8-13 学科毎に修業年限に応じた教育到達レベルを明確にしているか 

 

カリキュラムポリシーに基づいて定められた各学科の教育課程は、それぞれの修業

年限に応じた総時間数、学年別の時間配分、授業科目区分、必修・選択別、授業形態

（講義・演習・実習・実験）によって編成されている。この教育課程の修業年限に応

じた学習を行った場合に可能となる、教育到達レベルについても明確に定めている。 

また、各学科で在学中に取得する目標資格を定め、資格取得の意義を入学時のガイ

ダンスや授業などで説明している。特に、目指す職種で必須となる資格については、

その重要性の周知を徹底している。本校の資格取得に対する指導体制は、資格取得を

対象とする授業科目、授業時間外の特別講座、全学科共通の自由選択科目（エクステ
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ンション）を開設することによって整備されている。支援体制についても、キャリア

センターのライセンス窓口にて、受験のための手続きが行えるとともに、学内に設置

された試験センターで受験ができるなど、各種資格試験の多くが学内で手続きから受

験まで可能となる環境が整備されている。 

これらの学科ごとの教育到達レベル、目標資格、資格指導・支援体制を明確に示す

ことが重要であると考え、「学科ガイド」などで明示している。 

 

〇課題、解決の方法 

 

特になし。 

 

〇特長として強調したい点 

 

創立から 73 年間、建学の精神に沿った教育活動を継続して行ってきた。建学の精神

から繋がる教育方針、教育目標、育成人材像、カリキュラムポリシーは、一貫性のあ

る教育活動の支柱となっている。常に業界動向を調査しながら、建学の精神に基づい

た教育課程が業界ニーズに合致していることを確認している。 

 

 

【3-9】教育方法・評価等 

 

〇考え方・方針・現状 

 

本校は、建学の精神に沿った教育方針を掲げ、各学科が定める教育目標、育成人材

像の実現に向けて教育活動が行われている。各学科の教育課程は、教育課程編成の方

針に基づいており、業界の動向や外部意見を取入れて決定している。 

また、職業教育とともにキャリア教育の充実を図ることも教育方針のひとつとし、

職業人としての高い専門スキルと社会人としての汎用的スキルの両面を各学科での教

育活動と学校生活全般をとおして養うようにしている。 

教育活動の評価については、さまざまな視点で行うことが重要と考え、教育部署長

による定期的な授業見学や学生による授業アンケートを実施して、授業改善を行うよ

うにしている。 

 

3-9-14 教育目的・目標に沿った教育課程を編成しているか 

 

本校の教育課程編成は、各学科が掲げる教育目標、育成人材像の実現に向けて「教

育課程編成委員会基本規程」ならびに「授業運用ガイドライン」附則資料に基づいて

定められている。具体的には、各学科の定例会議（学科会議）において各学科教員が

作成した教育課程の改善案について、教育課程編成委員会にて各委員の専門的知見に

基づく意見を伺い、その内容を踏まえて科長および教育部長を中心に最終案を作成、
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校長の決裁で決定される。教育課程編成委員会の議事録ならびに各学科の定例会議（学

科会議）の開催記録を作成することにより、教育課程の編成過程を明確にしている。 

 学科の教育課程は、学科が目標とする人材育成に必要な時間数を適切に定め、各学

科の特色と目標に合わせて、決められた体制のもとで体系的なカリキュラム編成を行

っている。各学科とも、総時間数、専門教育と一般教育の配分、授業科目区分、必修・

選択別、単位数、授業形態（講義・演習・実習・実験）を明確に示すとともに、科目

関連図を使用して体系的な教育課程を視覚的に示している。そして、科目一覧、科目

関連図、科目概要を「学科ガイド」などに掲載し周知を図っている。 

専門学校の職業教育においては、職業実践的な教育が求められている。本校では、

より職業実践的な教育を行うために、以下の教育的施策で充実を図っている。 

 

1) 職業実践専門課程認可への対応 

2) オリジナル教材の開発 

3) 最低限の質保証（ミニマムスタンダード） 

4) 学園生活全般をとおした人材育成 

5) 企業連携リアルプロジェクト・ベースド・ラーニング 

6) 企業と連携した教育プログラム（教育課程・教材・資格）の開発 

7) 学外コンテスト・大会への参加奨励 

8) 学びの幅を広げる全学科共通自由選択科目（エクステンション）、各種教育

制度 

9) クラス担任・キャリアサポーターによる就職指導 

10) 遠隔授業による教育活動 

 

また、職業実践的な教育に適した科目の配分として、講義・演習・実習・実験など

をバランス良く配置している。具体的には、総時間数の約半分の時間を実習時間とし

ており、各学科で必要とされる技術を実地で習得できる教育を提供している。 

本校で開設されているすべての科目は、シラバスが作成されている。各授業の開始

時には、シラバスを用いて授業概要の説明を受講者に対して行うことを徹底している。

シラバスには、授業目標・授業概要・評価方法・単元ごとの学習目標・理解度確認方

法などが記載されており、受講者が科目の目的から教育成果までを確認できるように

なっている。 

また、各学科内においては、シラバスを用いた各科目の整合性確認を行うように徹

底しており、科目間の連携についても事前に確認したうえで授業を行っている。各学

科の教育課程およびシラバスについては、教育課程編成委員会での意見を参考にしな

がら、定期的に見直しを図っている。 

なお、本校はすべての学科が時間制で設置されており、卒業に必要とされる授業時

間数は必修で履修することになっているため、履修科目の登録に関する指導は実施し

ていない。 
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3-9-15 教育課程について、外部の意見を反映しているか 

 

職業教育に対する評価については、学校関係者（関連する企業・団体、高校教員、

卒業生、在校生、保護者、地域住民など）によって構成される「学校関係者評価委員

会」を年間 2 回の頻度で開催し、本校の職業教育に対する自己点検結果への外部評価

を取入れている。また、業界動向や関連分野の企業・業界団体の意見を伺うため、学

科別に教育課程編成委員会を年間 2 回の頻度で開催し、各学科の教育活動に対する評

価を受けるとともに、頂いた意見を参考に、教育課程の見直しを定期的に実施してい

る。他にも、さまざまな分野の企業と連携しながら、新たな教育プログラムの開発な

どを行っており、これらの活動をとおして各学科の教育課程に対して外部の意見を取

入れながら、教育課程の改善に努めている。 

各学科の教育成果（授業による学生の成果物など）に対する評価として、クリエイ

ター分野の学科（CG 映像、ゲーム、アニメ、デザイン）では、作品制作過程で企業か

らの指導、評価を受け、学期末の制作発表会では、作品およびプレゼンテーションに

対する企業からの評価を頂いている。また、エンジニア分野の学科（IT、情報、Web、

ネットワーク）では、企業から開発目標や研究テーマを提示して頂き、指導および評

価をして頂くなど、外部関係者からの評価を取入れることで教育課程の改善に反映さ

せている。 

 

3-9-16 キャリア教育を実施しているか 

 

本校では、職業教育と同様にキャリア教育の充実を教育方針の一つとして掲げてい

る。キャリア教育の指導体制としては、「各学科のカリキュラムに基づく授業の時間」

と、「学校行事やクラブ活動など学科を超えて取組む時間」に大別して進めている。こ

れらの方針は『学園生活ガイド』内に「キャリア教育の進め方」として示している。

また、全学生に配布している本校オリジナル手帳『JEC Career Navi』内に、社会人基

礎力の自己評価チェックシートを用意し、ホームルームなどの時間に活用することで

社会人基礎力の涵養に努めている。なお、令和 6 年度からは、社会で求められる汎用

的な能力・態度・志向、すなわちジェネリックスキルを育成するための一助として、

ジェネリックスキル診断ツール「PROG」を全学的に導入した。 

授業時間内のキャリア教育の取組みとして、各科目の中にグループワークやプレゼ

ンテーションといった社会人基礎力の涵養に資するキャリア教育的要素を多く取入れ

ている。「SBL（Story Based Learning）」手法を取入れた教材の導入や、連携企業によ

る職業実践的な授業なども導入が広がっている。 

なお、「学科ガイド」の学科別科目一覧では、各科目に含まれるキャリア教育的要素

を明確化している。 

授業時間以外では、学生による学生のための組織である「学生自治会」の運営を支

援し、委員会活動や、学生主体の学校行事において実行委員会を組織し、その運営を

行うといった機会を設けている。また、同様の取組みとして、クラブ活動、学校・学

科支援スタッフなどが挙げられ、キャリア教育的要素を含んださまざまな活動が行わ
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れている。 

 

3-9-17 授業評価を実施しているか 

 

授業の評価に関しては、学生による授業アンケートを平成 7 年度より各期（前期・

後期）に実施している。現在は、アンケートの回答状況（クラスごとの回答率）や各

教員の評価結果、学生からの自由記述意見などが、統合基幹システム「School Leader」

からリアルタイムに確認できるため、未回答者への指示や自由記述意見に対して迅速

な対応を行っている。 

授業アンケートの集計については、個人票に結果がまとめられ各教員へフィードバ

ックされる。また評価結果は、「授業運営」、「教授法」、「秩序規律」に分類され、業績

評価のポイントにも反映し、評価結果を授業改善に活用する体制が整備されている。 

その他、授業アンケートの結果に基づいて、科長との面談にて授業運用の状況を確

認している。その後、必要に応じて管理職による授業見学を実施するなど、実態の把

握に努めている。 

令和 5 年度より、授業アンケートに回答する学生の負担を軽減するため、質問項目

を 15 問から 10 問に変更するとともに、全教員に対するアンケートから科目単位のア

ンケートに変更した。これにより、授業アンケートに対する批判的意見は無くなり、

令和 6 年度の回答率は前後期ともに 96%を超えている。 

 

【変更後の質問項目】 

1) 教員は、この授業の学習目標、成績評価の方法・基準を説明しましたか？ 

2) 授業は、シラバスに基づいて行われましたか？ 

3) 教員の説明や指示は、はっきりと聞き取りやすかったですか？ 

4) テキスト、板書、教材（モニター表示、パソコン画面共有など）は見やすかっ

たですか？ 

5) 受講者の理解度を確認し、適切な速さで授業が進行していましたか？ 

6) 授業は、受講者が質問をできるように配慮されていましたか？ 

7) 教員は、授業への参加態度・姿勢に問題がある場合に注意し、規律ある授業が

行われましたか？ 

8) 教員の受講者への接し方（言動）は適切でしたか？ 

9) 総合的にみて、この授業に満足できましたか？ 

10）あなたは、この授業に意欲的に取り組みましたか？ 
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図 3-1 授業アンケート経年変化 
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〇課題、解決の方法 

 

特になし。 

 

〇特長として強調したい点 

 

本校の教育方法の特徴として、実習科目を中心にオリジナルの教材を使用した授業

を展開している。本校教員が授業の目的に沿った教材を作成し、設定された学修期間

で効率よく専門スキルが身に付けられるように工夫されている。 

また、職業教育と並行してキャリア教育を重視している。キャリア教育においては、

経済産業省が掲げる社会人基礎力を身に付けることを目的としており、「各学科のカ

リキュラムに基づく授業の時間」と、「学校行事やクラブ活動など学科を超えて取組む

時間」で総合的に身に付けられるように構成されている。特に、学生全員に『JEC Career 

Navi』という手帳を入学時に配布し、その中で社会人基礎力診断が定期的に行えるよ

うにしている。 

なお、コロナ禍を機に運用が開始された遠隔授業（オンライン授業）について、NEXT10

の分科会で運用・評価方法の更なる検討・検証を行った。学生に対して実施したアン

ケートの結果から、対面授業と遠隔授業において評価方法などに差がないことが確認

できたため、遠隔授業が本校の標準的な教育手法の 1 つとして確立したものと判断し

た。 

 

 

【3-10】成績評価・単位認定等 

 

〇考え方・方針、現状 

 

本校の成績評価・単位認定は、入学時に配布する『学園生活ガイド』およびシラバ

スに示した基準に従って行っている。評価の際は、単に試験の点数だけではなく、出

席状況や日頃の学習状況、課題提出などで総合的に評価することとしている。 

また、他の高等教育機関で学修した科目について、本校の授業科目の履修とみなす

ことができる場合は単位を認定する科目認定制度を設けている。 

教育成果の確認については、学内での授業のみに留まらず、学外での各種展示会の

出展、専門分野を生かした大会・コンテストへの参加などを推奨するとともに、受賞

歴を成績証明書に記載している。また年度末には、各種大会やコンテストにおいて受

賞した学生と指導をした先生方を慰労する会を実施し、お互いの努力を労い、その取

組みで得た知見を共有する場を設けた。 

 

3-10-18 成績評価・修了認定基準を明確化し、適切に運用しているか 

 

成績評価・単位認定に関しては、「教務規程」に記載したうえで『学園生活ガイド』
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およびシラバスに、成績評価方法・基準を記載して学生に周知している。「教務規程」

はオフィシャル Web サイトで公開している。 

評価基準は、90 点以上を秀（S）、80 点以上 90 点未満を優（A）、70 点以上 80 点未

満を良（B）、60 点以上 70 点未満を可（C）、60 点未満を不可（D）とする 。各科目の

成績評価を下記の計算に基づいて、成績総得点として算出する。 

 

得点=(S：単位数×4)+(A：単位数×3)+(B：単位数×2)+(C：単位数) 

 

ただし、評価は試験の成績のみで決定するものではなく、平素の学習状況を含めた

総合評価で決定する。成績評価方法・基準については学内の教員用内規「授業運用ガ

イドライン」に明記している。 

これらの成績評価については、統合基幹システム「School Leader」により自動集計

され、クラスごとに出力できる。算出された成績総得点は、 学科単位で成績の順位付

けを行う際に用いるとともに、学業優秀者の褒賞対象選出などにも活用している。ま

た、出力される表を使い、成績の分布状況も毎年確認している。これは高等教育の就

学支援新制度（高等教育無償化）の要件の確認に必要であり、科目間の成績評価基準

の見直しにおいても活用している。 

進級・卒業判定については、全校ならびに各学科のディプロマポリシーに基づき、

各学科で定められた進級・卒業に必要な単位を修得した者に対して認定する。これら

の基準は「教務規程」に明記されている。なお、単位数については、専修学校設置基

準に基づいて授業時間数を単位数に換算して算出する。これらは入学時に配布する『学

園生活ガイド』に記載して学生に周知するとともに、オフィシャル Web サイトで公開

している。 

進級・卒業判定の流れとしては、まず年度末に各学科において学科教員による進級・

卒業判定会議を行い、そこで一次判定する。次にその結果を全校の学生を対象として

行う進級・卒業判定会議に諮り、教育部長、副校長、校長が最終的な判定を行う。2 段

階の判定会議を経ることで、客観性・統一性を確保している。 

他の高等教育機関との単位互換や目標としている資格取得者の単位認定も、科目認

定制度を定め「教務規程」に記載して、かつ学生向けに『学園生活ガイド』などで明

示している。 

科目認定の基準については、以下の要件を満たしていることが必要で、認定された

科目の評価は「認」（認定の意）としている。 

 

1) 他の高等教育機関(大学、短大、高専、他の専門学校を含む)で学修した授業科

目（遠隔教育を含む）を本校の授業科目の履修とみなす場合、同一内容で同一

単位数以上であることを原則とする。 

2) 認定できる科目はそれぞれの課程修了に必要な総授業時間数の 2 分の 1 を超え

ないものとする。 

3) 資格取得による科目認定は、学科により異なるので個々に対応する。 

4) 留学生の科目認定は、日本と各国の学校制度が異なるので個々に対応する。 
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科目認定を希望する場合は、クラス担任に申し出を行い「科目認定願」を受取り、

必要事項を記入し、他の高等教育機関で履修した科目名と科目概要の写しと、履修し

た科目を含む成績証明書を添えてクラス担任に提出する。科目認定の可否は校長が決

定し、クラス担任を通して本人に通知される。申請の期間は、各期の開始から 3 週間

以内と定めている。 

 

3-10-19 作品及び技術等の発表における成果を把握しているか 

 

毎年、分野ごとに「進級卒業発表展」を学内外で行い、学修成果を発表している。

また、学外で実施される東京ゲームショウなどの作品出展や技能五輪全国大会、若年

者ものづくり競技大会などの競技大会およびコンテストに積極的に参加し、多くの賞

を獲得している。 

令和 6 年度の主な入賞実績は、前述の表 1-1 のとおりである。また、教育研究・作

品発表などの取組みは表 3-1 のとおりである。 

 

 

表 3-1 令和 6 年度の主な教育研究・作品発表実績 

プロジェクト名 内容 

東京ゲームショウ 2024 

29 年連続で本校のブースを設置し、学生作品を

展示した。令和 6 年度もハイブリッド開催ではあ

ったものの、本校はリアル会場に一本化して出展

した。当日の試遊の様子は様々なメディアでも取

り上げられた。 

東京ゲームダンジョン 7 

主にインディーズ・個人製作といった小規模開発

によるゲーム作品の展示会。「コンピュータグラ

フィックス科」「アニメーション科」「ゲーム制作

科」の学生が学科横断で連携して作品を制作。 

U21 学生研究発表プロジェクト 

電気学会主催 U21 学生研究発表会にて、研究論

文を執筆し発表を行った。学生の幅広い知見獲

得、問題解決能力の獲得を目指した取組みであ

る。令和６年度は「垂直軸型風車の効率向上に関

する研究」「水平軸プロペラ型風車の製作」とい

う題材で研究発表を行った。 

IT CAMP 善通寺 2024 

善通寺市を中心とした「産官学の多様な主体との

連携」を通じ、IT を活用した地域課題の解決と

地域経済の活性化を図ることを目的にした「デジ

フェス 2024」へ教員、学生の派遣を行い、学生

作品の提供などで取組みを支援した。 
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オープンソースカンファレンス

2025Tokyo/Spring 

オープンソース関連のコミュニティや企業・団体

が最新技術や成果を公開・発表するイベント。２

日間にわたり「ケータイ・アプリケーション科」

の学生作品を展示・発表した。 

CG 映像分野合同学生作品上映会 

ユナイテッド・シネマ豊洲のスクリーンを借り

て、CG をメインに学ぶ「CG 映像制作科」「コンピ

ュータグラフィックス科」「コンピュータグラフ

ィックス研究科」3 学科の学生作品を上映した。

学生のモチベーション向上にも寄与した。 

 

〇課題、解決の方法 

 

特になし。 

 

〇特長として強調したい点 

 

学内での成績評価・単位認定に加え、第三者の客観的評価を得ることが重要と捉え、

学外での各種展示会の出展、専門分野を生かした大会・コンテストへの参加などを推

奨している。コロナ禍が落ち着きを取り戻してきたこともあり、各学科で授業時間外

のプロジェクト活動に参加する学生が多くなり、大会・コンテストでの入賞という好

結果だけでなく、キャリア教育要素が高まる教育効果をもたらしている。 

 

 

【3-11】資格・免許の取得の指導体制 

 

〇考え方・方針、現状 

 

本校は、資格を取得することが目標となっている学科においてはもとより、学生自

身が自主的に資格取得を目指す場合においても、学校として可能な限り支援するべき

であると考えている。そのために、教育課程編成、受験指導体制、免除制度申請や認

定学科などの行政関連措置、試験センターの設置など、さまざまな環境を整えるよう

に努めている。 

 

3-11-20 目標とする資格・免許は、教育課程上で、明確に位置づけているか 

 

各学科が目標とする資格・免許が、教育課程上でどのように位置づけされているか

を明確に示すことが重要であると考え、学科の学習目標に合わせて取得する資格を設

定し、「学科ガイド」や『入学案内書』、オフィシャル Web サイトに体系的な位置づけ

を記載している。 

資格取得の意義について、入学直後に実施する「JEC Week（準備教育期間）」の中で
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学生に周知するとともに、「学科ガイド」の中で「在学中に取得する資格」として学科

ごとに明示している。この目標資格は教育の質保証の観点において学科ごとに定め、

同レベル以上の資格を全学生が在学中に必ず取得するものとしている。 

資格取得が有用とされる職業の人材を育成する学科においては、教育課程に資格取

得対策のための科目を設定している。これらは「学科ガイド」の科目一覧の中で「資

格対策科目」として科目カテゴリーを明示している。 

資格取得に資する取組みとしては、基本情報技術者試験（科目 A）免除の対象講座

として認定されている（情報系 3 学科）点や、資格取得が有利（一部科目免除など）

となる各省庁（経済産業省・国土交通省・総務省・厚生労働省）の認定学科（電気・

電子系学科）となっている点などが挙げられる。その他、シスコシステムズ社やオラ

クル社などの IT ベンダーの教育プログラムも導入しており、その教育プログラムの

延長線上に資格があるため取得しやすくなっている。 

 

3-11-21 資格・免許取得の指導体制はあるか 

 

資格取得の指導体制としては、教育の質保証の観点から、各学科において「在学中

に取得する資格」を取得するための対策講座や授業を開講している。目標資格および

取得の意義を明確化したうえで、資格取得を目標とする授業科目、授業時間外の特別

講座、全学科共通の自由選択科目（エクステンション）を開講することで指導体制を

整備している。また、支援体制についても、キャリアセンター内のライセンスセンタ

ー窓口にて、受験のための手続きが行えるとともに、学内に設置された試験センター

で受験ができるなど、各種資格試験の多くが学内で手続きから受験まで可能となる環

境が整備されている。 

なお、学科で目標としている受験スケジュールで合格できなかった学生に対しては、

放課後実習室を開放して（オープン実習）フォローアップ指導を行ったり、選択科目

としての資格対策授業を学科の教育課程に設置することで合格に向けて指導を継続し、

全員合格に向けて取組んでいる。 

 

〇課題、解決の方法 

 

特になし。 

 

〇特長として強調したい点 

 

基本情報技術者試験（科目 A）免除の対象講座として認定されている（情報系３学

科）点や、各省庁（経済産業省・国土交通省・総務省・厚生労働省）の認定学科（電

気・電子系学科）となっている点は、学生の資格取得の支援に繋がっているものと思

われる。また、IT ベンダーの教育プログラム導入など、カリキュラム面での支援も行

われている。 

キャリアセンター内にライセンスセンター窓口を設置し、学生の利便性向上に寄与
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するサービスを実現している点も、学生の資格取得に一役買っているものと自負して

いる。 

 

 

【3-12】教員・教員組織 

 

〇考え方・方針、現状 

 

本校は、各学科で教員に求める専門性が異なるため、採用時の 1 次選考において職

務経歴や取得資格を確認している。また、2 次選考以降では、適性試験において人間

性の確認を行うとともに、面接試験でのインストラクションスキルの有無を確認し、

要件を満たしている者のみを採用している。 

教員の資質向上においては、専門性のスキル向上に向けた研修を推奨し、年間スケ

ジュールに夏季研修期間、冬季研修期間、春季研修期間を設け、この期間を利用し研

修に参加できるように制度化されている。また、教員のインストラクションスキル向

上に関連した研修を、全教員に対して継続的に実施している。 

教員の専門性・教授力の把握においては、定期的な授業見学や学生による授業アン

ケートを実施し、その結果をフィードバックすることにより、授業の改善を図ってい

る。 

 

3-12-22 資格・要件を備えた教員を確保しているか 

 

教員の確保にあたり、まずは専修学校設置基準第 41 条に定められた資格・要件に

合致した教員を採用することによって教員組織を構築し、学校運営、クラス運営、授

業運営に必要な人員を確保している。 

本校の教員に求める資格・要件においては、工業専門課程の職業教育を担う教員と

して、設置学科の特性に応じた技術・技能の専門性や産業界における経験値を最も重

要視している。特に業界で活躍した実績を持つ人材であり、最新技術の利活用に長け

た人材の確保を望んでいる。従って、大学や専修学校の新卒採用は行わず、経験者採

用に注力することとなる。 

また、授業を通じて学生の向学心を刺激して学業成就を促したり、課外授業や学校

行事を通じて学生の社会人基礎力を涵養したり、業界経験者として就職支援を行った

りすることができる教員の確保を望んでいる。 

これらを実現するために、学科の科長と連携して能力・資質に関する採用人材像を

明確に定め、転職市場に求人情報を公開する。応募が得られたら本学園就業規則に定

めた手続きによって採用選考を行う。そのプロセスにおいて、履歴書、職務経歴書な

どの提出を求め、同時に適性試験、作文試験を行い、2 度の面接試験を実施して、本

校教員としての資格・要件の具備を綿密に吟味したうえで、採否を決定している。 

教員採用など人材確保における関連業界との連携については、専任教員の採用にお

いて協力を得ることは非常に困難である。企業に所属する人材が専任教員として専修
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学校に転ずることは、企業にとって人材の流出に他ならないからである。一方で、兼

任（非常勤）教員として企業に在籍する人材が本校の教育に携わる実績は多数ある。

職業実践専門課程における企業などと連携した実習・演習授業は好例であり、毎年多

くの企業と協定を締結して連携している。このような取組みから現職のエンジニアや

クリエイターから教えを受けることは、学生に大きな刺激を与えて技術修得に弾みが

つくとともに、現職のエピソードによってロールモデルが示され、学生自らの将来像

が描ける良い機会となっている。 

専任教員の人員計画は、年度当初に向こう 10 年間の定年退職者と継続雇用終了者

を勘案して定めている。令和 6 年度は専任教員 7 名の採用を計画したが 2 名の採用に

とどまった。採用に至らなかった原因として、本校が求める人材が働く業界の人手不

足感、ならびに賃金水準の齟齬などが原因と分析している。採用に至らなかった人員

分は、既存教員への授業割当てや兼任教員の採用によって賄っており、令和 6 年度は

要件を備えた兼任教員 12 名を新たに採用した。令和 6 年度に採用に至らなかった人

員分は、令和 7 年度の採用計画に繰り越した。 

 専任・兼任（非常勤）、年齢構成、男女比など教員構成は、毎年学校基本調査への情

報提供に向けて整理するとともに、教職員総括表、教職員編成表を調製して管理して

いる。また、毎年作成する本学園の事業計画書・事業報告書にこれらの情報に基づい

た教員構成を記載して公開している。 

教員の採用手続および昇格措置などについては、本学園就業規則ならびに給与規程

に明確に定め、教員の募集については、人事部が策定した業務マニュアルを参照して

実施している。 

 教員一人あたりの担当授業時数、学生数などは、統合基幹システム「School Leader」

により共有、管理して適正に運用している。担当授業時数が過大とならないように基

準担当コマ数を専任教員は週 11 コマ、兼任教員は週 6 コマと定めるとともに、実験実

習授業にはサブの教員を配置して運用している。ただし、役職者の基準担当コマ数に

ついて、テクニカルチーフの職にある者は週 10 コマ、科長の職にある者は週 9 コマと

している。 

 

3-12-23 教員の資質向上への取組を行っているか 

 

本校では、関連分野における先端的な知識・技能などの修得や、指導力育成など教

員の資質向上のため「教員研修規程」（以下、「研修規程」という。）を設け、一定の研

修受講を義務づけるとともに、積極的な研修受講を推奨している。 

「研修規程」は、本校が企業などとの連携のもと、組織的な研修機会を確保するた

めに定めるものである。本校教員として必要な、職業に関連した実務上の知識・技術

ならびに、授業および学生に対するマネジメント能力などの指導力を修得・向上させ

るために、各種研修を実施することを基本方針としている。教育部長・科長は、授業

見学や授業アンケート結果などをもとに各教員の専門性・教授力を把握し、人事考課

面談時に評価・検討を行うとともに、「研修規程」に則り、各教員が研修計画を作成す

ることを義務付けている。研修を希望する教員は研修願にて申請を行い、承認を得ら
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れた研修については学校が費用を負担するなどの支援を行っている。 

「研修規程」に定めている研修の種別は、以下のとおりである。 

 

1) 各学科の専攻分野の職業実務卓越性に関する研修 

・企業または業界団体が実施する実務研修 

・本校が育成する分野の企業や業界団体から講師を招いた実務研修 

・担当科目の実施に必要な職能資格などの取得および更新を目的とした実務研     

修 

2) 各学科の専攻分野の学術卓越性に関する研修 

・学会・学術団体が実施する研修会 

・学会・学術団体が実施する大会への参加・発表 

3) 全ての学科に共通する教授法や教員資質に関する研修 

・教授法や教員資質に関する研修を行っている企業または団体が実施する研修 

・専修学校関連団体が実施する専修学校教員向けの研修 

 

上記 1）について、令和 4 年度より導入した「Udemy Business」の活用が進み、専

攻分野の職業実務卓越性に関する研修受講が増加した。また研修受講に加えて、教員

が CG クリエイター検定ベーシック、基本情報技術者試験（2 名）、情報セキュリティ

マネジメント、G 検定、Microsoft Azure Data Fundamentals、Microsoft Azure AI 

Fundamentals、システムアーキテクト試験、エネルギー管理士、統計検定 3 級の資格

を取得した。また、教員 1 名が DTP エキスパートの認証更新を行った。 

上記 3）について、本校独自の研修テーマを検討したうえで、毎年夏季研修期間に、

全教職員を対象とした研修を学内で実施している。令和 6 年度は 8 月 29 日、8 月 30

日の 2 日間、オンラインにて研修を実施した。主な実施内容は以下のとおりである。 

 

・卒業生は、日本電子専門学校に「価値」を感じたか？ 

   ～「全国専門学校共同卒業生調査」から見た成果と課題～ 

・留学生＆卒業生（留学生）交流会・座談会報告 

・NetAcadRiders 入賞報告 

・CQ EV ミニカート・レース参加報告 

・高専連携授業等に関する報告 

・やりがい働きがいに関するアンケート結果報告 

・人事異動から得たもの 

・外部講師セミナー： 

専門学校生を取巻く入試環境と近年の新入生における学習力の実態 

  中退者を出さない基盤づくりのノウハウ 

  ジェネリックスキル測定（PROG）受験結果傾向報告 

 

また、これまで実施していた階層別研修（管理職・主任 TC・一般職）に代わり、令

和 6 年度は全教職員を対象としたオンライン研修「私立学校法説明会 ～令和 5 年改
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正法（令和 7 年 4 月 1 日施行）を中心に～」を実施した。 

 

その他、新人教員には下記の研修受講を義務付けている。令和 6 年度の受講状況は

以下のとおりである。 

 

・教授法をテーマにした「教授力向上研修」 4 名 

・授業計画をテーマにした「インストラクショナルデザイン研修」 3 名 

・東京都専修学校各種学校協会による「専修学校教員教職課程研修」 3 名 

 

各教員の令和 6 年度の研修受講実績を表 3-2、表 3-3 に示す。 

 

表 3-2 令和 6 年度 専攻分野の職業実務卓越性・学術卓越性に関する研修受講実績 

NO 研 修 名 NO 研 修 名 

1 
技能競技会の成績分析と次期訓練計画への反映の 

ポイント 
35 C#で最初に身に着けるべき 30 の文法 

2 Unreal Engine セミナー＆交流会 36 Python プログラミング 2 オブジェクト指向編 

3 CGWORLD JAM ONLINE 2024 37 Japan IT Week【秋】 

4 
XGen 完全マスター  

〜キャラクターの髪の毛の作り方を徹底解説〜 
38 

【全 840 問】G 検定対策 模擬演習試験！ 

重要度の高い問題を厳選 

5 Houdini Master Class 2024 by ボーンデジタル 39 
3 つのアプリを作りながら Jetpack Compose での 

アプリ開発の基礎をマスター 

6 CGWORLD 2024 クリエイティブカンファレンス 40 
【入門】システム要件定義と基本設計 

（実践ワークで理解する上流工程の進め方） 

7 SIGGRAPH Asia 2024 41 Kaggle で始める Python AI 機械学習入門コース 

8 
Nuke Meetup Tokyo 2024 映画『ゴールデンカムイ』

VFX メイキング 
42 

Microsoft Azure Virtual Training Day:  

データの基礎 

9 
ブラックマジックデザイン製品で実現する 

バーチャルプロダクション 
43 AI 技術初級 

10 NHK 技研公開 2024 44 
第 29 回専門学校教育研究会 

「生成 AI の教育利用について」 

11 Inter BEE 45 
生成 AI の教科書 -ChatGPT の活用法、導入方法、 

トレンド、事例、DX との関係まで完全網羅 

12 Adobe MAX Japan 2025 46 jQuery による Web アプリケーション開発 

13 
Nuke Meetup Tokyo 2025『ガンニバル シーズン 2』

メイキング 
47 アプリケーション方式設計 

14 

WCCC クリエイティブコラボウェビナー 

最新 TV アニメを手がけるアニメスタジオが語る 

デジタル化と採用の取り組み 

48 
独学で身につける GAS(Google Apps Script)〜基礎

編〜【業務効率化・自動化で残業を無くそう！】 
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15 
AJPF 対面講座「ポートフォリオ講座」 

作画・CG・撮影 
49 

【SwiftUI+Firebase】バックエンドと連携したアプ

リを作りながら学ぶ実践的 iPhone アプリ開発講座 

16 
アニメーション・クリエイティブ・テクノロジー・

フォーラム(ACTF) 2025 in TAAF 
50 

AWS Academy＋Cisco Networking Academy 

インストラクターズ・ミーティング 2024 

17 GTMF2024 51 AWS で始めるインフラ構築基礎セミナー 

18 
Computer Entertainment Developers Conference 

2024（CEDEC2024) 
52 Excel を活用したデータ分析基礎講座 

19 CEDEC＋KYUSHU 2024 53 DX 実践道場 

20 日本デザイン学会第 71 回春季研究発表大会 54 

【RPA】プログラミングをせずにあの面倒な Excel 

作業を 1 クリックで完了させる方法 

【UiPath Studio X】 

21 第 35 回日本基礎造形学会長崎大会 55 今から始める知的財産 

22 サービス学会 第 13 回国内大会 56 
手ぶらで OK！実習・1 日でわかる！ 

CAN プログラミング入門 

23 放送大学博士後期課程 情報学プログラム 2024 年度 57 
【初級編】 RPA コンサルタントが教える UiPath 

Studio 〜基本的な自動化処理を作ってみよう〜 

24 TOKYO CREATIVE COLLECTION 58 IoT・クラウド連携ハンズオンセミナー 

25 
第 12 回 X デザインフォーラム 

「カルチャー x チーム x デザイン」 
59 蓄電池設備整備資格者更新講習 

26 Maker Faire Tokyo 2024 60 電験二種理論夜間講座 

27 
ニュースを伝える情報デザイン 

～インフォグラフィックスと新聞整理の世界～ 
61 電験第二種コース 一次試験受験講座 

28 第 2 回リッチ電子ブックビジネス研究会 62 電験第二種コース 二次試験受験講座 

29 Web 担当者 Forum ミーティング 2024 秋 63 電験二種一括 DVD 講座 2024 年度版 

30 ワンランク上のデザインビズ制作 基礎知識 64 第一種電気工事士定期講習会 

31 デザインガイドライン/デザインシステム入門 65 
フルハーネス型安全帯使用作業特別教育講師 

養成講座 

32 
【e ラーニング】 

さわってみよう Figma＆UI/UX デザイン 
66 丸のこ等取扱い作業従事者教育講師養成講座 

33 放送大学「社会科学とデータサイエンス」 67 
電気通信事業者向け教育プログラム NetCrews 

「初級コース」 

34 IT ストラテジスト 合格コース 68 電流ジョブトライアル 
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表 3-3 令和 6 年度 教授法・教員資質に関する研修受講実績 

NO 研 修 名 NO 研 修 名 

1 教授力向上研修 8 学校における合理的配慮 

2 インストラクショナルデザイン研修 9 
令和 6 年度人権教育研修「発達障害を持つ子どもへ

の対応方法と保護者アプローチ」 

3 専修学校教員教職課程研修 10 
一般公開 WEB イベント「専門学校における発達障害

支援とは？」 

4 
実力発揮メソッド＜応用編＞C 

－大会本番に向けたメンタルスキルの確認－ 
11 

自分を、そして世界をアップデートする 

〜SDGs という問い〜 

5 

令和 6 年度 就職等進路に関するセミナー 

『2025 年度「雇用・学生・業界」の課題 ～だから大

切に導きたい！初めての就職～』 

12 脳と AI の未来 〜AI は教育をどう変えるか〜 

6 
支援が必要な課題を抱える学生への対応 

〜合理的配慮の義務化を踏まえて〜 
13 大学 IR プロフェッショナル養成講座 

7 令和 6 年度重要・経営課題研修「非認知能力の育成」   

 

3-12-24 教員の組織体制を整備しているか 

 

本校には工業専門課程を設置しており、その運営に必要な教員組織体制を整備し

ている。そのありようは、校長、副校長（1 名）を配置し、そのもとにクリエイター

分野（昼間部 9 学科）、エンジニア分野（昼間部 12 学科・夜間部 4 学科）を統括する

部長をそれぞれ配置している。また、各学科には科長、TC（テクニカルチーフ、一部

学科）を配置している。本校はクラス担任制を敷いており、各クラスに担任（および

一部に副担任）を配置している。これらの組織体制については、「電子学園組織規

程」に定めている。 

教員組織における業務分担・責任体制は、「日本電子専門学校職務権限規程」に以

下のように明確に定めている。校長は、校務を司り所属教員を監督している。副校長

は、校長を補佐するとともに部長を統括している。また、部長は、分野に属する学科

の教育目標、教育課程、教材開発、新教育開発など、学科運営全般の企画運営・管理

監督および開発業務を担当している。科長は、学科運営全般の管理責任を担ってい

る。各学科では、授業科目担当教員間で連携・協力するため、週に 1 度専任教員間で

学科会議を行っている。兼任教員とは年に数回、適宜連携・協力のための会議を開催

し、教員間の連携・協力体制を構築している。 

授業内容・教育方法の改善に関する組織的な取組として、「職業実践専門課程」の

認定要件である「教育課程編成委員会」を開催し、参加する関連業界の委員の方々と

連携を図り、授業内容・教育方法の改善に関する様々な意見を頂いている。また、企

業連携による授業の実施も進められており、令和 6 年度は、企業に所属する約 50 名

の方が講師として授業を行った。 

技術革新が激しい業界に対応して、優れた教員を確保して組織体制を整備すること
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は容易ではないが、上記のとおり関連分野の業界と連携しながら整備に努めている。 

 

〇課題、解決の方法 

 

本校の専任教員は人員計画に基づいた採用活動を行っているが、学科によっては

要件を備えた人材は稀少であり、確保が難しい状況である。今後は、これまで以上に

各業界の方々や業界で働く卒業生、業界から転職してきた教員からの紹介が得られる

ように、科長との連携を深めて教員確保につなげる必要がある。 

 

〇特長として強調したい点 

 

本校では、教員のスキル向上を支援するため、「日本電子専門学校教員研修規程」に

基づいた研修制度が確立されている。年間計画表において、研修期間が予め設定され

ており、業務に支障なく外部研修などに参加できる環境が揃っている。また、研修参

加に関する費用も学校が負担し、経済的側面でも支援体制が充実している。 
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基準 4. 学修成果 

 

【4-13】就職率 

 

〇考え方・方針、現状 

 

4-13-25 就職率の向上が図られているか 

 

本校では、就職指導の中心的な役割をキャリアセンターが担い、クラス担任、クラ

ス担当キャリアサポーター、その他の教職員を含む組織的学生指導体制によって就職

指導にあたることとしている。 

各学科は、育成人材像および学習内容に則って「学科ガイド」に「目標とする業界・

職業」を定める。キャリアセンターは、そこに示された業界企業からの求人獲得に努

める。獲得した求人は関係法令に照らして確認し、学生ならびに卒業生に紹介・斡旋

する。 

全ての学生が、本校で学んだ知識・技能および本人の興味・関心・価値観に合致し

た企業・職業に就職するために、キャリアセンターならびに教職員は最大限の努力を

傾注する。 

以上の考え方・方針を通じて、就職率の向上を図るものとする。 

就職に関する年度の数値目標は、直近の実績に基づいて、前年度末に校長が定める。

これを受けて、3 月末に実施する春季研修会において、キャリアセンター長が次年度

の就職支援計画とともに就職率に関する数値目標を教職員に周知する。 

令和 6 年度の就職率に関する数値目標は 100%と定めた。 

キャリアセンターでは、各学科が定める「目標とする業界・職業」に基づき、これ

までの歴史と伝統、11 万人を超える卒業生ネットワークを活用し、過去 2～3 年以内

に求人実績のある企業に対して求人票の登録を依頼している。 

例年、IT・エンジニア分野からは多数の求人票登録をいただいており、IT・エンジ

ニア分野の内定率は概ね 98％前後と高水準を維持している。一方で、全体の内定率を

さらに向上させるには、クリエイター分野の内定率向上が重要な課題と考えた。具体

的には、過去 7 年分までさかのぼって求人実績のある企業を抽出し、新たに求人依頼

を送付。その結果、クリエイター分野での求人票登録企業数は前年より 38 社増加し、

2025 年 3 月末時点での内定率は 91.4％と、過去 4 年間で最も高い数値となった。 

なお、全体の求人票登録企業数は前年比で 73 社減少したが、全体の就職率は前年

度から 0.02 ポイント上昇し 95.5%となった。このことから、全体の内定率上昇は、主

にクリエイター分野の内定率向上によるものと分析した。 

令和 6 年度の求人企業総数は延べ 2,425 社で、前年同期比 96.7％となった。 

 

求人票獲得のチャンネルは多様であるが、主なものを以下に示す。 

 

1) 過年度実績企業に対する、求人票ならびに『入学案内書、採用ご検討資料』の
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送付（毎年 11 月末、令和 6 年度送付実績 4,000 社  

2) キャリアセンターWeb サイトに設定した求人票投稿フォームからの投稿 

3) キャリアサポーターの企業渉外活動による新規求人登録依頼 

4) 来校・電話・メールなどによる、企業、採用担当者から直接求人申込み 

5) 有料職業紹介事業者からの紹介 

6) 学科主催の作品講評会参加企業や説明会実施企業に対し新規求人登録依頼 

7) その他 

 

キャリアセンターは、獲得した求人票に受付 CD 1 、業種 CD 2 、企業 CD 3 など必

要な情報を付し、統合基幹システム「School Leader」に登録して、学生のインターネ

ットからの検索を実現するとともに、プリントアウトしたペーパーベースの求人票を

ファイリングして、学生の閲覧に供している。学生の検索や閲覧に供するにあたって

は、全ての求人票の情報を確認し、洩れ、誤りがある場合には、当該企業に問合せて

修正する。同時に、関係法令に照らして違法が無いか確認している。違法な求人に対

しては問合せ、修正するなど適切な対応をとっているが、求人企業から理解が得られ

ない場合には、その求人は受理しない。 

 学生が求人票を検索する場合に最も重要な条件は、職種である（表 4-1 参照）。キャ

リアセンターでは、現在、学科が定めた「目標とする業界・職種」に照らして 94 職種

を抽出している。これらの職種は、学科の新設および統廃合に沿って増減することが

ある。また、求人票投稿フォームを含む統合基幹システム「School Leader」に選択肢

として設定しており、企業は求人票投稿にあたって選択し、学生は求人票抽出にあた

っての設定条件とする。 

就職活動において、学生の企業訪問活動が開始される直前の時期である卒業前年次

1 月に、学科が定めた「目標とする業界・職種」に関連した業界の企業に来校して頂

き、「業界・職業ガイダンス」を実施する。令和 6 年度は、令和 7 年度卒業見込の学生

に対して、オンライン形式で 35 社を招いて実施した。 

本校においては、大多数の学生が本校への求人企業に就職しており、本項で述べた

キャリアセンターの求人獲得が、学生の就職決定の根幹になっているといえる。 

キャリアセンターのスタッフが、学生の就職活動状況をモニタリングするツールと

して、統合基幹システム「School Leader」が稼働している。そのデータベースには平

成 11 年度からの就職状況が蓄積されている。Web システムを経由して学生が自ら（就

職活動による）公欠申請、採用試験合否報告、内定報告、決定報告を行うようになっ

ており、それを通じて学生は就職活動履歴を記録し、常時、閲覧、更新を行うことが

できる。 

一方で、キャリアセンターのスタッフもその活動履歴をモニタリングしており、

 
1 受理した求人票のコード。2023-C-0001 のように<年度>-<業種 CD>-<受付番号>を標記して整理している。 

2 受理した求人を 4 つの業種に大別するコード。M）メディア&アート、C）コンピュータ、E）エレクトロニクス、B）ビジネスとし

ている。求人票に記載された業種 CD によって、学科が定めた「目標とする業界・職種」との整合を確認することができる。  

3 企業別に一意に定めた 5 桁の数字コード。 
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個々の学生の就職活動状況を把握するとともに、就職内定率の計算などを自動で行う

ことができるようになっている。 

表 4-1 職種一覧 

1 エレクトロニクスエンジニア 48 ゲーム音楽エンジニア 

2 回路設計エンジニア 49 マニピュレーター 

3 情報通信エンジニア 50 コンポーザー・アレンジャー 

4 カスタマエンジニア 51 一般・営業事務 

5 家電修理エンジニア 52 総務・経理事務 

6 ﾒﾃﾞｨｶﾙｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｴﾝｼﾞﾆｱ 53 管理事務 

7 放送エンジニア 54 営業 

8 設備管理エンジニア 55 販売 

9 電気工事エンジニア 56 商品管理 

10 制御系エンジニア 57 配送 

11 生産技術 58 店舗スタッフ・接客 

12 製造 59 広告・宣伝 

13 プラントエンジニア 60 総合職 

14 メカトロニクスエンジニア 61 セキュリティエンジニア 

15 ネットワーク設計・導入 62 アニメ制作進行 

16 ネットワークプログラマ 63 ｹﾞｰﾑﾏｽﾀｰ･ｹﾞｰﾑﾃｽﾀｰ 

17 SE・プログラマ 64 IT コンサルタント 

18 制御・組込み系プログラマ 65 データベースエンジニア 

19 業務系プログラマ 66 ソフトウェアテストエンジニア 

20 パッケージ系プログラマ 67 ネットワーク運用・管理 

21 人工知能プログラマ 68 CG プロダクションマネージャー 

22 運用管理オペレータ 69 CG エンジニア 

23 データエントリー・オペレータ 70 Web ディレクター 

24 CAD オペレータ 71 Web プログラマ 

25 テクニカルサポートエンジニア 72 Web コーダー 

26 ヘルプデスク 73 媒体編集 

27 インストラクタ 74 アニメ仕上げ・デジタルペイント 

28 セールスエンジニア 75 アニメ撮影・コンポジット 

29 ゲームプログラマ 76 アニメ背景美術 

30 CG プログラマ 77 電気設計 

31 CG デザイナー 78 フロント事務 

32 Web デザイナー 79 警備職 

33 動画アニメーター 80 スマートフォン開発 

34 グラフィックデザイナー 81 施工管理 

35 DTP 82 フィールドエンジニア 
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36 印刷オペレータ 83 AI エンジニア 

37 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾃﾞｻﾞｲﾅｰ 84 CG アニメーター 

38 アートディレクター 85 CG コンポジッター 

39 ゲームプランナー 86 モデラー 

40 番組企画・制作スタッフ 87 エフェクター 

41 コンサート・イベントスタッフ 88 フロントエンドエンジニア 

42 カメラマン・VE 89 電気保安 

43 映像編集・合成 90 その他(備考に記載) 

44 MA エンジニア 91 介護・リラクゼーション 

45 レコーディングエンジニア 92 社内 SE 

46 PA・ホール音響エンジニア 93 テクニカルアーティスト 

47 音声・音効 94 テクニカルディレクター 

  

〇課題、解決の方法 

 

特になし。 

 

〇特長として強調したい点 

 

本校主催の各種就職イベントに積極的に求人企業を招致する取組みを行うと同時

に、就職率向上対策として個別指導を積極的に実施した。令和 6 年度の就職内定率は

全学科総合で 95.5%と、コロナ禍以降最も高い内定率を達成した。 

 

 

【4-14】資格・免許の取得率 

 

〇考え方・方針、現状 

 

教育の質保証を目的として、全ての学科で在学中の学習成果のひとつとして最低限

取得する資格を設定し、必修科目の中で資格対策を行う。この枠組みの合格率は 100%

を目指す。教育課程の修了が資格取得に直結、または卒業後の実務経験と合わせて資

格取得要件を満たす国家資格認定学科は、卒業と同時に、または実務を経験して全員

資格を取得する。 

資格取得が有用とされる職業の人材を育成する学科においては、教育課程に多くの

関連科目を設定し、高い合格率を目指す。 

また、キャリアセンター内にライセンスセンターを設置し、専属の担当者を配置す

ることで、学生の資格取得の便宜を図るため、団体受験事務、試験センター運営を行

う。 
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4-14-26 資格・免許取得率の向上が図られているか 

  

資格取得に関する事務を管轄するセクションは、キャリアセンター内に設置された

ライセンスセンターである。ライセンスセンターでは、学生が取得した資格の登録や

団体受験申込み、試験センターの運用などを行っている。 

ライセンスセンターが管轄する団体受験および試験センター対応資格は、以下のと

おりである。令和 6 年度には、学生のニーズに応じて、新たに統計検定など 4 つの資

格試験への対応を追加した。 

 

1) 団体受験 

・ 色彩検定（6 月、11 月） 

・ ビジネス能力検定ジョブパス（B 検）…CBT（コンピュータ・ベースド・テ

スト）方式 

・ CG-ARTS 検定（7 月、11 月） 

・ 基本情報技術者試験（科目 A）免除講座修了試験 

・ 情報活用試験（J 検） …CBT（コンピュータ・ベースド・テスト）方式 

・ 情報デザイン活用試験（J 検）…CBT（コンピュータ・ベースド・テスト）方

式 

・ LPIC 検定、LinuC 試験（各種）…CBT（コンピュータ・ベースド・テスト）

方式 

・ 低圧電気取扱業務特別教育 

・ 高圧・特別高圧電気取扱作業者特別教育 

・ 酸素欠乏・硫化水素危険作業者特別教育 

・ TOEIC 試験 

 

2) 試験センター対応 

・ Microsoft Office Specialist 検定（Word、Excel、PowerPoint） 

・ ACPro 試験 (Photoshop、Illustrator） 

・ 令和のマナー検定 

・ 統計検定（各級） 

・ Python 試験（各種） 

・ LPIC 検定（各種） 

・ LinuC 検定(各種） 

・ Oracle 認定 Java プログラマ検定（各種） 

・ Oracle DBA 検定（各種） 

・ CompTIA Security+ 

・ Cisco 検定（CCNA など） 

 

資格取得率の向上を図るために、在学中に次の資格、もしくは同等と認められる他

の資格に合格した者について表彰を行うとともに、成績証明書に明示している。 
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・ 情報処理技術者試験  レベル 3 レベル 4 

・ CCNA 

・ Oracle Master   Silver Gold 

・ Oralcle Certified Java Silver Gold 

・ LPI 認定試験         レベル 2 レベル 3 

・ 工事担任者          第一級アナログ通信、 

第一級デジタル通信、総合通信 

・ 第一種電気工事士 

・ 第三種電気主任技術者 

・ CG エンジニア検定  エキスパート 

・ 画像処理エンジニア検定 エキスパート 

・ CG クリエイター検定  エキスパート     などの各種資格 

 

資格取得率の目標設定に関しては、「教育の質保証」の枠組みで全学的に取組んでい

る。具体的には各学科が最低限取得すべき資格を 1 つ以上設定して「学科ガイド」に

明確化し、全員合格（合格率 100%）を目標とする取組みである。教育の質保証の観点

からは、最低限の保証（ミニマムスタンダード）に相当する。設定された資格取得率

について毎年実績の確認を行っている。 

教育の質保証を目的として設定した資格は、必修科目の中で資格対策を行っている。

国家資格認定学科は、教育課程全般を認定要件に則った科目としている。資格取得が

学習目標に示されるなど資格取得の重要性が高い学科は、教育課程に多くの関連科目

を設定している。 

その他、エクステンション科目に設定するケースや、特別な資格対策講座を設ける

ケースなど、多様な学習支援を実施している。例年実施している特別講座例としては、

複数学科横断で取組んでいる「第二級陸上特殊無線技士養成課程」などがある。 

各種資格に合格した学生は、ライセンスセンターに届出ることとなっている。また、

団体受験に対応する資格は、試験実施主体から合格者の報告を受ける。ライセンスセ

ンターは、収集した資格取得情報を統合基幹システム「School Leader」に登録するこ

とによって、学籍情報の一部とする。上記システムから資格取得一覧を出力すること

で、学科ごとに合格実績の把握を行っている。 

本校では、学科ごとの目標設定の確認・報告を、前期・後期の年 2 回、副校長、教

育部長を中心としてヒアリングしている。その中で、学科学生の半期ごとの資格取得

状況を確認し指導している。ヒアリングでの指摘事項や前年度の資格取得率の結果を

受けて、各学科では資格試験の出題傾向やその対策、合格者推移、全国平均との差異

について分析・調査し、合格率向上に向けた取組みを計画している。 

なお、令和 6 年度においては、基本情報技術者試験の試験制度変更に対応するため

情報系 3 学科合同の対策プロジェクトを立ち上げ、科目 A 免除試験の問題分析、重要

問題の選定、対策授業の実施を行い、科目 A 免除試験の合格率を大幅に向上させた。 
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〇課題、解決の方法 

 

教育の質保証の枠組みで取組む資格について、令和 7 年 3 月時点で合格率を確認し

たところ、資格取得率が 80％を下回った学科は全 20 学科中 6 学科である。しかし、

この 6 学科中、前年度比で率を下げている学科は 1 学科である。資格取得率向上への

取組みは成果を出しているといえる。学科ごとに課題は異なるため、学科ヒアリング

を通して課題を明確化してさらなる合格率の向上に向けて取組んでいく。 

 

〇特長として強調したい点 

 

各学科が最低限取得すべき資格を一つ以上設定して全員合格（合格率 100%）に挑戦

する取組みは、資格取得が就職や就業においてアドバンテージとなる高度な資格への

挑戦とは異なり、教育の最低限の質保証（ミニマムスタンダード）に位置づけられる。

したがって、設定する資格は平易な合格レベルの資格である。一般に、専門学校の教

育の成果は就職ならびに資格取得によって評価される傾向があるが、そのような評価

への対応でもある。 

 

 

【4-15】卒業生の社会的評価 

 

〇考え方・方針、現状 

 

4-15-27 卒業生の社会的評価を把握しているか 

 

卒業生の社会的評価の把握については、目的に応じて適宜調査し、卒業生にアプロ

ーチする。データ分析専門企業との連携により卒業生アンケートを実施し、卒業生の

現状、社会的評価ならびに、本校の教育に対する卒業生の満足度の把握に努める。 

 本校では、卒業生の社会的評価を把握するため、卒業生アンケートを実施している。

令和 3年度に実施した卒業生アンケートでは、メールアドレスを把握している約 7,000

名の卒業生にアンケート依頼を行い、23 の質問に 561 件の有効回答を得ることができ

た。  

 なお、令和 6 年度は、文部科学省委託事業「職業教育のマネジメント充実のための

調査研究事業」に参加することが決定し、令和 7 年度に卒業生のキャリア形成状況の

調査を行う予定である。 

 

また、本校では卒業生の社会的評価を把握するために、各部署が目的に応じて適宜

調査し、卒業生にアプローチしている。これらの活動を通じて、特定の卒業生の情報

がクローズアップされることも多く、本校の募集広報用媒体への掲載などとして情報

流通が図られる。以下に、各部署の取組みの概要を記載する。 
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1) 教学組織の取組み 

卒業生の社会的評価の把握について、教職員の働きかけは、個人のつながり

に負っている面が大きい。クラス担任と卒業生とのコミュニケーションは、学

校の特性上自然に発生する。努めて卒業生とのコミュニケーションを大切にす

る教員には多くの情報が集まる。また、アニメーション、コンピュータグラフ

ィックスなど商業作品には制作者の氏名を公表する慣習があり、専門雑誌や作

品そのもののエンドロールなどから、多くの卒業生の活躍を確認することがで

きる。 

 

2) キャリアセンターの取組み 

卒業生の就職先企業での在籍人数を把握するために、求人申込票に卒業生数

を記載する欄を設けている。個々の求人企業に在籍する卒業生の年齢や学科、

卒業年度などの情報を確認することは出来ないが、在籍人数の多寡を確認する

ことができる。 

キャリアサポーターの企業渉外活動において、企業訪問を行うにあたっては、

あらかじめ過年度の採用実績を調査したうえで訪問する。訪問先企業では卒業

生の動向に関して、採用担当者と情報交換を行う。このようにして、卒業生の

就職先企業での実態を常に確認している。 

 

3) 広報部の取組み 

広報部では、入学案内など学生募集広報用媒体に卒業生を掲載することを目

的として、毎年相当な人数の卒業生を取材している。卒業生の選定にあたり、

学科別に教職員から卒業生の活躍に関する情報提供を受け、活躍の種類・内容、

在籍する企業、取材の可否などを勘案し、媒体掲載の適切性を判断する。卒業

生の取材が実現した場合には、当該卒業生の現状、活躍の内容など、生の情報

を得ることができる。また、学生募集広報用媒体を通じて教職員やステークホ

ルダーへの情報流通が図られる。 

 

4) 同窓会の取組み 

本校の同窓会は、約 8,000 名分の卒業生のメールアドレスを把握しており、

定期的なメールマガジンの発行やキャンペーンなどを通じて、卒業生とのコミ

ュニケーションを図っている。また、卒業生のクラス会を支援しており、この

ような営みから卒業生の動向を把握している。令和 3 年度の卒業生アンケート

は、同窓会のメールアドレスを有効利用した。 

 

〇課題、解決の方法 

 

特になし。 
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〇特長として強調したい点 

 

卒業生の現状を把握するため、定期的に卒業生アンケートを実施して分析を行って

いる。令和 6 年度は、文部科学省委託事業「職業教育のマネジメント充実のための調

査研究事業」に参加することが決定し、令和 7 年度に卒業生のキャリア形成状況の調

査を行う予定である。 

また、卒業生の中には、広く世間で注目される映画やゲーム作品の制作に携わる者な

どがおり、彼らの活躍は専門技術を教育する本校にとって非常に価値がある。 
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基準 5. 学生支援 

 

【5-16】就職等進路 

 

〇考え方・方針、現状 

 

5-16-28 就職等進路に関する支援組織体制を整備しているか 

 

就職など進路指導に関しては、中心的な役割をキャリアセンターが担い、クラス担

任、クラス担当キャリアサポーター、その他の教職員を含む組織的学生指導体制によ

って就職指導にあたることとしている。就職に関する目標数値を 100%とし、その実現

に最大限努める。 

令和 6 年度は、昼間部全学科 80 クラスに前期 9 名・後期 10 名のキャリアサポータ

ーを配置した。キャリアサポーターは、各学科が目標とする業界の企業からの求人獲

得に努め、企業の採用担当者と質・量ともに充実したコミュニケーション網を築いて

いる。 

これらの方針や体制をベースに、学生の就職活動を促進させ就職率を向上させるた

めに、以下のようなさまざまな取組みを実施している。 

 

1) PROG（ジェネリックスキル診断）の導入 

専攻・専門に関わらず、社会に求められる汎用的な能力・態度・志向 （ジェネ

リックスキル）を測定するプログラムを導入した。学生は、その測定結果をも

とに自己分析を行い、就職活動の準備をした。 

 

2) 合同企業説明会 

合同企業説明会は、卒業年次学生に対して 4 月、7 月、10 月に実施し、令和

6 年度は合計 405 社を動員した。加えて、5 社程度の小規模な校内合同企業説明

会「放課後就職クラブ」をオンラインも活用して年間 16 回実施し、のべ 85 社

を動員した。いずれも昨年度より参加企業増となり、就職活動を促進した。 

 

3) 校内入社試験 

校内入社試験は、個別企業の採用選考における一次試験を本校の教室やメデ

ィアホールを用いて実施する行事である。卒業年次学生に対して、4 月から翌 3

月にかけて随時実施する。令和 6 年度は、IT 分野 146 社・クリエイター分野 18

社、合計 164 社を誘致して実施した。 

 

4) ホームルームにおける就職活動指導プログラム 

キャリアサポーターはホームルームを活用した就職活動支援を隔週で行っ

た。令和 6 年度は、単なる就職支援者にとどまらず、「何でも話せる安心の相談

相手」として、学生一人ひとりの人生に寄り添う存在となるように努めた。 
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年間を通じたホームルームの運用を示したのが（表 5-1）であり、クラス担

任とのコミュニケーション、学科の特別活動、学校行事、災害避難訓練など、

ホームルームの時間を利用する他のスケジュールと調整しながら、分野や学科

の意向にそって実施した。 

 

表 5-1 キャリアセンター 年間ホームルームメニュー（就職活動サポート概略） 

 卒業前年次 （全学科） 卒業年次 （学科別メニュー） 

前期 

キャリアセンターの紹介、コミュニケ

ーション力向上ワークショップ 

履歴書・エントリーシート添

削、面接対策（対面面接指導、

オンライン面接指導） 

業界・求人情報の紹介 

後期 

自己理解セッション（自己分析・強み

発見）、業界研究、履歴書作成指導、メ

ール文の作り方、など 

求人紹介＋個人面談 （全学科） 

 

5) 履歴書作成指導および履歴書添削 

本校では、就職活動において履歴書の不備により書類選考で不採用になる学

生が多く見受けられる。この問題に対応するため、履歴書やエントリーシート

指導を充実させた。学生が記載した履歴書内容を外部の専門家に添削してもら

うことを令和 6 年度も継続して実施。返却時には、キャリサポーターもコメン

トを添えることで精度と質を向上させた。 

 

6) オリジナルスケジュール手帳『JEC Career Navi』 

就職率の向上を図る本校では、就職率の向上を図るツールとして、本校オリ

ジナルスケジュール手帳『JEC Career Navi』を 4 月の新入生オリエンテーショ

ン時に配布している。この手帳のコンテンツは、ダイアリーに加えて、社会人

基礎力自己診断、就職活動のお役立ち情報、就職活動に関する先輩のエピソー

ド、キャリア観醸成のヒントとなる有名人の金言・格言など情報満載である。 

 

7) 施設の充実 

令和 3 年 8 月に実施した大規模なレイアウト変更により、利用環境が大幅に

改善されて以来、就職活動準備だけでなく、学生が自主的に学習や活動を行う

場所となり、閲覧・自習エリアの利用者が年々増加している。また、令和 6 年度

も全クラスが１～2 回のホームルームをキャリアセンターで実施するに至った。

オンライン就職活動用個室（WorkPod）の利用率も上がり、希望日時の予約が取

れないこともある。昼休みや授業終了後はキャリアサポーターに相談するため

来室する学生が多くなり、令和 6 年度は、これまで以上に賑やかな時間が増加

した。キャリアセンターは、就職内定率向上とともに学生サポートの向上にも

大きく貢献している。 
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1)閲覧・自習エリア 

 

 

2)資料閲覧エリア 

（ポートフォリオ・新聞など） 

 

3)オンライン就職活動用個室

（WorkPod） 

 

4)面談エリア 

 

5)職員エリア 

 

6)学生対応 

図 5-1 キャリアセンター 

 

キャリアサポーターは、クラス担任と常に連携し、組織的学生指導体制を築いてい

る。キャリアサポーターは全ての学生に対して個別相談を実施し、カウンセリング、

情報提供、適切なアドバイスなどを行う。キャリアサポーターとクラス担任は、学生

の就職活動進捗状況や内定・決定情報を共有し、内定に至らない学生の課題解決を支

援する。 

 

〇課題、解決の方法 

 

 特になし。 
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〇特長として強調したい点 

 

組織的学生指導体制による就職指導、クラス担当キャリアサポーター制度は、本校

独自の制度である。キャリアサポーターは、キャリアカウンセリングに関する研修に

努め、「国家資格キャリアコンサルタント」、「一般財団法人職業教育・キャリア教育財

団認定キャリアサポーター」などの専門的な資格を有している。 

例年、本校に在籍する留学生の 7～8 割が、日本における就職を希望する。留学生の

就職指導にあたっては、留学生キャリアサポートが貢献する。就職活動の準備段階か

ら説明会を実施し、留学生に求められる就職活動のあり方を指導する。キャリアセン

ターは、留学生積極採用企業を募り、留学生に対しても潤沢な求人情報を提供してい

る。これらによって、令和 6 年度は 153 名（90.5%）が日本での就職を実現した。 

 

 

【5-17】中途退学への対応 

 

〇考え方・方針、現状 

 

5-17-29 退学率の低減が図られているか 

 

キャリアセンターが中心となって退学率低減対策を企画・運用し、クラス担当キャ

リアサポーターとクラス担任、その他の教職員が連携する組織的学生指導体制によっ

て、退学率の低減を図ることとする。 

 

退学率の低減を図るためのベースとなる対策は、出席率向上対策である。出席率の

悪い学生は、やがて中途休退学につながるという仮説を根拠としている。クラスを進

級年次と卒業年次に分け、各期のクラス平均出席率の目標値を設定しており、進級年

次は 95.0%、卒業年次は 90.0%としている。これをモニタリングする方策として、キャ

リアセンターで週ごとにクラス平均出席率の表（表 5-2 参照）を作成し、全教員で情

報共有を行っている。 

退学率の低減を図るための対策として、クラス担任が「クラス在籍人数・学生状況

報告書」、「学生指導記録」、「経過表」を作成し、学生一人ひとりの状況を常に把握し、

個別指導を行っている。これらから把握する学生の状況によっては、面談を行い、必

要に応じてキャリアサポーターが家庭訪問を行うなどの対策を行っている。これらの

個別相談などを実施した場合は、その内容を記載する「経過表」を作成および更新し、

クラス担当キャリアサポーターとも情報共有したうえで、クラス担任が保存している。

「経過表」は、休退学処理をする場合は、これまでの対応履歴の証明として添付が義

務付けられている。 

退学率の低減を図るためのその他の対策は、以下のとおりである。 
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1) 学生指導記録に、学生自ら学習目標（年度目標、各期の目標）を記入し、クラ

ス担任と共有しながら目標管理を行う。 

2) 4 月当初に「JEC Week（準備教育期間）」を設け、新入生に対して早期にさまざ

まな働きかけを行う取組み。 

3) 新入生に対し 4月と 7月にアンケートを実施し、そのアンケート結果を分析し、

中途退学予備軍を抽出し、早期に対応する取組み。 

4) 新入生父母会を 4 月に実施し父母の協力を得る取組み。 

5) 皆勤賞・精勤賞を設け、各期に表彰することによって出席意欲を高める。また、

入学から卒業まで、在学期間を通じて皆勤の者に対して卒業式の場で特別表彰

を行う（令和 6 年度の卒業式表彰は、昼間部 71 名、夜間部 6 名） 

6) 週単位で出席率が低下している学科や休退学率が増加している学科について、

科長やクラス担任と面談を実施し、教員へのフォローを行う取組み。 

 

これらの退学率低減対策を講じ、令和 6 年度（令和 7 年 3 月 31 日現在）の退学率は

7.91%となり、令和 5 年度から 1.11 ポイント改善した。退学の理由は 4 分類しており、

①学習、②経済、③健康、④その他、としている。このうち、②経済、③健康の理由

については、学校として取り得る対策が限られているため、中途退学予防対策は、主

に①学習理由の低減に注力している。令和 6 年度の学習理由による退学率は 3.41%で

あり、令和 5 年度より 1.5 ポイント改善した。 

 

表 5-2 令和 6 年度 クラス別週間出席率一覧（第 2 週：4/15～） 抜粋 

 

 

 

 

平均 平均
1AD03 (39) 100.0% 2CC01 (22) 100.0%
2AU01 (35) 100.0% 2KJ01 (33) 99.8%
1CR01 (42) 100.0% 3KZ01 (11) 98.1%
1AG01 (38) 100.0% 2JY01 (39) 97.9%
1JY01 (42) 99.7% 2JN01 (41) 97.6%
1KJ01 (41) 99.7% 2CC02 (15) 97.3%
1AU01 (33) 99.5% 2JY02 (39) 97.1%
1AD01 (39) 99.5% 3CU03 (32) 97.1%
1JN03 (47) 99.4% 2CM01 (31) 95.9%
1CC02 (30) 99.3% 2AW01 (27) 95.8%
1CI04 (35) 99.2% 2AD04 (24) 95.6%
1CC01 (30) 99.1% 2AD02 (29) 95.6%
1CU01 (38) 99.1% 2AV01 (33) 95.5%
1AV01 (39) 98.9% 3AR01 (33) 95.2%
1CA02 (45) 98.9% 2JN04 (42) 95.1%
1CI03 (35) 98.9% 2CI03 (37) 95.0%
1AD04 (39) 98.7% 2AD03 (31) 94.8%
2CU01 (32) 98.7% 3CU01 (36) 94.5%
1JN01 (46) 98.6% 2CI02 (31) 94.2%
2CU02 (33) 98.5% 2CA01 (40) 94.2%

令和6年度　クラス別出席率一覧(4/15-4/19）

進級クラス 卒業クラス
クラス クラス
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〇課題、解決の方法 

 

 令和 6 年度の退学率は 7.91％と、直近 3 年間で最も低い数値となった。令和 6 年度

の数値目標は、前年度数値（全体 9.02%・学習を要因とする 3.56%）以下と設定し、そ

れぞれクリアーすることができたが、究極の退学者 0（ゼロ）を達成することは出来

なかった。個別面談は退学防止に一定の効果はあるが、本質的課題の解決という観点

では、見直しや補助的な施策を実施する必要がある。個人面談には、多くの時間が必

要になり、担当者の他の業務に支障が出る可能性もある。面談はあくまで「対症療法」

であり根本的な解決には至らず、退学率の低下が「個別面談の結果」であるかどうか

の因果関係を証明するのが難しい。 

学生一人ひとりへの丁寧な対応を実現するために、ホームルームなどの全体指導の

時間を一部調整し、個別面談の時間を充実させる。補助的な施策としては、「面談担当

を分担制・チーム制にする」「希望制やオンラインでの柔軟な面談対応」「匿名アンケ

ートやチャット相談の導入」などを実施し、退学者 0（ゼロ）を目指す。 

 

〇特長として強調したい点 

 

クラス担当キャリアサポーター制度は本校独自の制度であり、就職指導だけではな

く、中途休退学予防対策にも貢献する。これに看護師、臨床心理士、留学生窓口とク

ラス担任の連携が加わった組織的学生指導体制によって、中途休退学予防対策を図っ

ている。 

 

 

【5-18】学生相談 

 

〇考え方・方針、現状 

 

5-18-30 学生相談に関する体制を整備しているか 

 

本校では、以下に記すとおり、学生の学校生活の満足度の向上および心身の健康管

理を行い、また留学生の学習・生活指導の充実を図っている。 

学生相談は、相談内容に応じて、キャリアセンター、心理相談室、保健室が担って

いる。また、それぞれがクラス担任とも連携し、各種問題に敏速に対応できる体制を

整えている。 

心理相談室は、カウンセリングルームを設置しており、専任カウンセラーを 2 名（男

女各 1 名）配置している。相談は、対面をはじめ、オンライン・電話・メールなど、

学生の要望に応じて柔軟に対応できる体制を整備している。また、心理相談室は、専

用の出入口を設けるとともに声が外部に漏れないよう隔離された部屋を使用し、プラ

イバシー保護に努めている。 

学生への相談窓口の周知については、教員およびキャリアセンター職員といった人
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的案内および相談申込みフォームのあるオフィシャル Web サイトや学園生活ガイドな

どで行っている。 

相談時は、申込みフォームおよび初回面接においてインフォームドコンセント（説

明を受け納得したうえでの同意）を行い、相談記録に関しては心理相談室（カウンセ

リングルーム）外への持ち出しを原則禁止とし、鍵つきの引出しや棚において慎重に

取扱っている。相談記録の保管期間は 5 年間を基本とし、保管期間を過ぎた記録に関

しては業者による溶解処分を行っている。 

キャリアセンターのキャリアサポーターは、キャリアカウンセリング研修・資格取

得を通じてカウンセリングスキルを培っており、学生相談にも応用している。心理相

談室の 2 名のスタッフは、臨床心理士の有資格者であり、保健室には看護師 2 名を配

している。 

関連医療機関との連携について、特定の医療機関との連携は行っていない。医療機

関の受診を促すことはあるが、医療機関の選択は学生に任せている。 

 

5-18-31 留学生に対する相談体制を整備しているか 

 

留学生の学習・生活指導などについての管理体制は、キャリアセンターの組織的学

生指導体制の一環として位置づけられており、留学生キャリアサポート職員 4 名が専

属として担当している。留学生キャリアサポートでは、中国語ネイティブ 1 名、韓国

語ネイティブ 1 名を配置し、入学後の生活、学費面の相談、出入国在留管理庁への取

次申請などを行っている。 

出入国在留管理庁への取次申請は、取次申請の資格を持った職員が行っている。本

校では、広報部 1 名、キャリアセンターの職員 4 名が取次申請の資格を有している。 

令和 5 年度の取次実績は、在留資格更新 100 件、資格外活動許可申請 100 件、在留

資格認定証明書交付申請 27 件（内 1 件認定後辞退）であった。 

留学ビザ在留期間管理、資格外活動管理、出席管理を徹底し、出入国在留管理庁へ

の留学生在籍報告は毎月適正に行っている。 

法務省が、入国・在留審査方針上、専修学校に係る在籍管理能力について主に不法

残留者の発生率の大小をもって判定する「適正校」の認定について、本校は、平成 12

年 1 月の制度施行以来、毎年継続して認定されており、令和 5 年度も認定された。さ

らに、適正校として選定された教育機関のうち、特に在籍管理が適正であると認めら

れる「適正校（クラスⅠ）」にも選定された。 

学習・生活指導においては出席率を重視し、出席状況を毎日確認している。 

毎週、留学生の週間出席状況一覧を作成し、出席不良者（週間出席率 80%以下）の学

生を抽出するとともに、クラス担当キャリアサポーターとクラス担任で情報共有し、

早期に声掛けや面談につなげている。この面談を通じて、学習状況や生活状況も確認

することができるため、早めのサポートやアドバイスにつながっている。またこれら

の面談記録は、留学生台帳に入力されており、留学生キャリアサポーターは学生対応

する際に過去の相談内容や指導内容を確認したうえで対応することができるようにな

っている。 
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留学生の学習上の障害で最も多いのが日本語能力の問題である。それを解決するた

めに、これまでも入学直後に、日本語能力向上のための「特別日本語講座」を行って

おり、令和 5 年度は 18 名が受講した。また、令和 6 年度 4 月入学対象者で日本語試験

の成績が不十分であった留学生には、入学直前にも特別日本語講座を実施し、18 名が

受講した。 

また、就職・進学など卒業後の進路に関する支援として「外国人留学生キャリア形

成促進プログラム」制度について申請し、認定を受けた。これは質の高い教育を行っ

ている専門学校を卒業した留学生に対し、就職に際しての在留資格変更の要件を大学

卒者と同じく柔軟に判断されるもので、日本での就職先選択肢が大きく拡大される。

令和 5 年度の認定校数は、全国 2693 校の中で 184 校（約７％）であり、この中に本校

も含まれている。 

 

〇課題、解決の方法 

 

 特になし。 

 

〇特長として強調したい点 

 

キャリアセンターでは、キャリアサポーターが、ホームルームなどを通じた学生と

の信頼関係を基礎として、就職相談に加えて、その他さまざまな相談に対応する。万

一、長期欠席に陥った学生が生じた場合には、キャリアサポーターが家庭訪問を行う。

また、心理相談・健康相談は、心理相談室・保健室がそれぞれ対応しており、組織的

学生指導体制が構築されている。 

例年、財団法人日本語教育振興協会、日本語学校教育研究大会が主催する、日本語

学校の教職員が留学生に勧めたい進学先を選ぶ「日本留学 AWARDS」があるが、令和 5

年度は、本校が「日本留学 AWARDS 専門学校 技能・技術系部門 東日本」において、

通算 7 度目の大賞に選ばれた。 

また、令和 6 年 3 月 29 日、「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」制度の認

定を文部科学省から受けた。初年度の認定校は、全国 2693 校の中で 184 校（約７％）

であった。 

外部からの評価や認定の有無にかかわらず、留学生への積極的で献身的なサポート

を今後も継続することに変わりはない。 

 

 

【5-19】学生生活 

 

〇考え方・方針、現状 

 

本校では、学生の生活を支援するため、経済面、健康面、生活環境面、課外活動に

おいて、さまざまな体制を整備している。 
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これらの体制は、社会情勢や環境の変化、学生とその家庭からの要望に応じて見直

しや向上を図っていく必要がある。 

 

5-19-32 学生の経済的側面に対する支援体制を整備しているか 

 

学生に対する経済的な支援は、本校独自の制度として設けているものと、国の制度

を利用するもの、民間の制度を利用するものがある。『入学募集要項』や『保護者・高

等学校教員のみなさまへ』で周知を図ったうえで、各部署が連携して適宜紹介・斡旋

を行うとともに、全ての経済的支援制度の利用について実績を把握している。 

 

1) 本校独自の経済的支援制度 

 「学費等減免規程」に則り、以下表 5-3 に示した本校独自の奨学金制度や、

大規模災害発生時に対応する経済的支援制度を整備している。また「学費納入

規程」に則り、学費分納制度や延納制度を整備し、個別相談対応など、経済的

な支援をきめ細かく実施している。 

  

表 5-3 本校独自の奨学金制度 

制度一覧 免除額 

日本電子専門学校特別奨学生 ¥400,000 

成績特待生 ¥100,000 

試験特待生 ¥100,000 

資格特待生（Ａ） ¥200,000 

資格特待生（Ｂ） ¥100,000 

資格特待生（Ｃ） ¥50,000 

美術特待生（Ａ） ¥100,000 

美術特待生（Ｂ） ¥50,000 

課外活動特待生 ¥50,000 

進級時学費免除制度（留学生） ¥100,000 

親族入学優遇制度 ¥200,000 

  

2) 公的制度 

日本学生支援機構奨学金制度、東京都育英資金、国の教育ローン、留学生受入

れ促進プログラム（旧文部科学省外国人留学生学習奨励費給付制度）、新宿区外

国人留学生学習奨励金制度を適宜紹介・斡旋している。 

日本学生支援機構奨学金制度（日本人）については、令和 6 年度は、732 名（前

年度比-34 名）が貸与を受け、352 名（前年度比+32 名）が給付を受けた。これ

らの手続きを学生が間違いなく行うために、毎年多数の説明会などを開催して

いる。あわせて、説明用の Web サイトを作成してサポートを行っている。 

日本学生支援機構奨学金制度（留学生）については、令和 6 年度は、2 名（前
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年度比+-0 名）が 6 ヵ月、18 名（前年度比-1 名）が 12 カ月の給付を受けた。 

令和 2 年 4 月より実施された高等教育の修学支援新制度（以下、「修学支援新

制度」という。）については、令和元年度に「大学等における修学の支援に関す

る法律（令和元年法律第八号）」に基づき、本校は東京から一定の要件を満たす

「確認大学等」であることの確認を受けた。令 6 年度に住民税非課税および、非

課税に準ずる世帯などとして減免対象となった在校生は 350名（前年度比+41名）

である。そのうち、今年度より新たに追加となった区分の多子世帯は 15 名、理

工農系は 45 名である。 

 

3) 民間の制度 

民間の信販会社と提携し教育ローンを紹介している（提携会社：オリエントコ

ーポレーション、JACCS、三井住友カード）。令和 6 年度の利用者はオリエントコ

ーポレーション 25 名（前年度比-17 名）、JACCS19 名（前年度比+15 名）、三井住

友カード 5 名(前年度比+5 名)であった。 

また、新聞奨学金制度、共立国際交流奨学財団奨学金制度（留学生）、公益財

団法人国際人材交流支援機構（IHNO）（外国人・留学生）などを紹介している。 

 

5-19-33 学生の健康管理を行う体制を整備しているか 

 

学生の健康管理を担う組織体制は、本学園の総務部が統括しており、保健室および

心理相談室を設置している。 

本校が選任している校医は、医療法人社団広恵会春山記念病院に勤める医師である

（医師個人との契約）。 

保健室には、看護師資格を持つ職員を 2 名配置し、学校保健安全法に則って年度当

初に作成した「学校保健計画」とおりに業務を遂行している。学校保健計画に基づい

て行う定期健康診断については、学生の健康状況を把握するとともに記録を保存して

いる。異状所見のある学生には健康診断後 3 週間以内に通知し、一部は保健室におい

て 2 次検査を実施している。そのほか、健康調査票による情報を活用した面談や、健

康教育も実施している。また、校内で発生する病気や怪我の救急対応も適宜行ってい

る。 

心理相談室には、公認心理士・臨床心理士の資格を持つ専任カウンセラー2 名（男

女各 1 名）を配置し、さまざまな心的健康相談に対応している。 

以上のとおり、校医、看護師、公認心理士が連携して学生の心身ともに健康管理に

努めている。 

本校所在地の至近に医療法人社団広恵会春山記念病院が所在しており、長年に渡り

良好な関係を築いている。特段の契約は締結していないが、校内で発生した傷病案件

について随時通常の対応をして頂いている。 
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5-19-34 学生寮の設置等の生活環境支援体制を整備しているか 

   

学生の生活環境への支援としては、指定寮を備え、学事部学務課が窓口となって紹

介・斡旋している。学生寮事業を営んでいる企業と業務提携を結び、特定の学生寮を

本校の指定寮として学生に提供している。提携企業との連携で、学生寮の数、利用人

員、充足状況は明確になっている。 

指定寮では、学生の食事・健康面、安全面に配慮し、安心して勉学に励んでいける

生活環境を整えている。毎日の食事提供においては、専任栄養士がバランスの良い食

事メニューを作成し、朝・夕の 2 食を手作りで提供している。また、寮長・寮母が 24

時間常駐し、日頃の生活サポートはもとより、病気や怪我などの不慮の事態にも父母

の代わりとなり対応している。 

実家を離れて入学する学生に、安全で衛生的、かつ、快適な生活環境を確保できる

よう支援することは、父母の不安を解消するとともに、学生が学習に集中できるよう

にする点で意義が大きい。 

 

5-19-35 課外活動に対する支援体制を整備しているか 

 

クラブ活動は、同好会を含め体育系 11 団体、文化系 12 団体の計 23 団体が活動し

ている。クラブ活動運営においては、顧問教員 1 名以上を配置し、学生管理や活動支

援を行っている。体育系クラブは専修学校体育連盟や種目別連盟に加盟し、春季・秋

季に開催される専修学校間の大会や対抗戦に参加している。 

クラブ活動への支援策としては、大会参加時の顧問教員による引率、活動補助費（合

宿活動補助費を含む）の配分、対外試合などに参加する場合の公欠制度がある。また、

大会などで顕著な活動（好成績）を残した学生には、その記録を成績証明書に記載し、

卒業式などにおいて表彰している。 

 

〇課題、解決の方法 

 

特になし。 

 

〇特長として強調したい点 

 

日本学生支援機構奨学金制度（日本人）について、希望者が年々増加しているため、

入学決定者に対し、入学決定者専用の Web サイト「JEC さくら Navi」にて、説明や必

要書類の記入見本などを掲示し、入学後の手続きに齟齬が無いよう努めている。 

令和 2 年から始めたこの取組みにより、入学前から手続き書類の確認や準備ができ

るため、書類の提出漏れや記載内容間違いの防止に役立っている。 

学生の健康管理を行う体制として、校医、産業医、看護師、臨床心理士が連携し、

細やかなサポートを行っている。 
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【5-20】父母等との連携 

 

〇考え方・方針、現状 

 

学生が学園生活を送るうえで、父母などとの連携は欠かせないものとなっている。

特に近年では、学習面のみならず、健康面（身体的・精神的）の問題を抱えている学

生も多く、これまで以上にその重要度は増加している。本校では、父母などへの情報

発信、父母会、必要に応じた父母などとの面談などを適宜実施し、適切に父母などと

連携するように努めることを基本方針としている。 

 

5-20-36 父母等との連携体制を構築しているか 

 

本校は、高等学校のような PTA や父母会といった組織を持っていないため、父母な

どとの連携、連絡などにおいては定期的に学校から情報を発信し、支援を依頼してい

る。 

入学直後（4 月下旬）および、次年度卒業年次となる学年の後期授業開始後（10 月

下旬）には「父母会」を実施し、本校の教育活動の方針や個々の学生の状況、就職状

況や就職指導体制などを父母などに説明するとともに、クラス担任との個人面談を行

っている。学生、父母などとの面談内容や指導状況は「学生指導記録」や「経過表」

に記録し、必要に応じて部署間で共有している。令和 6 年度は以下の要領で実施した。 

 

 1） 新入生 父母会 

・説明動画のオンデマンド視聴（3 週間） 

  校長挨拶（162）、本校の教育について（118）、学園生活について（119） 

    ※（ ）内は視聴回数 

2） 次年度卒業年次生 父母会 

・全体会 対面参加 139 名（10 月 19 日） 

 ①校長挨拶 

②本校のキャリア支援について 

・キャリアセンターのサポート体制 

・就職関連の令和 5 年度実績・令和 6 年度状況・令和 7 年度サポート方針 

※全体会終了後 1 週間、説明動画のオンデマンド視聴を可能とした 

・対面またはオンラインによる個人面談（10 月 19 日） 

  対面 141 件、オンライン 68 件 

 

父母などに対する定期的な情報発信として、学期の開始時には時間割、年間行事予

定表などを郵送し、学期の終了時には成績票、出席票などを郵送している。また、本

校の教育内容・成果への理解を深めて頂く目的で、学校行事（日専祭（学園祭）、スポ

ーツフェスティバル（体育祭））や学科が主催する作品発表会などへの参加も推奨して
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いる。なお、科目のシラバスや父母会での配布資料などは、インターネット環境で常

時閲覧が可能となっている。令和 6 年度後期からはご父母専用サイトを開設し、学生

の出席状況や成績など各種情報の閲覧や、各種案内ができる環境を整えた。 

上記に加え、クラス担任が状況に応じて学生個々の様子を父母などに連絡し、相談

や支援を依頼するなど、緊密な情報交換が行われている。キャリアセンターの学生相

談においても、家庭訪問を必要とする学生であれば、父母などに連絡をしたうえで訪

問面談を行っている。 

父母などからの相談内容も多岐にわたるため、必要に応じて適切な部署および担当

者が対応する体制を下記のとおり整備している。 

 

1) 学習面：学科教員（クラス担任含む） 

2) 就職面：キャリアセンター 

3) 心理面：キャリアセンター、心理相談室 

4) 健康面：キャリアセンター、保健室 

5) 学費面：学事部学務課 

 

また、父母などへの緊急連絡が生じた場合は、学生指導記録および緊急連絡先に記

載された宛先へ連絡をする体制が確保されている。なお、急な休校などが発生した場

合には、オフィシャル Web サイトへの掲載による連絡方法も活用している。 

 

 

〇課題、解決の方法 

 

特になし。 

 

〇特長として強調したい点 

 

中途休退学予防対策の一環として、入学当初から父母などとの信頼関係を築くため

のさまざまな取組みを行っている。入学直後の父母会から始まり、スポーツフェステ

ィバル（体育祭）、日専祭（学園祭）、次年度卒業年次生父母会など各種学校行事への

参加案内を行い、教職員と接触する機会を多数用意することで、父母などとの十分な

コミュニケーションを実現できている。 
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【5-21】卒業生・社会人 

 

〇考え方・方針、現状 

 

5-21-37 卒業生への支援体制を整備しているか 

 

卒業生への支援体制を組織的に整備し有効に機能させるために、その役割を同窓会

およびキャリアセンターが担っている。同窓会は、卒業生相互の親睦を図るとともに、

卒業生と母校との関係を緊密にし、母校の発展に寄与することを目的として昭和 49 年

に設立され、令和 6 年に創立 50 周年を迎えた。同窓会では、理事会や総会の開催、メ

ールマガジンの配信などの事業を通じて母校教育活動（学生募集、就職支援、学校教

育への助成など）への協力を行っている。 

同窓会の運営は、会長 1 名、副会長 2 名、理事 8 名、事務局 1 名で行っており、年

間の活動は、表 5-5 のとおりである。 

 また、韓国、台湾に同窓会海外支部を設置している。韓国支部は、支部会長 1 名、

副会長 1 名、事務局長 1 名、台湾支部は、支部会長 1 名、事務局長 1 名で運営してお

り、毎年現地で総会を開催している。 

 

表 5-4 令和 6 年度 同窓会主催活動実績 

 イベント スケジュール 

1 理事会 5 月 29 日、7 月 24 日、9 月 9 日、

10 月 1 日、令和 7 年 3 月 24 日 

2 同窓会創立 50 周年記念式典 

於：京王プラザホテル 

10 月 26 日 

3 同窓会総会、クラス幹事会 10 月 26 日 

4 同窓会ホームページの運営 随時更新 

5 メールマガジンの発行 年 10 回発行 

6 韓国支部総会 8 月 24 日 

7 台湾支部総会 7 月 20 日 

8 留学生異文化作文コンテスト 7 月 31 日～ 10 月 10 日 

 

キャリアセンターのサポートは卒業生も対象としており、「生涯就職サポート」とし

て卒業後の就職活動や転職サポートも行っている。就職情報を必要とする卒業生は、

求人票検索システムを利用できるように ID と PW 発行し「就活 Navi」のページを閲覧

出来るようになっている。 

例年卒業生からも就職相談や転職相談について連絡があり、分野担当キャリアサポ

ーターによるサポートを実施している。 

卒業生が、卒業後直ちにあるいは、しばらく就業した後に再・編入学して、キャリ

アアップのための学習に取組む場合、入学金免除の措置を講じている。 
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5-21-38 産学連携による卒後の再教育プログラムの開発・実施に取り組んでいるか 

  

卒業後のキャリアアップ支援を目的として、関連業界・職能団体などと卒業生の再

教育プログラムの共同開発に対する取組み、または学会・研究会活動において、関連

業界などと連携・協力を行っている実績はこれまでにない。 

令和 4 年度に行った、本校に求人を頂いている企業に対する「リスキリングに関す

るアンケート調査」の結果から、直ぐに再教育プログラムの開発などに着手する必要

はないという結論に至っているが、令和 7 年度にリスキリングに関するヒアリング調

査を実施する予定である。 

 

5-21-39 社会人のニーズを踏まえた教育環境を整備しているか 

 

社会人経験者の学習支援に関連し、厚生労働省管轄の雇用保険制度における専門実

践教育訓練給付講座の指定を受けている。令和 6 年度は、次の 10 学科が指定講座とし

て認定されている。 

 

1) 情報処理科 

2) 情報システム開発科 

3) AI システム科 

4) 電気工事技術科 

5) 電気工学科 

6) 電気工事士科 

7) 電子応用工学科 

8) モバイルアプリケーション開発科 

9) グラフィックデザイン科 

10) Web デザイン科 

 

本制度では、これまで 56 名（令和 6 年度：新規 12 名）の社会人が利用し学習支援

を受けている。 

また、東京都が実施主体となる専門人材育成訓練（長期高度人材育成コース）の実

施機関として、求職者の方を対象とした職業訓練の委託を受けている。令和 6 年度は、

コンピュータグラフィックス科、ゲーム制作科、ネットワークセキュリティ科、電子

応用工学科において計 26 名が入校した。本制度では、これまで 60 名が利用し再就職

支援を受けている。 

本校では、社会人経験者の入学に際し、入学前の履修に関する取扱いを以下のよう

に「学則」に定めている。 

 

（学則第１２条）生徒が本校入学前に他の専修学校、大学等において行った授業科

目の履修等は、別に定める規定に基づき、出願時に申請があれば、本校各課程におけ
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る授業科目の履修とみなすことができる。ただし、転学等の場合を除き、前条により

当該課程における授業科目の履修とみなす授業時数と合わせて当該課程の修了に必要

な総時間数の２分の１を超えないものとする。 

 

また、当該規定に則って、科目認定制度と手続きの手順を『学園生活ガイド』に明

示している。 

社会人学生に配慮した長期履修制度は導入していないが、本校は夜間部に 4 学科を

設置し、昼間に働きながら学習する社会人学生の便宜を図っている。令和 6 年 4 月の

夜間部入学者は、合計 64 名であり、入学時に把握した在職者は 29 名である。加えて、

社会人などを対象とした科目等履修生制度を夜間部授業科目に設定している。 

社会人学生を含む夜間部学生の便宜を図るため、キャリアセンター閲覧室および図

書室の平日の運用時間を 18 時までとしている。当該学生は、夜間部授業開始時刻 17

時 50 分の直前まで利用することができる。 

夜間部に在籍する社会人学生は、他の学生同様にキャリアサポーターによる就職な

ど進路相談を受けることができる。なお、個別の事情がある場合は、運用時間の延長

も含め柔軟な対応を行っている。 

 

〇課題、解決の方法 

 

卒業後のキャリアアップ支援については、企業側の要望を定期的に確認する必要が

ある。仮に事業化する場合には、その方策を具体化するとともに収益を上げることも

必要になる。 

令和 5 年度より、中期事業計画〔2026～2030 年〕の検討を開始しており、卒業後の

キャリアアップ支援を企業側から求められる場合には、その具体策を計画に含めて実

行する。 

 

〇特長として強調したい点 

 

同窓会が発足してから 50 年間に亘って活発に活動しており、日本国内のみならず、

海外支部（韓国、台湾）を設立し、それぞれの国で同窓会活動が行われている。 

また、キャリアセンターの生涯就職サポート体制によって、卒業生をフォローアッ

プする体制を組織的に整備し、卒業後のキャリア形成にも貢献している。 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

基準 6. 教育環境 

 

【6-22】施設・設備等 

 

〇考え方・方針、現状 

 

 本校は、専修学校設置基準などの関連法令に則し、施設・設備を整備する。先進的

な技術教育を行い、実社会に即応した教育を行うため、定期的に実習設備や教具の入

れ替えを行うなど、教育上支障が無いように整備する。さらに、学生が安全、快適に

学ぶ環境を提供するため、バリアフリー化に取組む。これらを基本方針として、施設・

設備などの教育環境を整備する。 

 

6-22-40 教育上の必要性に十分対応した施設・設備・教育用具を整備しているか 

 

1) 施設・設備・教具等の法令基準の適合性 

 本校は、専修学校設置基準など、関連の法令に則し、校地・校舎・施設・設備

を設置している。施設・設備・機械器具などは専修学校設置基準（昭和五十一年

文部省令第二号）により教室（講義室、演習室、実習室などとする。）、教員室(本

館)、事務室（本館、7 号館）、図書室（3 号館）、保健室（本館）を備えており校

地面積も必要以上に備えている。 

 各学科では、業界の技術動向や教育課程編成委員会での意見を参考にして、業

界標準の技術はもとより、先進的な技術を学ぶための新規設備を導入するなど、

定期的に整備をしている。 

 本校は、最先端の技術を教育する専門学校であるため、高度な専門知識と技術

など、実社会に即応した教育を行うための環境を整えることが必要と考える。本

校の 12 棟の校舎には、学生・教職員用、研究授業用、サーバー用を含め約 2,000

台のパソコンを保有している。普通教室と実習室を含む殆どの教室では、プロジ

ェクターとスクリーンが設置され、充実した教育環境を提供している。 

 令和 6 年度に実施した主な教育環境整備、ならびに先進的な学習支援施設・設

備・教具の具体的な導入事例の一部について記載する。 
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表 6-1 令和 6 年度に実施した主な教育環境整備 

対象学科 整備内容 数量 

コンピュータグラフィックス科 932 実習室 3D プリンター 1 

コンピュータグラフィックス研究科 7B11 実習室 パソコンリプレイス 45 

ＣＧ映像制作科 
511 実習室 スタジオ照明 

（※図 6-1 詳細記載あり No.①） 
1 

アニメーション科 

1271 実習室 パソコンリプレイス 53 

1271 実習室 Wacom 制 Cintiq22 液晶

ペンタブレット 

（※図 6-1 詳細記載あり No.②） 

53 

アニメーション研究科 1261B 実習室 75 インチ大型モニター 1 

ゲーム制作研究科 

801 実習室 パソコンリプレイス 42 

412 実習室 パソコンリプレイス 45 

741 実習室 AR/MR グラス 

（※図 6-1 詳細記載あり No.③） 
5 

ＡＩシステム科 
221 実習室 パソコンリプレイス 40 

231 実習室 パソコンリプレイス 40 

ＤＸスペシャリスト科 学生貸与用タブレット端末 36 

ネットワークセキュリティ科 861 教室 中間補助モニター 23 

情報処理科 
322 教室 パソコンリプレイス 

     中間補助モニター 

50 

24 

モバイルアプリケーション開発科 781 実習室 パソコンリプレイス 45 

情報システム開発科 

161 実習室 パソコンリプレイス 

      メカニカルキーボード 

（※図 6-1 詳細記載あり No.④） 

48 

電子応用工学科 
実習用マイコンボード 

（※図 6-1 詳細記載あり No.⑤） 
32 

 

① ＣＧ映像制作科スタジオ実習室 

ＣＧ映像制作科ではフルカラーに対

応したスタジオ照明を設置した。タブ

レットでの照明操作が可能となり、グ

リーンバック撮影をはじめ、学生の作

品制作の幅を広げることを目的として

設置した。   
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② デジタルアニメ制作ルーム 

アニメーション科ではアニメ制作企

業で標準的に使用される Wacom 社製の

Cintiq22HD を導入した。 

 

③ AR/MR グラス 

ゲーム制作研究科では AR/MR グラス

として XRealOneを導入しコンテンツ開

発を行った。XRealOne は最大 376 イン

チ相当の画像をグラス内に表示が可能

で、パソコンや映像機器の画像をグラ

ス内に大画面で映すことは勿論、透過

処理も可能でカーナビゲーション的な

使い方や、ゲームで表示されるインタ

ーフェース（指示文字・矢印・アイコン

の表示）を表示しつつ、現実の世界も同

時に投影できる。 

 

 

④ 情報システム開発実習室 

情報システム開発科では学生の学習

効果を高めることを目的としプログラ

マ向けキーボード(メカニカルキーボ

ード)を導入した。メカニカルキーボー

ドは、プロのプログラマも愛用してい

ることが多いキーボードで、一般的な

メンブレン方式のキーボードと比較し

て、明確な打鍵感により正確な入力が

可能になった。 
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⑤ 実習用マイコンボード 

電子応用工学科では Arm ベースのマ

イコン STM32 を採用した実習用マイコ

ンボードを新規設計した。これにより、

現在多く使われている Arm アーキテク

チャを採用したマイコンの学習を行う

ことが可能になった。 

 

図 6-1 先進的な学習支援施設・設備・教具 

 

 

2) 図書室、実習室など学習支援施設の充実、卒業生への便宜の確保 

 これらの施設・設備を使い、卒業生が在籍する企業の研修会場として無償で実

習室を提供することや、学生と企業（卒業生）が連携した映画制作など、さまざ

まなプロジェクトを実施している。 

 卒業生の便宜の確保については、同窓会の理事会、会合などに教室や会議室の

貸出しを行い、同窓生の活動に寄与している。 

 図書室には、キャリアセンターの専任スタッフが１名常駐している。本校の学

科に関連する分野の図書を中心に約 2 万冊の蔵書を備え、閲覧・貸出を行ってい

る。また、卒業生から閲覧の依頼があれば、柔軟に対応する。 

 その他、教育上必要な設備・環境として、学生サポートを目的に保健室、カウ

ンセリングルーム、学生相談・進路相談・ライセンスサポートなど気軽に相談で

きる学生相談窓口を設置している。また、全学生にネットワーク ID を付与し、

学内に限らず自宅からも学内ネットワークに接続でき、学習情報や就職情報を

いち早く検索できる環境も整えている。キャリアセンターでは、生涯就職サポー

トを行うため、転職の相談にも応じている。また、各校舎に設置されている休憩

スペースの他、普通教室、本館 4 階オープンスペース、7 号館 2 階のコミュニケ

ーションスペースはラーニングコモンズとして有効利用されており、休み時間

の休憩場所や昼食場所の他、放課後の学びの場やさまざまな活動場所として開

放している。また、本館 6・8 階、7 号館 3 階にも学習スペースを設け、休み時

間や放課後の学びの場として開放している。 
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ラーニングコモンズの配置例 

 

モニターおよびプロジクター 

図 6-2 7 号館コミュニケーションスペースの設備 

 

 本校では、これら図書室や実習室などの教育施設を継続的に整備し、教育サービス

の充実を図っている。また、卒業生からの依頼があれば、本校の充実した施設・設備

を活用できるようにできる限り協力をする。 

 

3) 施設設備のバリアフリー化および衛生の確保 

 施設設備のバリアフリー化は、学生が安全、快適に学ぶ環境を提供するため、

状況に応じて取り組んでいる。施設のバリアフリー化として、車いす用トイレを

本館、6・7・8・11・12 号館に設置している。また、11 号館にスロープを、本館

に車いす用駐車場 1 台分を、9 号館メディアホールにいす式階段昇降機を、それ

ぞれ設置している。 

 

 

本館車いす用トイレ 

 

本館車いす用駐車スペース 
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メディアホールのいす式階段昇降機 

 

メディアホールのいす式階段昇降機 

図 6-3 施設のバリアフリー化 

 

 本校の衛生管理は、保健室の看護師を中心とした衛生委員会が監督し、月に 1 回委

員会を開催し情報の共有を行っている。本校の施設・設備である教室・実習室、トイ

レ、喫煙所など校舎全体の清掃は、外部の清掃業者に一括して依頼し、終日清掃を行

っている。学生の夏季休暇期間、冬季休暇期間には、建物全体の消毒や、床の洗浄と

ワックスがけを行う特別清掃が実施される。 

 年間を通じて、コロナ、インフルエンザなど感染症の予防として、マスク対応のお

願いポスター掲示や休み時間の換気の取組みを行っている。全ての建物の入口やトイ

レには、消毒液を常設している。 

 

入口設置の消毒用アルコールスプレー 

 

マスク対応のお願いポスター 

図 6-4 感染予防対策 

 

4) 施設設備などの保守管理の徹底 

施設・設備の保守管理の担当部署として施設管理課を設け、3 名の職員を配置

している。施設管理課が中心となって、快適で安全な授業空間を維持するため

に、日常的に確認と定期的な点検・メンテナンスを行い、教育上支障がないよう

に整備している。 
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5) 施設設備の更新・改修計画の策定と計画の進捗管理の適切性 

施設管理課において、中長期および単年度の施設・設備の更新・改修計画を

作成し、それに基づいた施設・設備のメンテナンスを行っている。現在は、さら

に充実した教育サービスを提供するため、中長期計画を NEXT10 で計画している。 

 

6) 施設設備などの保守管理の徹底 

施設・設備の保守管理の担当部署として施設管理課を設け、3 名の職員を配置

している。施設管理課が中心となって、快適で安全な授業空間を維持するため

に、日常的に確認と定期的な点検・メンテナンスを行い、教育上支障がないよう

に整備している。 

 

7) 施設設備の更新・改修計画の策定と計画の進捗管理の適切性 

施設管理課において、中長期および単年度の施設・設備の更新・改修計画を

作成し、それに基づいた施設・設備のメンテナンスを行っている。現在は、さら

に充実した教育サービスを提供するため、中長期計画を NEXT10 で計画している。 

 

〇課題、解決の方法 

 

 特になし。 

 

〇特長として強調したい点 

 

 本校は、令和 6 年度現在、校舎 12 棟の施設・設備を有し、昼間部 21 学科、夜間部

4 学科を設置している。学内には、実習室と事務部門などを合わせて約 2,000 台のパ

ソコンを保有している。学園全体のネットワークなどは、管理部にシステム管理課を

設置し管理を行っている。各実習室には、実習室管理者を配置して、先端の技術教育

を行うための情報機器やソフトウェアを整備するなど、教育環境を常に整備維持して

いる。 

 

 

【6-23】学外実習・インターンシップ等 

 

〇考え方・方針、現状 

 

本校では、専門職業人（スペシャリスト）としての専門性と社会人としての基礎的・

汎用的能力（汎用性）の両面を、各学科での一連の教育活動と、それを取巻く学園生

活全般をとおして養うことを教育の基本方針としている。そのため、学外実習（本校

では特別活動と呼ぶ）、インターンシップ、海外研修などは、その一環として制度化し、

実施することを推奨している。 
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6-23-41 学外実習・インターンシップ・海外研修等の実施体制を整備しているか 

 

学外実習（特別活動）、インターンシップ、海外研修は、いずれも本校の教育制度・

施策として、『学園生活ガイド』に下記のとおり記載されている。 

 

1) 学外実習（特別活動） 

各学科の教育活動は、カリキュラムの履修科目と特別活動により構成されて

います。特別活動は専門性を高めるだけに留まらず、感性を磨くための機会の

提供や、学生間の親睦、基礎的・汎用的能力の養成を目的としています。 

2) インターンシップ 

学生が在学中に企業において経験する実務を、学科の科目として認定する制

度です。 

インターンシップには事前の申請が必要であり、企業と学校との間で実務内

容が学科の特性に合ったものであるかを確認し、学生および父母（保証人）、企

業、学校の合意のもとで実施されます。 

 

3) 海外研修 

海外の最新動向や国際的な視野を身につけることを目的に、主にコンテンツ

分野の学生を対象に希望を募り、海外研修を実施しています。 

 

各学科の教育内容に応じた学外実習（特別活動）、例えば工場や展示会などの見学や

参画については、科長が中心となって授業の一環として企画・計画し、教員を含めた

適切な実施体制を敷いて運用する。通常の課外活動は、実施目的や計画の詳細を明記

した「特別活動許可願書」を稟議にかけ、関係各部署確認のうえで実施許可や予算措

置がなされる。展示会への参画、例えば東京ゲームショウへの出展のように大がかり

な課外活動はプロジェクトに位置づけ、学校全体の支援体制を構築する。これらは授

業の一環としての活動と位置付けられており、学生の活動の様子や実施後のレポート

などをもとに担当教員が各科目の評価基準に照らして成績評価に反映させている。 

キャリアセンターが管轄する課外活動には、スポーツフェスティバル（体育祭）、日

専祭（学園祭）など学校全体の行事に加え、クラブ・サークル活動、レクリエーショ

ン活動などがあり、社会人としての基礎的・汎用的能力を養う活動と位置づけて奨励

している。スポーツフェスティバル（体育祭）は、教職員実行委員、学生実行委員に

より運営される大型イベントである。コロナ禍による開催中止期間を経て令和 5 年度

より再開、令和 6 年度は教職員実行委員、214 名の学生実行委員の協力のもと、9 月

20 日に東京ドームにて開催した。当日は 270 名の父母などに加え、姉妹校である情報

経営イノベーション専門職大学の学生約 70 名も参加した。日専祭（学園祭）は毎年 10

月下旬から 11 月初旬の間に、全ての学科による学習内容の展示と並行して、トークシ

ョー、模擬店などの催しを実施するイベントである。学生実行委員が中心となり企画・

運用を行っており、在校生、父母などのほかオフィシャル Web サイトへの掲載、同窓

会が発行するメールマガジンなどで卒業生や関連企業に周知している。令和 6 年度は
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11 月 2 日・3 日に開催した。 

インターンシップは長年実施している教育制度であり、実施方法や手続きなども明

確化し、十分な実績がある。実施にあたっては、事前に学校と企業との間で、対象学

生、研修期間、研修の進め方に関して、以下の文書でインターンシップ実施契約を結

ぶ。 

 

1) 学校から実施企業への文書：企業研修の受入れについて（依頼文） 

2) 実施企業から学校への文書：企業研修実施承諾書 

 

インターンシップ開始後は、科長が実施企業の訪問、週 1 回のホームルームに学生

を出席させるなど、学生の状況を把握するようにしている。また、インターンシップ

終了後には、次の文書で実施状況および教育成果の確認を行っている。 

 

3) 学生から学校への文書：企業研修報告書 

4) 実施企業から学校への文書：成績評価 

 

本校のインターンシップは全学生を対象としたものではない。令和 6 年度のインタ

ーンシップ参加学生数は全体の 10％に満たず、そのほとんどが内定先企業の入社前研

修である。最近は短期間での実施や、在宅（リモート）での実施も増えているが、CG

制作企業やゲームソフト開発企業、ソフトウェア開発企業などでの職業体験は学生の

職業意識向上に繋がっており、インターンシップへの参加をきっかけとして就職内定

を獲得した学生もいる。なお、インターンシップ単体での成績評価は行っておらず、

企業からの評価や学生が作成する研修報告書などをもとに、担当教員が各科目の評価

基準に照らして成績評価に反映させている。 

海外研修においては、現地の企業や教育機関に精通しているエージェントと計画段

階から連絡を密に取り、現地企業との連携が十分行えるように配慮している。現地企

業の視察や教育機関内での体験実習などを研修の主目的とし、単なる観光旅行になら

ないように留意している。令和 6 年度は、クリエイター系の海外研修として「カナダ・

バンクーバー CG・VFX 研修 2024」を 9 月 11 日から 9 月 17 日までの 5 泊 7 日で実施

し、10 名の学生が参加した。現地ではコロナ対策を継続しているスタジオもあり、見

学先の確保が難航したが、現地コーディネーターによる手配、過年度の海外研修で本

校教員が築き上げたコネクションにより、最終的には 3 社の見学を実現することがで

きた。また、現地で活躍する日本人クリエイター10 名（本校卒業生 4 名を含む）、韓

国人クリエイター1 名（本校卒業生）との交流の場を設けることができ、充実した内

容となった。 

学外実習（特別活動）、インターンシップ、海外研修などの学生が学外で行う教育活

動については、クラス担任、科長、教育部長、総務部などの当該学生を取巻く主要な

学園関係者が常に状況把握に努め、不測の事態には速やかに対応できる体制を整えて

いる。なお、不測の事態を想定して、インターンシップ実施時には校費にて保険に加

入している。 
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〇課題、解決の方法 

 

特になし。 

 

〇特長として強調したい点 

 

業界動向の把握、学生間の親睦促進、学外実習など、各学科の目的に沿った学外実

習（特別活動）が年間を通じて多数実施されている。また、商業版の映画・アニメー

ション制作など、実際の現場に参加する形式でのインターンシップ、東京ゲームショ

ウ出展といった大規模な課外活動、キャリアセンター管轄の大型イベントも行われて

おり、学生の職業意識向上、基礎的・汎用的能力の涵養に繋がっている。 

 

 

【6-24】防災・安全管理 

 

〇考え方・方針、現状 

 

6-24-42 防災に対する組織体制を整備し、適切に運用しているか 

 

本校では、管理部が「消防計画」を策定して所轄の消防署である新宿消防署に提出

している。 

災害発生時には、『危機管理マニュアル』に基づき、災害対策本部を設置することと

し、学生、教職員の安全確保、的確な情報収集と提供を行う体制を整備している。ま

た、帰宅困難者への支援対策として、3000 名×3 日分の保存食、保存飲料水、簡易ト

イレ、簡易寝具などを常備している。さらに、防災の一環として、緊急時に活用でき

る AED（自動体外式除細動器）を、本館、7、8、9、11、12 号館の 6 か所に設置してい

る。 

消防設備などの整備および保守点検については、「学校安全計画」に基づき、定期的

に法定消防設備点検、建築設備点検を行い、指示指摘事項が報告されれば、速やかに

対処している。 

実習室の安全管理については、毎年度、人事発令により管理者を任命し、責任をも

って管理することとしている。 

大規模災害時における地域などとの連携については、総務部長が地元の町会役員会

や総会に参加し、定期的に情報交換している。 

教職員・学生に対する防災研修・教育については、計画的に実施している。 

学生の防災訓練としては、年度計画に「防災避難訓練期間」を設けて、火災発生や

大規模地震を想定した安全指導や避難訓練を実施し、記録を残している。また、火災・

地震などを想定した学生用対応マニュアルの配布、災害ビデオの映写と講義を行い、

防災意識の向上を図っている。 
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教職員に対しては、令和 5 年度に非常用放送設備の点検、校舎ごとの避難経路の確

認、防災備蓄品の保管場所と運搬経路の確認、災害ビデオの映写、訓練用消火器を使

った消化訓練などの防災訓練を実施した。 

令和 6 年度は、危機管理マニュアルに基づく危機対策本部のメンバー全員で災害発

生時の模擬訓練を行った。また、教職員および学生の安否確認のため、ALSOK の安否

確認サービスを導入し、教職員および全学生に対する訓練を行った。 

施設に関しては、管理部が中長期の改修計画を作成し、それに基づき毎年度、保守・

メンテナンスを実施し、耐震化にも対応している。 

 

6-24-43 学内における安全管理体制を整備し、適切に運用しているか 

 

本校の防犯体制については、管理部が主管となり、校舎の防犯をはじめとした各種

対策を行っている。校舎内外、出入口、共有スペースなど、必要と思われる箇所には、

防犯カメラを設置し、必要に応じて確認を行っている。また、警備会社と契約をして、

夜間の防犯対策である侵入検知用の防犯システムを全ての校舎に整備し、校舎施錠後

に不測の事態が起きた場合は、警備会社がかけつけるシステムとなっている。不審者

の侵入防止対策としては、学生、教職員、来校者の属性を紐の色で分けたカードフォ

ルダ（学生はセキュリティーカード）を配布し、校舎内での着用を義務づけている。 

学校保健安全法に基づく「学校安全計画」については、本学園の関連部署が連携し

て毎年作成している。施設・設備の保守・メンテナンスはこの「学校安全計画」に基

づき行っている。 

授業中に発生した事故などに関する対応マニュアルについては、令和 2 年度に、さ

まざまな事象発生時の初期対応の方法や連絡の流れなどを記載した『危機管理マニュ

アル』を作成したが、令和 5 年度に見直しおよび改訂を行い、全教職員に再配布した。

学生に対しては、『学園生活ガイド』において、防火・防災・緊急避難・安否確認など

を含めて周知している。実習などの安全管理については、毎年度、人事発令により、

各実習室の管理者を任命し、責任をもって管理することとしている。 

学外で実施される活動においては、電子承認システムで活動の申請を行い、学内稟

議の許可があった活動のみ認められる。日程、場所、行程、参加学生、引率責任者の

教員、それ以外で引率する教員を明確にして、活動中の安全管理を行っている。これ

らの活動中に起きた事故などについては、公益社団法人東京都専修学校各種学校協会

の学生生徒災害生涯保険・賠償責任保険に加入しているため補償される。 

企業におけるインターンシップを行う場合は、不測の事態が起きた場合に、インタ

ーンシップ先の企業や学生に負担がかからないよう、対物・対人関係の補償額を上げ

たインターンシップ保険に加入している。 

海外研修旅行を実施する際は、参加者の旅行中の病気やケガの治療や救援費、賠償

責任、携行品損害、弁護士費用、テロ対応費の補償に対応した海外旅行傷害保険に加

入している。 

危険物について、本校で取扱っている危険物は、消防法に定める第 4 類のアルコー

ル類のみである。エタノールなどの消毒液については、保管庫にて施錠をし、管理部
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で管理を行っている。また、危険物や産業廃棄物の処理については、管理部が専門の

業者に委託し、適正に廃棄を行っている。 

 

〇課題、解決の方法 

 

特になし。 

 

〇特長として強調したい点 

 

安全対策は、毎年度当初に作成する「学校安全計画」に基づき、管理部が主幹部署

として、施設・設備の日々の点検をとおし、施設の耐震化、実習室のアクセスフロア

化、設備機器の転倒防止対策を行っている。また、全ての校舎や必要な個所に防犯カ

メラを設置するとともに警備会社と契約して防犯システムを整備するなど、学生およ

び教職員の安全管理に努めている。 
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基準 7. 学生の募集と受入れ 

 

【7-25】学生募集活動 

 

〇考え方・方針、現状 

 

7-25-44 高等学校等接続する教育機関に対する情報提供に取り組んでいるか 

 

本校の学生募集活動は 18 名の広報部員を中心に企画・運営し、全教職員が一丸と

なって入学検討者がミスマッチの無い学科選択をできるように努めている。公益社団

法人東京都専修学校各種学校協会が定める申し合わせに則り、適正な学生募集活動を

行っている。 

入学検討者を「高等学校新卒者」、「社会人など高等学校既卒者」、「外国人留学生」

に大別し、それぞれに合わせた情報提供や学生募集活動を行っている。また、高等学

校・日本語学校教員、保護者などに対しても積極的に情報提供を行っている。 

本校の入学者が直前に在籍していた教育機関として、大学、短期大学、高等専門学

校、専門学校、高等学校、高等専修学校、日本語学校のほかに、外国の高等教育機関、

高等学校などがある。そのうち生徒などに対面して行う情報提供など直接的なアプロ

ーチが可能な教育機関は、高等学校と日本語学校にほぼ限られる。 

高等学校や日本語学校内で実施される進学説明会をはじめ、ホテルや会館などで行

われる会場説明会に参加し、入学検討者に対する学校説明や情報提供を行っている。

全教職員で学生募集活動を行うという観点から、広報部員のみならず他部署スタッフ

も進学説明会に参加しているため、説明内容を標準化した説明マニュアルを使用して

いる。 

令和 6 年度の実績は、高等学校 3 年生に対する説明会 351 校、2 年生に対する説明

会 550 校、1 年生に対する説明会 190 校、2・3 年生合同 16 校、2・1 年生合同 81 校、

1・2・3 年生合同 27 校、合計 1,215 校（延べ）であった。また、日本語学校は合計 49

校であった。これらの説明会には、本校からスタッフ 1 名を派遣し、入学案内書など

を提供して対面で情報提供を行った。 

一都三県を中心に、本校に卒業生が在籍している高等学校や日本語学校に対して年

間を通した訪問活動を行っている。令和 6 年度の実績は、高等学校 600 校、日本語学

校 224 校であった。入学案内書などを提供して教員に対する情報提供を行った。 

 本校では、毎年日本語教育機関の教職員を対象とした、独自の学校説明会を実施し、

学校紹介、入試結果報告、就職サポート説明、就職状況報告などを行っている。令和

6 年度は 9 月 13 日に実施し 50 名(対面 34 名、オンライン 16 名)に参加頂いた。 

 

7-25-45 学生募集活動を適切、かつ、効果的に行っているか 

 

本校では、入学者の受入れ方針を明確に定め（7-26 参照）、入学募集要項において

「日本電子専門学校の教育方針」として記載している。入学者の募集活動においては、
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入学者の受入れ方針に合致する学生をより多く受入れるように、以下のような取組み

を行っている。 

 

1) 入学募集要項の冒頭に、建学の精神、日本電子専門学校の教育方針（三つのポ

リシー）を記載することによって、入学募集要項を入手した入学希望者に漏れ

なく伝える。 

2) 本校内で実施する入学募集イベント「オープンキャンパス＆体験入学」や「オ

ンライン学校説明会」において、参加した入学希望者に対して、入学者の受入

れ方針を本校の求める学生像として説明する。 

3) 本校の入学方法の一つである総合型選抜（AO 入学）は、入学者の特性が入学者

の受入れ方針と合致することが最も重視されるため、総合型選抜（AO 入学）エ

ントリー（AO 入学の申込み）の際に実施している個人面談において、入学者の

受入れ方針の読み上げを行っている。 

 

本校は、毎年 4 月 1 日を入学時期と定めている。これに照らして、令和 6 年度（令

和 7 年 4 月 1 日入学）の願書受付時期は、以下のように設定した。受付開始日は、公

益社団法人東京都専修学校各種学校協会の申し合わせに準じて定めている。なお、令

和 5 年 6 月から本校独自の Web 出願システムを稼働し始め、書類による出願に加えて

Web 出願が可能となった。24 時間出願が可能であることや、Web 上で出願状況や合否

が確認できることなど、入学検討者の利便性が向上した。 

 

表 7-1 出願期間 

入学方法 

出願期間 

令和 7 年 3 月に高等学校卒業見

込の方 

令和 6 年以前に高等学校を卒業した方 

総合型選抜 

（AO 入学） 
9 月 1 日～12 月 20 日 

学校推薦型選抜 10 月 1 日～10 月 31 日 － 

一般選抜 11 月 1 日～翌年 3 月 31 日 10 月 1 日～翌年 3 月 31 日 

 

 入学者の募集活動においては、本校の教育活動や学修成果などについて正確に伝え

るために多様な媒体を制作し、入学希望者に分かりやすく説明するように努めている。 

その中で中心的な役割を担う紙媒体である入学案内書は、『学校案内編』、『分野・学

科案内編』、『入学募集要項』、『保護者・高校教員編』の 4 冊をセットとして、入学希

望者全員に配布している。また、入学希望者の属性に応じて、『夜間部ガイド』、『留学

生ガイド』を別冊として作成し、対象者に配布している。これらの内容は、表 7-2 の

とおりである。 

 また、オフィシャル Web サイトを中心としたデジタル媒体の利用は、近年本校にお

いても充実の一途を辿っている。令和 5 年 4 月にリニューアルの際に追加した新たな
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機能・サービスとして「AI チャットボット」、「デジタルパンフレット」、「インタラク

ティブ動画」が挙げられるが、入学検討者に必要な情報を魅力のある形で発信するこ

とで、本校への興味・関心を高め、学生募集力の向上を図っている。 

 

表 7-2 情報発信媒体一覧 

区分 媒体名 内 容 

紙媒体 

入

学

案

内

書

セ

ッ

ト 

①学校案内編 

卒業生の活躍、教育方針・システム、就

職支援体制、資格取得状況、外部評価、

校舎・実習室、沿革、進学支援制度、入

学イベント など 

②学科案内編 

学びのポイント、学習カリキュラム、時

間割、学習環境、教材、めざす職種、主

な就職先、卒業生メッセージ など 

③高校教員・保護者編 

職業実践専門課程、サポート体制、外部

評価、メッセージ、学費、学費サポート

など 

④入学募集要項 

募集学科・定員、教育方針、目的、育成

する人物像、入学手続き、学費、学費サ

ポート、入学願書 など 

⑤夜間部ガイド 
学科案内、入学手続き、学費、学費サポ

ート、入学願書 など 

⑥留学生ガイド 
学校紹介、学科紹介、入学支援制度、各

種サポート、募集要項、入学願書 など 

Web サイト 
①オフィシャル Web サイト 

公式動画、学生制作動画、ニュース、募

集イベント、資料請求、学校基本デー

タ、情報公開、など 

②SNS Instagram、X、Facebook、YouTube、LINE 

外部媒体 

①各種進学情報誌 
学校・学科紹介、学費・サポート、学生

情報など 

②各種進学情報サイト 
学校・学科紹介、学費・サポート、学生

情報など 

 

本校では年間を通して学生募集イベントを行っている。オープンキャンパス＆体験

入学（来場型）とオンライン学校説明会（非来場型）を実施し、入学検討者へ入学を

促している。令和 6 年度は、「オープンキャンパス＆体験入学（対象者別スペシャルオ

ープンスクール含）」を年間 29 回実施した。 

「オンライン学校説明会」は好きな時間に視聴できるようにオンデマンド形式とし

た。オープンキャンパス＆体験入学は、学校や学科に関する説明、体験実習、入学に

関する説明を半日で提供するイベントになっている。また、遠方から参加しやすいよ

う、「交通費支給制度」を高校 3 年生向けと高校 2 年生向けに合計 6 回実施した。オン

ライン学校説明会では、学校や学科の紹介動画を視聴することができ、特に学科紹介

では自分が興味ある内容を選択できるようになっている。いずれの募集イベントも学

校の教育理念や志望学科の授業内容の理解ができる内容となっている。 
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令和 6 年度の新たな取組みとして、4 月から 8 月末まで「保護者対象学校説明会と

同時に奨学金アドバイザーによる奨学金説明会と個別相談、8 月 31 日に「留学生対象

スペシャルオープンスクール」、9 月から 2 月まで「夜間部授業見学会」を実施した。

その他にも社会人など高等学校既卒者に対しては、「高校既卒者対象入学・就職相談日」

を平日に実施することで、平日しか参加できない方の対応なども行っている。これら

のように、「保護者」、「大学・短大生・社会人・フリーター」、「留学生」など対象別の

説明会を実施し、各対象者に合わせた適切な情報提供を行っている。 

広報部内に入学相談室を設置し、イベント開催以外の個別相談や学校見学を受付け

ている。また、入学相談専用のフリーダイヤルと電子メールを設置し、問合せ内容に

応じて適切な部署・担当者が対応している。令和 5 年 4 月からはオフィシャル Web サ

イトの「AI チャットボット」からも問合せが可能となった。 

全出願者に対する入学前教育として、基礎学習オンライントレーニングツールであ

る「my トレーング」を導入している。学習内容は国語と数学であり、自宅で自習する

こととなっている。入学前に基礎学力を固めて、充実した学校生活が送れるように活

用を推進している。 

学生募集活動を通じて収集した情報を統合基幹システム「School Leader」によって

適切に管理している。統合基幹システム「School Leader」に蓄積したデータを利用し

て、アクセス権限を有する職員が学生募集活動に資する各種分析を行い、活動体制や

施策に反映させる。これらを通じて、学生募集活動に関する情報管理などのチェック

体制を整備している。 

 

〇課題、解決の方法 

 

特になし。 

 

〇特長として強調したい点 

 

高校新卒者の減少や大学進学率向上など入学者確保が難しい中、新たに各対象者別

の学生募集イベントなどを実施したことにより、昨年度同等の出願者数を獲得するこ

とが出来た。 

 

 

【7-26】入学選考 

 

〇考え方・方針、現状 

 

7-26-46 入学選考基準を明確化し、適切に運用しているか 

 

本校の入学選考は、「日本電子専門学校 入学選考に関する規程」を設け、それに基

づいて行っている。日本人・外国人留学生それぞれについて出願資格や入学方法、選
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考方法を定め、出願があった際には、それぞれの「入学選考規程」に則り入学選考を

実施している。また、『入学募集要項』によって、入学希望者に対して入学者の受入れ

方針と出願資格を明示している。いずれの入学方法においても、入学者の受入れ方針

に照らし、本校の求める学生像に合致する学生を確保できるように努めている。 

 

7-26-47 入学選考に関する実績を把握し、授業改善に活用しているか 

 

 本校では、出願者数などのデータについて、「願書集計表」を作成して適切に管理・

保存している。「願書集計表」には、学科別に「出願者数」、「合格者数」、「手続き者数」

を 2 ヵ年分掲載しており、毎日更新している。 

 入学者に対しては、4 月と 7 月に新入生対象アンケートを実施している。入学後の

新入生の学校生活満足度などの測定や休退学実績との因果関係の分析などを目的とし

ているが、アンケートには入学前の状況や卒業後の進路について問う項目なども含ま

れており、集計結果を科長、クラス担任が把握・分析することで、授業改善への活用

や休退学防止対策に役立てている。 

科長は、入学願書や出願時に提出が必要な書類のスキャニングデータなどの出願者

に関する情報を統合基幹システム(School Leader)で見ることができる。統合基幹シ

ステム(School Leader)に適宜アクセスし、合否を含む各種内容を確認することがで

きるため、これらの出願者情報を入学者の傾向把握や受入れ準備のほか、授業改善に

向けた検討の際の基礎データとして活用している。  

 学科別の出願者数、入学者数の予測については「願書集計表」をもとに関係各部署

が連携して随時行い、学生募集活動の計画、入学者受入れ準備、予算収支計画に反映

させる。最終的な入学者数の予測については、過去のデータ、入学イベントの参加者

数などから多角的に分析している。 

 

〇課題、解決の方法 

 

特になし 

 

〇特長として強調したい点 

 

入学選考は、「日本電子専門学校 入学選考に関する規程」に基づき、適正に行っ

ている。『入学募集要項』に、入学者の受入れ方針と出願資格、出願期間、入学選考

方法を明記している。日本人学生の入学選考区分は総合型選抜 AO 入学（専願）、学校

推薦型選抜（専願）、一般選抜とし、出願があった際にはその都度書類選考により入

学選考を行っている。留学生には、日本語能力試験 N2 レベルの日本語筆記試験や面

接試験を行っているが、面接試験においてはどの面接官でも公平に選考できるように

毎年面接シートを改良している。また、令和 6 年度も入学前特別日本語講座を実施

し、入学までに日本語力の向上を図る取組みを行った。 
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【7-27】学納金 

 

〇考え方・方針、現状 

 

7-27-48 経費内容に対応し、学納金を算定しているか 

 

学校を安定的に経営し、各学科の目的に沿った教育を行うためには、適正な学納

金を定めなければならない。このため、本校では教育研究費、管理経費、人件費、施

設設備費や入学者数などを勘案し、同分野他校との比較を行ったうえで総合的観点か

ら学納金案を策定し、理事会、評議員会の承認を経て決定している。 

 学納金の算定内容や決定の過程については、学園全体の財務基盤や収支状況などの

経営的観点と、一般的な学納金の世間相場と比較検討した結果を判断基準にしてい

る。 

具体的には、入学金、授業料、施設維持費、実験実習費などの学納金は、学科ご

との教育内容、収支状況、学生数、学校全体の教育研究費、管理経費、人件費、施設

設備費、入学者数などの確認を行い決定している。その他に財務状況、景気状況など

の外的要因や、父母などや学生の負担感などを考慮するため、同分野他校の学納金水

準との比較検討を行っている。過去には消費税増税による経費負担増に起因して学納

金の見直しをするなど、総合的に判断し決定してきた。   

学納金は、学科や修業年限により設定金額に違いがあるが、本校が提供する教育

内容、施設、実習設備の充実度や各学科の収支状況および、同分野他校の学納金との

比較においても妥当な金額であると認識している。ただし、現状のエネルギー価格お

よびインフレによる物品、費用の高騰を鑑み、令和 6 年度からの学費値上げを決定

し、令和 5 年度の学生募集（令和 6 年度入学生）より、新学費での募集を行った。 

募集要項には、学納金および教材費、その他諸費用の金額とその内訳や納入期限

についてすべて明記し、入学してから卒業するまでの全期間分の納入総額を記載する

ことによって、志願者や在校生の学納金納入に対する資金計画に寄与している。 

学納金納入に関しては、統合基幹システム「School Leader」において、学生ごと

に学納金納入予定とそれに対応する納入実績を把握し管理している。 

 

7-27-49 入学辞退者に対し授業料等について適正な取り扱いを行っているか 

 

入学辞退者に対する授業料などの返還に関する事項については、文部科学省「大

学、短期大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校の入学辞退者に対する授業料等

の取扱いについて（通知）」の趣旨に基づいて、「学費納入規程」および「学則」に明

記している。 
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表 7-3 学費納入規程 

学費の返還 

第 15 条 一旦納入された入学金は、返還しない。ただし、各号のいずれかに該当

する場合は、この限りではない。 

1. 重複または超過納入になった学費がある場合 

2. 学則第 28 条に規定する入学辞退手続きを行った場合 

3. 第 11 条第 3 項に該当する場合 ※ 

4. その他、やむを得ない理由があると本校校長が承認した場合 

※第 11 条第 3 項については、以下に記す。 

学則第 6 条（学年・学期の終始期）に規定する始期以後に休学届を提出し許可

された場合は、既に納入された入学金、施設維持費、実験実習費を除く休学期

間中の授業料相当額を復学後に授業料に充当することができる。 

 

表 7-4 学則 

納入金の還付 

第 28 条  既に納入した授業料、入学金、入学検定料及びその他の学費は、原則と

して返還しない。 

ただし、本校に入学をしようとする者が 3 月 31 日までに入学辞退の手続きを行っ

た場合には、既納の入学金と入学検定料を除いた授業料等は返還する。 

 

入学辞退者に対する授業料などの返還の取扱いについては、『入学募集要項』に明

示し、入学辞退が生じた場合は適正に取扱っている。 

『令和 7 年度入学募集要項』には、以下のように記載している。 

 

表 7-5 入学募集要項 

学費の返還について 

1. 一旦納入された入学金は返還しません。 

2. 一旦納入された入学金以外の学費およびその他の費用は、2025 年 3 月 31 日

（月）までに本校所定の書面にて入学辞退を申し出た場合に返還します。 

3. 2025 年 4 月 1 日（火）以後の入学辞退及び中途退学については、一旦納入され

た学費及びその他の費用は返還しません。 

 

〇課題、解決の方法 

 

特になし。 
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〇特長として強調したい点 

 

教育内容、施設、実習設備の充実については勿論のことではあるが、学納金につ

いても専門学校への入学を決定する重要な要素の一つであると考える。 

『入学募集要項』には、学納金および教材費の金額とその内訳や納入期限につい

てすべて明記し、入学してから卒業するまでの全期間分の学納金など納入総額を記載

することや、本校独自の奨学金・特待生制度について詳しく記載することにより、入

学を決定するうえでの判断材料および、志願者や在校生の学納金納入に対する資金計

画に寄与している。 

学納金納入に関しては、統合基幹システム「School Leader」において、学生ごと

に学納金納入予定とそれに対応する納入実績を把握し管理しているため、リアルタイ

ムで学生の学納金納入状況が確認できる。 
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基準 8. 財務 

 

【8-28】財務基盤 

 

〇考え方・方針、現状 

 

8-28-50 学校及び法人運営の中長期的な財務基盤は安定しているか 

 

学校法人として、教育活動の充実および永続という目的を達成するため、内外の

要因に左右されない財務基盤の充実と強化に重点を置いている。現在使用している校

舎・教室・実習室などの稼働率を精査するとともに、老朽化などにより稼働率が低下

している校舎については、中長期計画に基づきより効率的な教育活動に資するための

整備を計画的に実施する。 

単年度収支計画においては、収入の範囲内で一定の収支差額を資金として留保で

きるように予算を計画し執行することにより、財務基盤の安定強化に努める。 

安定した入学者を確保するために、その対象である高等学校新卒者・既卒者・留

学生のそれぞれについて、募集戦略を立て計画を実行して随時その結果を検証し、応

募者数・入学者数および定員充足率を把握しながら、戦略および計画を見直し、目標

入学者確保に努めている。令和 6 年度の総学生数は、前年度比 60 名の減少となっ

た。 

教育設備については、中期計画に基づき単年度予算計画において定期的に入換え

を行い、留保資金の減少や負債を増やすことなく実施できている。また、その他の支

出については、エネルギー価格の高騰、インフレの進行により光熱水費、物品の値上

りに見舞われているが、NEXT10 の計画である消耗品一括購入に基づき、コピー用紙

の一括購入など合理的支出を実施するとともに、各部署で経費削減に努め、支出の効

率化を図った。その結果、令和元年度から令和 6 年度までにおける基本金組入前当年

度収支差額は、本校および学園全体でプラスを堅持し、本校においては、当年度収支

差額についてもプラスで推移していることから財務基盤は安定しているといえる。ま

た、各種資産の資金積立を実施し、中長期的な財務基盤を強化している。負債である

金融機関からの借入金については、返済計画とおりの返済を実行し令和 7 年 9 月に完

済する予定である。 

 

8-28-51 学校及び法人運営にかかる主要な財務数値に関する財務分析を行っている             

か 

 

学校法人としての適切な運営と教育活動を永続させるために、財産および収支状

況について分析を行い、現状を把握するとともに、中長期計画における整合性を検証

する。 

資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表などの主要な財務諸表に基づ

き、学生生徒等納付金収入（以下、学納金収入という）比率などの収入構成、人件費
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比率などの支出構成、固定比率、流動比率、総負債比率などの財務比率を過去 5 年間

の経年で比較するとともに、日本私立学校振興・共済事業団発行の『今日の私学財政

／専修学校編』による全国平均値および都道県別財務比率と比較し財務分析を行って

いる。 

また、単年度収支予算策定時に、キャッシュフローがどのような状況になるかを

予測し、その結果について経年での比較などを実施している。 

本校の令和 6 年度人件費比率は 40.3％、学園全体でも 43.6％であり当面の目標値

である 50％以下を達成している。本校の学生数は、平成 27 年度から令和 3 年度まで

の 6 年間増加し、令和 4 年度は－18 名、令和 5 年度は－97 名、令和 6 年度は－60

名、と 3 年連続で減少し、令和 6 年度の学納金収入は 3,474,192 千円と前年度と比較

し 59,991 千円程度の減少（－1.7％）となったものの、依然として良好な水準を維持

している。コスト管理については、各部署の予算作成時および予算執行時において徹

底されており、収支の状況については、単年度収支予算と実績および前年度と比較分

析することにより評価を行い、改善などが必要な場合においては、次年度計画に反映

できるよう対処している。 

 

〇課題、解決の方法 

 

特になし。 

 

〇特長として強調したい点 

 

常に社会のニーズにあった今までにない学科を新設することによって入学者獲得

に努め、一定水準の学生数と学納金収入を確保してきた。 

単年度予算においては、限られた収入の範囲内で各部署の事業計画に基づき予算

が作成され、予算執行が学内各部署の協力により予算範囲内で実行されることで、資

金留保が可能な収支差額を計上し、施設拡充引当特定資産などを積み上げ財務基盤強

化を図れていることから、学園ならびに本校の財務基盤は充分な安定性を確保してい

る。 

 

 

【8-29】予算・収支計画 

 

〇考え方・方針、現状 

 

8-29-52 教育目標との整合性を図り、単年度予算、中期計画を策定しているか 

 

NEXT10 との整合性を図り中期計画および予算編成方針を策定する。単年度の事業

計画についても NEXT10 との整合性を図ったうえで学内各部署において計画し、その

計画に基づいた予算を作成する。単年度予算については、学納金収入など収入の範囲
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内で人件費を含む運営予算を計画し収支差額のプラスを堅持することを大前提とす

る。 

現状においては、各部署が事業計画に基づき予算計画案を作成し、理事長をはじ

めとする理事および監事に説明し了承を得る。その後、財務経理部において学納金収

入などの収入予定金額を試算し、人件費や固定的支出、各部署から提出された予算計

画などにより全体調整の後予算（案）を取り纏め評議員会の意見を聞き、理事会の議

決を得る。また、経営企画室を中心に令和 2 年度から令和 12 年度までの長期的な収

支予測を策定し、学内外の状況に応じ予測数値を更新している。令和 6 年度において

は、令和 5 年度決算内容を精査したうえで、予測数値を更新した。 

 

8-29-53 予算及び計画に基づき適正に執行管理を行っているか 

 

高等学校新卒者が漸減する環境の中、様々な戦略を立て募集活動を行い一定の入

学者を確保することによって、職業人教育事業を継続し、事業規模を縮小均衡させる

ことなく教育施設設備の更新と業務の効率化を図り、教職員の雇用を維持していくこ

とを大前提として、事業計画および予算・収支計画を策定する。 

 単年度収支計画においては、収入の範囲内で一定の収支差額を資金として留保でき

るよう、各部署事業計画に基づき予算を計画する。 

入学者数と進級する学生数により学納金収入を算定したうえで、全収入および全

支出予算金額を決定する。原則、収入の範囲内において支出面での予算を計画すると

ともに、一定の収支差額を計上し資金を留保できるように計画しており、収支のバラ

ンスは取れている。 

令和 2 年度から令和 4 年度は、コロナ禍により海外から直接入学してくる留学生

が入国できず、入学を辞退するなど留学生の入学が大幅に減少したが、高等学校新卒

者の入学を増加させることができた。一方、令和 5 年度以降 18 歳人口減少の影響が

顕著となり、高等学校新卒者の入学者数が減少、外国人の入国制限緩和により留学生

の入学者数が回復してきたものの、全体をカバーしきれず、学生数および学納金収入

は、ともに 2 年連続で減少した。新型コロナ感染症も 5 類に移行し、授業も通常どお

り行えるようになり、インフレによるコスト増で、電気料金については令和 5 年度の

燃料調整費の反動で大幅な負担増となった。令和 7 年度以降の更なる電気料金値上げ

および、機器類の価格高騰などに備え、今後より一層慎重な予算管理が必要となる。 

また、予算超過が見込まれる場合には、補正予算案を評議員会と理事会に提出し

承認を得ている。 

各部署で事業計画および予算計画に基づき執行される予算については、各部署の

業務担当者から予算執行の申請がなされた後、各部署責任者によりその申請が計画に

則ったものであるか、予算内であるかなどが確認される。その後、「経理規程」の決

裁権限に基づいて承認された申請は、最終的に財務経理部に提出されその内容および

予算金額について再度確認される。この時点で申請内容などに不明点や問題点が判明

した場合、申請者または部署責任者に確認が行われ、協議の上問題ありと判断された

場合には予算執行を差し戻しまたは、却下される。申請に問題がない場合には、財務
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経理部で最終承認し経費精算システム上での承認処理を経て予算が執行される。 

 

〇課題、解決の方法 

 

特になし。 

 

〇特長として強調したい点 

 

予算・収支計画については、教育活動の運営に係わる通常予算と、資産の取得・

売却などに係わる特別予算を明確に区分している。資産の取得・売却などは、NEXT10

に基づき計画・実行されているので、特別予算執行による資金の増減が、単年度の予

算・収支計画に影響を及ぼすことはない。 

安定した学生数と学納金収入を確保するために、入学対象者については、その対

象である高等学校新卒者・既卒者・留学生のそれぞれについて、募集戦略を立て目標

入学者確保に努め、在校生については、日々の出席データを管理し欠席の多い学生を

指導するなど休退学予防対策を実施してきた。 

また、令和 3 年度より新たな経費精算システムを本番稼働したことにより、従来

まで紙ベースで行っていた予算執行に関連する申請および承認を全て Web 上で処理で

きるようになった。令和 6 年度で導入後 3 年が経過、各部署の予算執行状況を瞬時に

確認することができるとともに、その内容の詳細についても部署別、予算項目別など

に表示および出力することができ、予算の執行を承認する場合の確認や事業計画・予

算作成時や財務数値の基礎資料としても活用するなど、予算管理の効率化、厳格化の

効果が表れている。 

 

 

【8-30】監査 

 

〇考え方・方針、現状 

 

8-30-54 私立学校法及び寄附行為に基づき適切に監査を実施しているか 

 

本校では、「私立学校法第 37 条」および「寄附行為第 14 条」に基づき、選任され

た 2 名の外部監事が学校法人の業務、財産の状況、理事の業務執行について監査す

る。また、外部監査として「私立学校振興助成法第 14 条第 3 項」に基づく公認会計

士監査を実施する。 

監事監査が効率よく実施できるように、監事は各部署から上半期と下半期に提出

される事業報告書および、下半期に提出される次年度事業計画書・予算計画書によ

り、法人全体の業務について事前に理解したうえで、毎年決算処理が完了する 5 月中

旬に事業報告書による業務監査および、計算書類（資金収支計算書、事業活動収支計

算書、貸借対照表、財産目録）・元帳・証憑類などによる会計監査を実施し監査報告
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書を作成する。当該会計年度終了後 2 ヶ月以内に監査報告書が理事会および評議員会

に提出され、監事は理事会と評議員会に出席し法人の業務および財産の状況について

意見を述べ、最終的な承認を得ている。令和 6 年度は、5 月 23 日に監事による令和 5

年度の業務および会計監査が実施され、5 月 27 日に理事会と評議員会で報告がなさ

れた。 

また、令和 6 年度の「私立学校振興助成法第 14 条第 3 項」に基づく公認会計士に

よる外部監査については、9 月から公認会計士による往査が実施され、学校法人会計

特有の会計処理の妥当性についての検証における意見を記録し、その意見に基づき会

計処理を見直し検討したうえで、必要に応じ会計処理の修正を行った。 

 

〇課題、解決の方法 

 

特になし。 

 

〇特長として強調したい点 

 

監事は、年に 2 回開催される定例の理事会・評議員会（3 月事業計画・予算計画と

5 月事業報告・決算報告の理事会・評議員会）および、年に数回開催される臨時の理

事会・評議員会に出席し積極的に意見を述べるとともに、その前後で理事、評議員、

教職員と意見交換を行い、本校に対する理解を深めることによって監査が効率よく実

施されている。 

 

 

【8-31】財務情報の公開 

 

〇考え方・方針、現状 

 

8-31-55 私立学校法に基づく財務情報公開体制を整備し、適切に運用しているか 

 

本校では、学校運営の透明性を確保するため、「私立学校法第 47 条第 2 項および

第 33 条第 2 項」に基づき、財務経理部で作成した財務諸表（①財産目録、②貸借対

照表、③収支計算書）、経営企画室で取りまとめ作成した④事業報告書、監事が作成

した⑤監事監査報告書、⑥役員等名簿、⑦役員報酬基準、⑧寄附行為をまとめ、当該

事業年度終了後 2 ヶ月以内に事務所に備付け公開し閲覧に供する。情報公開請求の窓

口は総務部が統括し、本校独自の「財務書類等閲覧規程」にもとづいて公開するとと

もに、電子学園オフィシャル Web サイトにおいても財務情報、事業報告書および事業

計画書を公開する。 

財務情報公開の体制としては、平成 16 年 7 月 23 日付文部科学省私学部長通知の

財務情報公開様式例により、また、令和元年の私立学校法改正でより積極的な情報公

開を行うこととされた内容に準じ、①財産目録、②貸借対照表、③収支計算書、④事
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業報告書、⑤監事監査報告書、⑥役員等名簿、⑦役員報酬基準、⑧寄附行為をファイ

リングして、「財務書類等閲覧規程」および財務書類等閲覧申請書を総務部に設置

し、事業年度終了後 2 ヶ月以内に公開できるよう運用体制を整えている。 

情報公開用の財務諸表、事業報告書および監査報告については、学園の決算処理

が完了し、監事による会計監査および理事会・評議員会への監査報告書の提出を経

て、理事会・評議員会で承認が得られた後に作成し、5 月末までに情報公開を実施し

ている。現状、財務情報については電子学園オフィシャル Web サイトで公開している

ため、閲覧による財務情報の公開請求はなく、財務情報公開の実績については記録し

ていない。 

 

〇課題、解決の方法 

 

特になし。 

 

〇特長として強調したい点 

 

本校における情報公開に関しては、必要書類である、①財産目録、②貸借対照

表、③収支計算書、④事業報告書、⑤監事監査報告書、⑥役員等名簿、⑦役員報酬基

準、⑧寄附行為を取りまとめ公開に至る手続きまでの体制が整っている。 
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基準 9. 法令等の遵守 

 

【9-32】関係法令、設置基準等の遵守 

 

〇考え方・方針、現状 

 

9-32-56 法令や専修学校基準を遵守し、適切な学校運営を行っているか 

 

本校では、広く社会の信頼を得られるように、関連法令や設置基準を遵守し、ガバ

ナンスの確保に努めている。 

 関係法令および専修学校設置基準などに基づいた規則・規程の整備と適正な運用に

ついては、関連法令や専修学校設置基準を遵守するとともに、『私立専修学校事務処理

手引き』に基づき適切な運用と関係省庁への書類の提出を行っている。また、学園と

して、学校運営に必要な規則等などを整備するとともに Google ドライブで共有し、適

切に運用している。 

また、令和７年度からの私学法改正に伴い、「寄附行為」を変更するとともに「内部

統制システム整備の基本方針」を決定し、規則等の新たな制定、改定準備を行った。 

主なものは、以下のとおりである。 

※（新）：新規制定「令和 7 年度より施行」、（改）：改定 

 

1） 組織・総務関係 

・「電子学園組織規程」 

・「電子学園理事会運営規則」（新） 

・「電子学園評議員会運営規則」（新） 

・「電子学園役員会運営規則」（新） 

・「電子学園理事職務権限規則」（新） 

・「電子学園監事監査規則」（新） 

・「電子学園稟議規程」 

・「電子学園文書取扱規程」 

・「電子学園公印取扱規程」 

・「電子学園個人情報管理規則」 

・「電子学園コンプライアンス体制」（令和 7 年度廃止） 

・「電子学園コンプライアンス基本規則」（改） 

・「電子学園コンプライアンス委員会規則」（改） 

・「電子学園ハラスメント防止規則」 

・「電子学園個人番号及び特定個人情報など取扱規程」など 

2） 人事・給与関係 

・「電子学園就業規則」 

・「電子学園給与規程」 

・「電子学園退職金規程」 
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・「電子学園役員の報酬などの支給の基準」 

・「電子学園退職金規程」 

・「電子学園旅費規程」など 

3） 財務関係 

・「電子学園経理規程」 

・「電子学園固定資産及び物品管理規程」 

・「電子学園資金運用規程」 

・「電子学園予算管理規程」など 

4） 学事関係 

・「日本電子専門学校学則」 

・「日本電子専門学校教務規程」 

・「日本電子専門学校教育課程編成委員会規程」 

・「日本電子専門学校教員研修規程」など 

 

学校運営上必要な諸届については、私立学校法、学校教育法、専修学校設置基準に

基づき、適正に行っている。 

令和 6 年度は、学則変更届（新宿区）、資産総額変更届（文部科学省）の提出を行っ

た。 

ハラスメントなどの防止に関しては、コンプライアンス体制を構築しており、「電子

学園コンプライアンス体制」、「電子学園コンプライアンス委員会規則」、「電子学園ハ

ラスメント防止規則」を制定しており、対応についても明確化している。 

ハラスメントなどのコンプライアンス案件が発生した場合は、これらの規則等に基

づき、コンプライアンス委員会を開催し、適正に対応を行っている。 

令和 6 年度は、コンプライアンス委員会を 2 回実施した。 

コンプライアンスに関する相談窓口は、学生についてはクラス担任とキャリアセン

ター、教職員については総務部が担っている。学生相談窓口については、複数設ける

ことで、学生の抱えるさまざまな問題に対処できるよう配慮している。クラス担任や

キャリアセンターが相談を受けた場合、内容に応じて、教育部（学内案件）や総務部

（警察が絡む事案など対外案件）など関連部署が連携して対処している。 

法令や専修学校設置基準などの遵守に関する教職員、学生などに対する啓蒙啓発活

動について、教職員に対しては、定期的会議、書面、「行 do 指針通信」の発行などを

通じて、また学生には、入学時のガイダンス、オリエンテーション、ホームルーム、

掲示板、『学園生活ガイド』、配布物などをとおして周知徹底を図っている。また、教

職員には、学園の「建学の精神」、「経営理念」、「経営ビジョン」、「行動規範」、「職員

の行動指針」、本校の「教員の行動指針」を記載したネームプレート（図 2-2、2-3 参

照）、学生には学生クレドを配布しており、常に携行、確認させることでコンプライア

ンス意識の向上を図っている。 
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〇課題、解決の方法 

 

 特になし。 

 

〇特長として強調したい点 

 

コンプライアンス意識の向上に関して、学生、教員、職員それぞれの行動指針など

を記載したネームプレートや学生クレドを作成し、常に携行・確認させることで、意

識の徹底、啓発を図っている。 

さらに、教職員には、NEXT10 のテーマである「行動指針の浸透」を目的に、「行 do

指針通信」を毎年 8～10 回発行し、職員への年 2 回のアンケート調査において行動指

針の浸透度を測っている。 

また、令和 7 年度からの私学法改正に向けて、「内部統制システム整備の基本方

針」を定め、理事の職務執行が法令・寄附行為に適合することおよび業務の適正を確

保するための体制の整備を行っている。 

 

 

【9-33】個人情報保護 

 

〇考え方・方針、現状 

 

9-33-57 学校が保有する個人情報保護に関する対策を実施しているか 

  

  本校では、入学希望者、学生や卒業生および教職員などが保有する個人情報につい

て、漏洩や紛失などの事故が発生した場合、本人の不利益ばかりでなく学校にとって

も信用を失うなど多大な損失となることから、十分なセキュリティ対策を講じている。 

個人情報および大量の個人データを蓄積した電磁記録の取扱いに関しては、「電子

学園情報管理規則」、「電子学園個人情報取扱方針」、「個人情報開示に関する申し合わ

せ」、「電子学園特定個人情報の取扱についての基本方針」、「電子学園個人番号及び特

定個人情報取扱規程」を策定し、適正に運用している。 

学校が開設したオフィシャル Web サイトの運用にあたっては、校内にネットワーク

関連専属の担当者を 4 名配置し（管理部システム管理課）、さらに専門の業者と委託契

約を締結して情報漏洩の防止に努めている。また、システム上は、サーバーをファイ

アーウォールなどで保護する防止策を講じている。 

個人情報管理に関する教職員、学生に対する啓発、教育活動の実施について、教職

員に対しては、学生の個人情報が入った配布物は必ず本人へ直接手渡しするようメー

ルと連絡会で周知し、学生に対しては、『学園生活ガイド』に「個人情報取扱方針」に

ついて記載し、入学時オリエンテーションやホームルームにおいて学生への周知・啓

発を行っている。 
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〇課題、解決の方法 

 

特になし。 

 

〇特長として強調したい点 

 

本校では、個人情報保護法の施行後、いち早く法律の主旨に則り具体的な対策を講

じ、「電子学園情報管理規則」を制定して、法令の遵守体制、周知を行ってきた。 

また、企業間取引の文書による覚書の取り交しなどを継続しており、それらによって

法令施行以来、一度も個人情報保護法に抵触する事案は生じていない。 

 

 

【9-34】学校評価 

 

〇考え方・方針、現状 

 

本校は、自己評価および学校関係者評価の実施と、その結果を公表することを学則

で定めている。自己評価は、文部科学省による『専修学校における学校評価ガイドラ

イン』に則って行うことを基本方針とする。 

また、自己評価および学校関係者評価に基づき、諸活動の改革・改善を行わなけれ

ばならない。 

 

9-34-58 自己評価の実施体制を整備し、評価を行っているか 

 

専門学校は自己評価の実施が義務付けられていることから、本校では自己評価を毎

年 6 月に実施している。実施にあたっては、「学則」および「学校評価実施規程」に則

り、表 9-1 の実施体制のもとに関係者が集い、自己点検の位置付け、目的、方針を確

認し合い、毎年、自己点検・自己評価を実施している。 

 

表 9-1 自己評価実施体制表 

基準 項 目 担 当 

0 教育重点項目 校長 

1 
教育理念・目的・育

成人材像等 
校長、副校長 

2 学校運営 校長、人事部、総務部、管理部 

3 教育活動 副校長、教育部、人事部 

4 学修成果 校長、教育部、キャリアセンター 

5 
学生支援 副校長、教育部、キャリアセンター、学事部、総務

部 
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6 教育環境 教育部、総務部、管理部 

7 学生の募集と受入れ 広報部、財務経理部 

8 財務 財務経理部 

9 法令等の遵守 副校長、総務部、学事部 

10 社会貢献・地域貢献 総務部、広報部 

 

9-34-59 自己評価結果を公表しているか 

 

 自己評価結果については、自己評価報告書を作成し、オフィシャル Web サイトで公

開している。 

 

9-34-60 学校関係者評価の実施体制を整備し評価を行っているか 

 

「学則」および「学校評価実施規程」に則り、また、職業実践専門課程の要件を満

たすため、本校の専攻分野 9 分野に関係する企業や職能団体の方々をはじめ、広く学

校に関係する方々に学校関係者評価委員（以下、評価委員という。）として委嘱してい

る。 

選任された評価委員は学校関係者評価委員会を組織し、委員の互選により委員長を

選出している。また、毎年、年に 2 回の学校関係者評価委員会を開催し、学校評価を

実施している。 

本校が委嘱している評価委員の属性と人数は以下のとおりである。 

 

1) 企業 6 名 

2) 職能団体 6 名 

3) 高校教員等 3 名 

4) 日本語教育機関 1 名 

5) 卒業生 2 名 

6) 保護者 3 名 

7) 地域住民 1 名 

8) 在校生 7 名 

 

 令和 6 年度においては年 2 回の学校関係者評価委員会は対面とオンラインのハイブ

リット運用によって実施された。 

 

9-34-61 学校関係者評価結果を公表しているか 

 

評価委員による自己点検評価の評価結果として、学校関係者評価報告書が作成され

ている。評価報告書はオフィシャル Web サイトで公開している。 
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〇課題、解決の方法 

 

特になし。 

 

〇特長として強調したい点 

 

本校では、評価機構による第三者評価の第一回目から工業分野で唯一評価に挑むな

ど、業界の先陣を切って第三者評価に取組み、評価結果を内外に公表することで、専

門学校の質保証に貢献している。 

令和 4 年度には 4 期目となる第三者評価を受審し、4 期連続全ての項目で評価基準

を満たした。 

また、「学校評価実施規程」に「教職員は学校関係者評価の結果を活用し、教育活動

及び学校運営等の質の保証と向上に継続的に努めなければならない」と定め、その実

現に努めている。 

具体的には、自己評価および学校関係者評価の結果に基づき、教育部署長ならびに

法人部署長が、責任を持って取組む体制を構築し、改善提案、その他さまざまな意見

に対して、担当部署が早急に改善するように対策を講じている。 

 

 

【9-35】教育情報の公開 

 

○考え方・方針、現状 

 

9-35-62 教育情報に関する情報公開を積極的に行っているか 

 

本校は、教育情報に関する情報公開について、学校概要、教育内容、教職員などの

情報をオフィシャル Web サイトや『入学案内書』をはじめとした各種媒体において、

積極的に公開している。主な教育情報については、「専門学校における情報提供等への

取組みに関するガイドライン」の下記項目に基づいて、情報公開を行っている。 

 

1) 学校の概要、目標及び計画（本校の特色、教育理念、教育目標、事業計画） 

2) 各学科等の教育（学科概要、育成人材像、カリキュラム、時間割） 

3) 教職員（組織図、教職員人数） 

4) キャリア教育・実践的職業教育（教育方針、産学連携、オリジナル教材） 

5) 様々な教育活動・教育環境（学校行事、エクステンション科目、施設設備） 

6) 学生の生活支援（キャリアセンター、保健室、心理相談室、学生寮） 

7) 学生納付金・修学支援（納付金・時期、特待生制度、各種奨学金制度） 

8) 学校の財務（資金収支計算書、事業活動収支計算書、財産目録、貸借対照表） 

9) 学校評価（自己点検評価、学校関係者評価、第三者評価） 
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職業実践専門課程の認定を受けた学科（20 学科）および高等教育の修学支援新制度

において、公開が義務づけられている情報についても、オフィシャル Web サイトにて

公開するとともに毎年定期的な更新を行っている。 

また、それぞれのニーズに応えるため、「高校 3 年生」、「高校 1・2 年生」、「高校既

卒者」、「留学生・外国人」、「入学検討者の保護者」、「入学予定者」、「在校生・ご家族」、

「卒業生」、「高等学校教員」、「日本語学校教員」「企業・プレス関係」などの各対象に

合わせて情報を整理し、オフィシャル Web サイトで広く社会に情報を公開している。 

情報公開請求への対応は、中項目【8-31】に記載している。 

 

〇課題、解決の方法 

 

特になし。 

 

〇特長として強調したい点 

 

オフィシャル Web サイトに加え、『入学案内書』、『夜間部ガイド』、『留学生ガイド』、

『高校教員・保護者向け冊子』、『企業用ガイド』などのブック型媒体により、対象に

特化した、きめ細かい情報提供を実現している。 
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基準 10. 社会貢献・地域貢献 

 

【10-36】社会貢献・地域貢献 

 

〇考え方・方針、現状 

 

10-36-63 学校の教育資源を活用した社会貢献、地域貢献を行っているか 

 

 本校では、産学連携の方針を、以下のとおり定めている。 

「本校は、産業界との連携や省庁からの委託事業等に積極的に取り組んでいます。こ

れらの活動によって、産業界のニーズや先進的な技術をいち早く取込むことができ、

教材の研究開発や作品の制作、機器の製作等を通して教育に活用します」。この方針は、

『学園生活ガイド』に掲載して、全教職員および学生に周知している。 

地域との連携については、本校所在地の近隣町会と密接な関係を構築するため、総

務部が中心となって近隣町会の行事（ゴミ拾い、お祭り、交通安全活動など）、総会、

懇親会などに参加して人的交流を図っている。 

企業と連携した教育プログラムの開発については、ネットワークセキュリティの分

野において、近年の技術革新に対応したエンジニアを養成するため、各技術に精通し

た以下の関連企業と連携して教育プログラムを共同開発している。今年度は、サーバ

ーセキュリティおよびクラウド関連の科目において、一昨年開発した教材のブラッシ

ュアップに取り組んだ。具体的には、最新の技術・ツールに対応させるために全コン

テンツのアップデートを行った。また、業界の人材ニーズに基づき、AWS 対応のカリ

キュラムに「さくらのクラウド」の学習内容を追加・更新した。 

 

1) ストーンビートセキュリティ株式会社 

概要：サイバー攻撃からネットワークを守るためのサーバーセキュリティ関連

科目 

2) テクノブレイブ株式会社 

概要：クラウド環境を構築・運用するためのクラウドデザイン関連科目 

 

その他、本校は、｢専門学校コンソーシアム Tokyo｣（以下、「コンソーシアムという。」）

に加盟している。コンソーシアムでは、規約を定めており、その規約に基づいて、以

下の事業を行っている。 

 

1） 参加校間のコラボレーション（教育連携、合同作品展、合同進学説明会などの

開催） 

2） 高等学校及び進路指導協議会との連携・研修会の実施 

3） 企業への支援アプローチ 

4） マスコミへの広報展開 

5） 本コンソーシアムのホームページの作成および運用（参加校へのリンク） 
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 この内、1)の事業として、社会貢献を目的としたイベント「Tokyo しごと倶楽部」

を東京都教育委員会と共催で開催している。イベントの実施にあたっては、コンソー

シアムに加盟する専門学校と東京都教育委員会で内容を検討し、毎年夏休みの時期を

利用して開催している。令和 6 年度は、7 月 30 日（火）に服部栄養専門学校を会場と

して開催し、延べ 400 名の動員があった。 

国の機関などからの委託研究および雇用促進事業については、東京都からの委託に

より、求職中の方が新たな知識・技術を身に付け、再就職に役立てられる能力を習得

するための職業訓練「専門人材育成訓練」の訓練生受入れを令和元年度より開始した。 

令和 6 年度は、コンピュータグラフィックス科で 10 名、ゲーム制作科で 7 名、ネッ

トワークセキュリティ科で 5 名、電子応用工学科で 5 名を訓練生として受入れ、専門

教育を行っている。 

学校の施設・設備の開放について、令和 6 年度の実績は表 10-1 のとおりである。 

 

表 10-1 令和 6 年度施設開放実績 

主   催 内   容 

電気災害防止協会 

低圧電気取扱者特別講習 

高圧・特別高圧電気取扱者特別教育講習 

酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育 

特定非営利活動法人 

高度情報通信推進協議会 
情報配線施工技能検定試験 年間 5 回 

公益社団法人 色彩検定協会 
色彩検定試験【2 級・3 級・UC 級】 

年間 2 回 

公益財団法人 画像情報教育振興協会 CG-ARTS 検定 年間 3 回 

一般社団法人全国専門学校情報教育協会 委員会会議 

一般財団法人職業教育・キャリア教育財団 キャリアサポーター養成講座 3 日間 

公益社団法人 日本サイン協会 ネオン工事技術試験 

公益社団法人 

東京都専修学校各種学校協会 
東京都専修学校各種学校協会総会 

東京高等学校情報教育研究会 研究大会会場 

株式会社マーキュリー 
精華学園高等学校・東京芸術学部校 

令和 6 年度入学式・卒業式会場 

新宿平和日本語学校 令和 6 年度入学式・卒業式会場 

医療法人広恵会春山記念病院 リハビリテーション職員研修 

日本電子専門学校同窓会 理事会、定例会議 年間 15 回 

 

高等学校が行うキャリア教育や職業教育への協力については、講師派遣や模擬授業

の実施などさまざまな協力を積極的に行っている。 

令和 6 年度は表 10-2 のとおり協力を行った。 
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表 10-2 令和 6 年度高等学校連携事業一覧 

 

 

1 2024年5月～2025年1月 仙台育英学園高等学校　宮城野校舎 1～3年 約15名 ゲーム eスポーツ大会に向けての練習指導及び対戦指導(全15回） 学内

2 2024年6月14日 新座総合技術高等学校 2年 8名 情報 インターンシップ 学内

3 2024年6月17日 新座総合技術高等学校 2年 8名 ゲーム・Web インターンシップ 学内

4 2024年6月18日 新座総合技術高等学校 2年 8名 CG・デザイン インターンシップ 学内

5 2024年6月19日 新座総合技術高等学校 2年 8名 ネットワーク インターンシップ 学内

6 2024年6月25日 新宿山吹高等学校 2、3年 11名（3年7名・2年4名） AI 体験授業 高校

7 2024年6月27日 新宿山吹高等学校 2、3年 8名（3年5名・2年3名） AI 体験授業 高校

8 2024年7月2日
東北生活文化大学高等学校 普通

科未来創造コース 1、2年 45名（2年16名・1年29名） CG、デザイン 高専連携事業。特別講座 高校

9 2024年7月3日 香島中学（香港） 1～2年 18名 AI 業界講話と体験授業 学内

10 2024年7月6日
仙台育英学園高等学校

宮城野校舎 1～3年 約270名 ＡＩ 「ＡＩ・ビッグデータ・Ｉｏｔ」講座 学内

11 2024年7月9日
東北生活文化大学高等学校

美術デザイン科 2年 70名 CG・アニメ・デザイン（2分野） 高専連携事業。コンテンツ講習会 高校

12 2024年7月16日 府中工科高等学校 2年
118名（ゲーム40名・アニメ

34名・CG30名・情報14名）
ゲーム、CG、アニメ、情報 連携授業（業界講話） 高校

13 2024年7月24日
福島東稜高等学校・キャリアデザ

インコース 2年 21名 モバイル・AI 業界講話と体験授業 高校

14 2024年7月30日 Tokyoしごと倶楽部 1～3年
172名（ゲーム89名、CG50

名・アニメ33名） CG・ゲーム・アニメ 体験授業 服部学園

15 2024年7月31日
日々輝学園高等学校 東京校

さいたまキャンパス合同 1、2年生
5名（3年1名、2年1名、3年3

名） 情報
コンピュータ業界についての講話、プログラミ

ングの簡易的な体験、設備見学 学内

16 2024年8月28日 工芸高等学校 1～3年 12名 CG 体験授業 高校

17 2024年9月11日 府中工科高等学校 2年 約130名 ゲーム、CG、アニメ、情報 連携授業（体験授業） 本校

18 2024年9月12日 荒川工科高等学校 2年 50名 調整中 上級学校訪問・オフィスツアー 学内

19 2024年10月29日 イエリムデザイン高等学校 留学生 19名 CG・アニメ 体験授業 学内

20 2024年11月18日 岩槻北稜高等学校 2年 8名 情報 インターンシップ 学内

21 2024年11月19日 岩槻北稜高等学校 2年 5名 DX・デザイン インターンシップ 学内

22 2024年11月20日 岩槻北稜高等学校 2年 5名 CG・ゲーム インターンシップ 学内

23 2024年11月29日 越谷総合技術高等学校 2年 38名 コンテンツ 研修会（Adobe Premiere Pro） 高校

24 2024年12月3日
東北生活文化大学高等学校

美術デザイン科 2年 70名 CG・アニメ・デザイン（2分野） 高専連携事業。コンテンツ講習会 高校

25 2024年12月7日
仙台育英学園高等学校

宮城野校舎 1～3年 約270名 ＡＩ 「ＡＩ・ビッグデータ・Ｉｏｔ」講座 学内

26 2024年12月16日 所沢商業高等学校 2年 70名 CG・アニメ・情報・AI 「未来の職業人育成事業」特別授業 高校

27 2024年12月17日 所沢商業高等学校 2年 72名 CG・デザイン・情報・Web 「未来の職業人育成事業」特別授業 高校

28 2024年12月19日
日々輝学園高等学校 東京校

さいたまキャンパス合同 1、2年生 8名（2年3名、1年5名） Web 業界講話、体験授業、設備見学 学内

29 2025年1月21日
東北生活文化大学高等学校 美術

デザイン科 2年 70名 CG・アニメ・デザイン（2分野） 高専連携事業。コンテンツ講習会 高校

30 2025年1月21日
東北生活文化大学高等学校 普通

科未来創造コース 1、2年 42名（2年15名・1年27名） CG、デザイン 高専連携事業。特別講座 高校

31 2025年1月21日
東北生活文化大学高等学校 普通

科未来創造コース 1年 24名 情報 高専連携事業。特別講座 高校

32 2025年2月3日 越谷総合技術高等学校 2年 6名 AI インターンシップ 学内

33 2025年2月4日 越谷総合技術高等学校 2年 6名 アニメ インターンシップ 学内

34 2025年2月5日 越谷総合技術高等学校 2年 6名 ゲーム インターンシップ 学内

35 2025年2月6日 越谷総合技術高等学校 2年 6名 CG インターンシップ 学内

36 2025年2月6日
東北生活文化大学高等学校 普通

科未来創造コース
2年 11名 情報 高専連携事業。特別講座 高校

37 2025年2月7日 越谷総合技術高等学校 2年 6名 デザイン インターンシップ 学内

38 2025年2月10日
東北生活文化大学高等学校 美術

デザイン科
1年 80名 CG・アニメ・デザイン（2分野） 高専連携事業。メイキングライブ 高校

39 2025年2月12日
東北生活文化大学高等学校 美術

デザイン科 1年 80名 CG・アニメ・デザイン（2分野） 高専連携事業。メイキングライブ 高校

40 2025年2月17日
東北生活文化大学高等学校 美術

デザイン科 1年 80名 CG・アニメ・デザイン（2分野） 高専連携事業。メイキングライブ 高校

41 2025年2月19日 越谷総合技術高等学校 2年 38名 コンテンツ 研修会（Adobe Premiere Pro） 高校

42 2025年2月20日 お仕事・学問発見フェア 1～3年 6名 CG 体験&デモ 八王子会場

43 2025年2月20日 秀英高等学校 1、2年生 6名（2年1名、1年5名） ゲーム（プログラミング） 体験授業 学内

対象分野 内容 実施場所学校名 学年・留学生 参加人数日付No.
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地域住民などを対象とした「生涯学習講座」については、本学園の総務部長が役

員を務めている新宿法人会主催の研修「AI 初心者を対象とした研修」に本校の教員

を講師として派遣し、実習室を研修会場として提供した。 

 

環境問題など重要な社会問題の解決に貢献するための活動については、地球環境改

善に貢献するため以下の取組みを行っている。 

1) ペットボトルのリサイクル 

新宿区で推進しているリデュース・リユース・リサイクルの 3R に協力して

おり、ペットボトルキャップを回収する取組みを学生中心に学校全体で行って

いる。令和年度は、70 リットルの袋 12 個分のペットボトルキャップを新宿リ

サイクル活動センターに提出した。 

2) 電気照明の LED 化 

校舎の LED 化を進めており、令和 6 年度に全 12 棟の LED 化 100％を達成し

た。 

3) ペーパーレス化 

稟議、勤怠、財務に関する申請・決裁業務に電子承認システムを導入してお

り、令和 5 年度からは出願手続きと各種証明書発行手続きを電子化するなど、

ペーパーレス化を図っている。 

 

教職員・学生を対象とする重要な社会問題に対する問題意識の醸成のための研修・

教育については、これまで顧問弁護士事務所による「アカデミックハラスメント研修」

を実施し、学生に対して、成年年齢引下げに関する教育や消費者教育を行った。 

 

10-36-64 国際交流に取組んでいるか 

 

本校では、教職員や学生の学術研究・文化交流を目的として海外の高等学校と教育

提携を行っている。令和 6 年度現在、協定を締結している教育機関は以下のとおりで

ある。 

 

・新北市立淡水高級商工職業学校 

・桃園市天主教振聲高級中等学校 

・新竹市私立光復高級中等学校 

・新北市立樟樹國際實創高級中等学校 

 

令和 5 年 6 月 9 日には、本校と中華民国（台湾）新北市政府教育局が「国際教育

協力に関する覚書（MOU）」を締結し、中華民国（台湾）新北市政府庁舎にて調印式が

執り行われた。締結に伴い、コンピュータ・エレクトロニクス分野における国際職業

教育の新たなる発信地として、国際交流はもとより、多様でグローバルな教育環境の

創出を目指す。本校としては、今後も国内に留まらず、国際的な専門人材の育成にも
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邁進する。 

平成 24 年から継続実施している協定校を対象とした体験授業では、上記の新北市

政府教育局との「国際教育協力に関する覚書（MOU）」により、これまでの提携校に加

え、新北市の全ての高等学校が参加可能となった。令和 6 年度の体験授業は、3 月 14

日に実施し、台湾の高校生 79 名と引率者 12 名を受入れ 4 つのコースで行った。参加

校は、新北市立瑞芳高級工業職業学校、新北市立樟樹国際實創高級中等学校、新竹市

私立光復高級中等学校、桃園市天主教振聲高級中等学校であった。 

3 月 29 日に台湾で開催された新北市教育博覧会は 3 回目の参加となり、前回に引き

続きゲームに関する体験型ブースの出展を行った。中学生に対して、新北市の高等学

校の多面的な教育のアピールや国際的な視野を広げるといった目的の一助となった。 

本校は韓国、台湾、マカオに事務所を設置しており、入学相談や入学試験を実施し

ている。韓国事務所は、本校卒業生が在職していた NHK 語学院と平成 29 年 10 月に契

約を結び、募集の強化を図っている。当語学院の教室提供や職員派遣協力を得て説明

会や直接入学試験を実施している。なお、令和 5 年 1 月末に瑞逸大学近くの新事務所

へ移転した。台湾事務所は、新東京外語留学社と平成 25 年 9 月に契約を結び、募集の

強化を行っている。新北市板橋区に事務所を設け、協定を締結している教育機関や新

北市政府教育局との連携や直接入学試験などを実施している。令和 6 年 4 月には語研

教育有限公司と契約を結び、マカオに事務所を設置した。現地の高等学校訪問や SNS

を活用した広報を行い、募集の強化を行っている。 

事務所があるのは韓国、台湾、マカオのみだが、海外にある学生募集に関する協力

機関としては、マレーシア（JAGAM、ライセンスアカデミー）、ミャンマー（Yangon 

Educational Center、EN Japanese Language Academy ※ともに本校卒業生が運営）

がある。 

国内では、日本語学校生のための「入学検討者に対するガイダンス」や、日本語学

校教員を対象とした本校の説明会を実施している。留学生の受入れは、約 90%が日本

国内の日本語学校経由である。日本語学校への訪問活動や説明会などは、頻繁に実施

している。その他、留学生受入れを促進するために、学校が行う教育課程、教育内容、

方法については、オフィシャル Web サイトに外国人向けのページを設け、日本語の他、

英語、中国語（繁体・簡体）、韓国語、ミャンマー語、ベトナム語、インドネシア語、

タイ語で表示している。 

留学生の受入れについては、本校では、学修成果、教育目標について、日本人と留

学生の区別はせず、日本人と同等の教育課程を編成している。留学生は、言語のハン

デキャップを乗り越え、日本人と同等の学修成果をあげている。 

 

〇課題、解決の方法 

  

 特になし。 
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〇特長として強調したい点 

 

本校では、創立以来、常に近隣町会との連携関係を築いている。現在は、近隣の 3

つの町会、2 つの商店会に会費を拠出し、平素より交流を行っている。特に本館が所

在する百人町西町会とは、密接な関係を結んでいる。本学園の総務部長が役員を務め

ており、毎月行われる役員会に出席している。また、総務部・管理部が協力して、総

会への出席、お祭りや交通安全活動の支援などで、年間を通してコミュニケーション

を図っている。 

海外活動としては、韓国・台湾・マカオに拠点があることを強みとしており、海外

での認知拡大を図っていく。海外からの体験授業や学校見学の要望も引き続き受入れ、

国際交流に取組んでいく。 

 

 

【10-37】ボランティア活動 

 

〇考え方・方針、現状 

 

10-37-65 学生のボランティア活動を奨励し、具体的な活動支援を行っているか 

 

本校では、地域貢献のためのボランティア活動を奨励しており、現在、東京都（青

少年・治安対策本部）、警視庁（生活安全部、新宿警察署）、新宿区の呼びかけにより

結成されたボランティア団体｢シャイニング・スターズ｣に、平成 25 年発足当時から加

盟している。｢シャイニング・スターズ｣は、新宿警察署管内の大学・専門学校・高等

学校の学生・生徒、地域団体などで組織され、ボランティア活動を通して地域社会と

の絆や規範意識の高揚、犯罪への的確な対応などを活動の中心としている。 

｢シャイニング・スターズ｣への活動依頼は、新宿警察署から発信され、本校では総

務部を窓口および主管部署としている。総務部では、依頼のあった学生ボランティア

活動に関して、学園の総務部を窓口として、各クラス担任、キャリアセンターを通じ

て学校全体にアナウンスを行い、希望者を募っている。また、成績証明書など就職活

動時企業に提出する書類の活動記録にボランティア参加実績を記載するとともに、貢

献が顕著であった学生を卒業式で表彰するなどの支援を行っている。 

これらの支援により、ボランティアの年間参加者数は平成 27 年度の延べ 31 名から

年々増加し、コロナ前の令和元年度は延べ 348 名となった。 

コロナ禍中は多くの活動が中止となっていたが、令和 5 年度より再開し、延べ 259

名が参加した。 

令和 6 年度は、表 10-3 のとおり、人数無制限から人数制限ありに変更された活動

が増えたため、参加人数は減少しているが、学生自治会の積極的な関与により、ボラ

ンティアの幅が広がってきている。 
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表 10-3 学生ボランティアの活動内容 

 
ボランティア名 活動内容 日程 

参加 

人数 

1 
新宿警察署 

「痴漢被害撲滅キャンペーン」 

式典参加、新宿駅西口で

の防犯チラシ配布活動 

※人数制限あり 

6/5 4 

2 
認定 NPO 法人こつこつ主催 

障がい者支援ボランティア 

イベント参加者とコミュ

ニケーションを図る 

※人数制限あり 

6/29 4 

3 
新宿警察署 

「社会を明るくする運動」 

式典・パレード参加 

※人数制限あり 
7/14 5 

4 
北新宿第一児童館 

「ドキドキまつり」 

準備、模擬店運営、片付

け 

※人数制限あり 

11/9 37 

5 
警視庁主催 

「災害時学生ボランティア研修会」 

研修会参加 

※人数制限あり 
12/7 15 

6 
新宿警察署 

「歌舞伎町地区年末合同パトロール」 

歌舞伎町パトロール参加 

※人数制限あり 
12/20 6 

7 
西新宿シニア活動館主催 

高齢者対象パソコン相談会 
参加者へのパソコン指導 3/5 2 

 

ボランティア活動の活動実績の把握については、総務部にて、参加するボランティ

アごとに参加希望者の名簿を作成し、当日は、担当者が同行して出欠確認を行い、結

果を学内で公表している。 

 

〇課題、解決の方法 

 

 特になし。 

 

〇特長として強調したい点 

 

 従来は学校が主体となってボランティア活動を推進していたが、令和 6 年度は学生

自治会が主体性を持って活動した。令和 7 年度は、地域貢献のため、町会と連携した

活動を計画している。 

 

 


